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序

1978年12月末､ 中国共産党第11期中央委員会

第３回総会 (中共十一届三中全会) において､

階級闘争路線の終結を宣言し､ 改革開放路線を

採ることが決議された｡ これ以後を ｢改革開放

期｣ と呼ぶ｡ 楊暁京・苗丹国 (2000) は改革開

放期の留学政策の展開を２つの段階に区分して

いる｡ 第一段階は改革開放の決定から1991年末

のソ連崩壊までの13年間で ｢改革開放前期｣ と

呼ぶ｡ 第二段階は1992年以降､ 冷戦後の市場経

済化が進展した時期で､ ｢市場経済期｣ と呼ん

でいる｡(1)

第一段階の ｢改革開放前期｣ の公費派遣政策

については既に別稿で考察した｡(2) 本稿では､

第二段階の1992年から2007年現在までの ｢市場

経済期｣ の留学政策の展開を検証することにし

たい｡ この ｢市場経済期｣ に公費派遣政策は改

革されたが､ それは1989年６月に起こった天安

門事件にそもそもの発端がある｡ この事件が学

生・知識人の中国政府への失望を招き､ 在外留

学者の不帰国現象を助長したのであった｡ 中国

政府が対策を模索している最中､ 冷戦が終結し

た｡ 国際政治・経済は大きく変動し､ 世界の留

学交流も新しい展開を見せ始めた｡

第１節 冷戦後の世界における留学潮流

東西冷戦は終焉に向かっていた｡ 天安門事件

から僅か５ヵ月後､ 1989年11月にベルリンの壁

が崩壊､ 東西ヨーロッパ再統合の動きが始まっ

た｡ 同年12月にはマルタ会談にて米ソ冷戦終結

宣言が出された｡ そして､ 1991年12月､ ソ連は

崩壊した｡ 社会主義国家の中心的存在が消滅し､

中国の指導層は大きな衝撃を受けた｡

さて､ 留学交流の方面でも大きな変化が生じ

た｡ 1987年６月､ 西ヨーロッパでは新しい形態

の留学交流が創設された｡ �� (欧州共同体)
によるエラスムス計画 (�����������：���������������������������������������������������������������) である｡ これ
は��委員会の奨学金によって域内大学間で実
施する学生・教員の短期交換留学制度である｡

1989年にヨーロッパ単位互換制度 (����������������������������：����) が導入され､
学生は１年間留学しても在学期間を延長するこ

となく卒業できるようになった｡ 当時､ ��12
カ国の高等教育人口は650万人､ その10％の65

万人を毎年交換留学させるという遠大な目標が

掲げられた｡(3)

冷戦終結後､ 1993年11月､ ��は�� (欧州
連合) に展開し､ ヨーロッパ統合の枠組みが強

化されるや､ エラスムス計画は1995年度からソ

クラテス計画に含まれて継続実施されるように

なった｡ 2005年度には参加者は15万人に増えて

いる｡

1999年､ ボローニャ宣言が29カ国の高等教育

担当大臣により採択された｡ これは2010年まで
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に各国独自の学位制度を整理し､ また欧州高等

教育の質保証基準を作成､ 域内の学位が正当に

評価されること等を目指して､ 欧州高等教育圏

(���������������������������) を成立さ
せるものである｡ 2007年現在､ 参加国は46カ国

に拡大している｡��の動向に対抗して､ 同じ1993年､ 米国､
カナダ､ メキシコの３国は ����� (北米自
由貿易協定) を締結し､ ��と並ぶ単一市場を
形成した｡ この３国間の留学交流の規模は倍増

された｡ 他方､ アジアでは1989年､ ���� (ア
ジア太平洋経済協力会議) が､ 参加国18カ国

の貿易・投資の自由化や経済・技術協力を推進

するために動き出していた｡ アジア地域の経

済統合が構想されるなかで､ 1991年に����
(�������������������������������������：
アジア太平洋大学交流機構) が発足､ 域内29カ

国の学生交流の活発化が提起され､ 1997年には

単位互換による交換留学制度の創設が決議され

た｡ これはエラスムス計画を範として､ アジア・

太平洋域内の経済統合を進めるための､ 広域経

済圏で活躍できる国際的人材の育成と相互理解

の促進を目的としたものである｡ 以上のように､

ヨーロッパ､ 北アメリカ､ アジア・太平洋地域

という三地域において経済統合の基盤づくりと

して域内留学交流が推進された｡

表１は､ 1990年から2007年現在までの先進諸

国と中国における外国人留学生受け入れ数の推

移を示している｡(4)

米国では1990年の受け入れ数は約８万人であっ

たものが､ 2005年には約56万人へと７倍に増え

た｡ ヨーロッパの受け入れ先進国であるイギリ

ス・フランス・ドイツでは､ 各国とも２～３倍

増である｡ これに比べて､ ソ連崩壊後のロシア

は約７万人台で推移し､ 大きな伸びは見られな

い｡ アジア・太平洋地域では､ 日本が1984年６

月29日､ 『21世紀への留学生政策の展開につい

て』 を策定､ 2003年に10万人に到達したのが際

立っている｡ オーストラリアは国策として教育

産業化を打ち出し､ オフショア・プログラムを

香港・シンガポール・マレーシアなどアジア各

地で展開､ 留学生受け入れ規模を急速に拡大し

た｡ わずか全39大学で21世紀直前､ 日本を追い

抜き､ 2005年現在､ 16万人に達した｡(5)

ところで､ このような先進諸国の留学生受け

入れ政策が強力なプル要因となって､ 中国から

の海外留学､ 特に自費留学が急増した｡ 裏を返

せば､ 中国の留学生市場は先進諸国の高等教育

のターゲットであり､ 将来もそれは続くと考え

てよいだろう｡

他方､ 世界の留学動向に合わせて､ 中国も外

国人留学生 (来華留学生) の受け入れを拡大し

てきた｡ 80年代初めから大学の短期語学研修プ

ログラムを中心に受け入れ数を伸ばし､ 2006年

現在､ 長期・短期の留学生を含め年間16万人に

達した｡ 各国留学生は主として中国語学習のた

めに留学している｡ 先端科学・技術によって留

学者を惹きつけている先進諸国とは異なるが､

受け入れ規模から言えば､ 中国は留学生受け入

れ国としての相貌をすでに持っているのである｡

第２節 知識人政策に対する天安門事件の影響

１. ｢知識人｣ の概念

中国政府の留学政策の背後には常に中国共産

党の知識人政策 (知識分子工作) がある｡ 中国

語の ｢知識分子｣ は一般に〈知識人〉と日本語

訳されているので､ ここでもそれを使用するが､

そもそも中国における ｢知識分子｣ とはどうい

う人々を指すのであろうか｡ 馬嘶 (2003) によ

れば､ 清朝末に西洋文化が流入した結果､ 特に

海外留学した青年たちが新しい知識や観念を摂

取して普及させたことにより､ 科挙制度を背景
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に培われてきた伝統的な ｢士｣ (官吏) 概念が

近代的な ｢知識分子｣ 概念に変化した｡ 辛亥革

命前後には ｢知識分子｣ は増加して重要な独立

した社会階層をなし､ 各種の職業の様々な局面

で異彩を放つようになった｡ また人文・社会科

学､ 自然科学､ 工程技術､ 実業､ 法律､ 教育､

文化､ 新聞､ 出版など多種多様な職業を出現さ

せた｡ 現在は ｢学歴の高低､ 知識の多寡､ 職業

の尊卑､ 収入の高低によって､ 知識分子は高級

知識分子と一般知識分子の両種に分かれる｡ 前

者は大学教授､ 学者､ 科学者､ 工程師､ 作家､

芸術家､ 弁護士､ 主任医師､ 編集者､ 記者､ 高

級職員等々である｡ 後者は小中学校の教員､ 工

程技術員､ 公的機関の職員､ 事務職員､ 医療従

事者､ 大学生等々である｡｣ という｡(6)

すなわち､ 中国でいう ｢知識分子｣ とは ｢高

級知識分子｣ と ｢一般知識分子｣ の両方を包摂

する総合的概念である｡ 従って､ 中国でいう

｢知識分子｣ とは､ 簡潔に言えば､ 一定の科学

的・文化的知識を有する人々であると言えるだ

ろう｡ なお､ ｢知識分子｣ を〈知識人〉と訳せ

ば､ 誤解を招くかもしれない｡ 日本語の〈知識

人〉は ｢高級知識分子｣ だけを指すからである｡

しかし､ ここでは ｢一般知識分子｣ も含めた総

合的概念としての ｢知識分子｣ を〈知識人〉と

訳すことにしたい｡

さて､ 中国共産党の知識人政策は紆余曲折し

てきた｡ 階級闘争路線下では､ 知識人層の中の

｢ブルジョア階級の知識人｣ を標的とする大衆

運動が起こされ､ 1957年の ｢反右派闘争｣ から

1976年の文革終結まで20年間､ 知識人に対する

冷遇と迫害が続いた｡ しかし､ 改革開放路線下

では､ 経済発展をもたらす科学技術と教育にお

いて知識人の必要性が全面に主張され､ ｢知識

人尊重｣ が唱導され､ 待遇改善が図られてきた

のである｡
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表１ 冷戦後における先進諸国と中国の留学生受け入れ数の推移 (人)

年 米 国 ロシア
ヨーロッパ

日 本
オースト
ラ リ ア

中 国
イギリス フランス ドイツ

1990
1991
1995
1996
1997
1998
1999

407,530
－

453,787
453,785
457,984
481,280
490,933

66,809
－

67,025
－
－
－

61,137

80,183
88,141
197,188
196,346
198,064
213,264
219,285

136,015
136,306
134,418
129,761
125,205
121,624
149,295

92,016
－

141,460
146,472
151,870
158,435
165,994

41,347
45,066
53,847
52,921
51,047
51,298
55,735

24,988
－

39,685
46,773
52,897
56,810
60,914

8,495
11,645
32,758
－
－

43,084
44,711

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

514,723
547,867
582,996
586,323
572,509
565,039
564,766

57,907
53,918
60,674
64,341
75,786
－
－

224,660
230,870
242,655
275,265
300,050
318,390

－

－
174,604
196,706
221,491
245,298
255,589

－

175,065
187,027
206,141
227,026
246,136
246,334

－

64,011
78,812
95,550
109,508
117,302
121,812
117,927

72,717
86,269
116,504
136,125
151,798
163,930

－

52,120
61,869
85,829
77,715
110,844
141,087
162,695

出所) ��� 『���������』､ ユネスコ文化統計年鑑､ 日本文部省 『我が国の留学生制度の概要』､ 日本外務省 『主要
国・地域における留学生受け入れ政策』 2003年､ 各年度 『中国教育年鑑』 また､ ����������(2008) 所収
の統計表より作成｡ なお､ 各国の ｢外国人留学生｣ の概念は若干異なる｡ 例えば､ 短期語学研修の学生を中
国では含めるが､ 米国や日本では含めない｡



２. 天安門事件の勃発

改革開放の中で ｢知識人尊重｣ が唱導されて

10年､ 再び知識人と学生が中国政府に失望する

出来事が勃発した｡ 1989年６月４日の天安門事

件である｡ 国際情勢は冷戦終結に向かっていた

ときであった｡

中国では1976年４月に生じた政変を ｢第一次

天安門事件｣､ 今度のものを ｢第二次天安門事

件｣ と呼ぶが､ ここでは ｢天安門事件｣ とだけ

記すことにしたい｡ この天安門事件は自費留学

を増大させ､ すでに問題視されていた在外留学

者の不帰国現象を助長する原因となった｡

さて､ 天安門事件の概略を次に述べておきた

い｡ 1989年４月15日､ 中国共産党の前総書記・

胡耀邦が急逝した｡ 胡耀邦は ｢官倒｣ (汚職を

行う官僚) とその背後にいる党長老派に対して

非常に批判的であったため､ 党長老派によって

失脚させられたと､ 胡耀邦を支持する多くの民

衆は考えた｡(7)

４月27日､〈胡耀邦の追悼〉と〈｢官倒｣ を排

除するための政治の民主化〉という二つのテー

マを掲げて､ 北京の学生たちは学生だけによる

約３万人の非暴力デモ行進を粛々と行った｡ さ

らに続けて､ ５月４日には五・四運動70周年記

念デモ行進を行った｡ このデモ行進の勢いに乗っ

て､ ５月６日､ 中国政府に対話を要求する請願

書を提出し､ 天安門広場に数千人が座り込んだ｡

だが､ 政府の対応は遅々として進まず､ ５月13

日､ 数千人の学生はハンストを決行した｡ ５月

15日にソ連の政治改革を推進するゴルバチョフ

大統領が北京を訪問して中ソ和解するという歴

史的行事が予定されており､ 世界のマスコミの

目が中国に集まっていた｡ その機を利用して世

界にアピールするためであったと思われる｡

学生たちのハンストは､ その純粋さによって

教員や研究者や作家などの知識人および一般市

民の心情を揺さぶりながら100時間以上続き､

ついに飢えと暑さで卒倒するものが出た｡ この

様子を見ていた市民・労働者・農民は学生支援

のため５月17日・18日に天安門広場に向けて四

方八方からデモ行進し､ 広場は総勢100万人の

群衆で膨れ上がった｡ 全国各地の学生も北京の

デモ行進に参加してきた｡ しかし､ 規模が大き

いにもかかわらず､ 暴力沙汰は一切起こらなかっ

たという｡ また､ 全国68都市で学生・市民によ

るデモ行進や座り込みがなされ､ 香港・台湾で

も学生支援集会が行われた｡ 世界各国に滞在す

る在外留学者も天安門広場の学生たちを支持す

るデモ行進や資金調達などの活動を行った｡ ５

月19日､ 党総書記・趙紫陽が学生たちにハンス

トを中止するよう説得するが､ 効果はなかった｡

中国政府は５月20日､ 軍を投入して戒厳令を

布告し､ ついに６月４日未明､ 天安門広場での

座り込み・ハンストを軍・武装警察からなる戒

厳部隊を投入して鎮圧した｡ 中国では ｢血の日

曜日｣ と呼ばれる惨劇が起こった｡ 世界のマス

メディアは､ 学生や市民が ｢多数虐殺された｣

と報道したが､ 報道された死者数は数百人から

数千人まで大きな差異があり､ 実際の数ははっ

きりしていない｡ 中国政府は天安門広場での死

者は皆無だったと国内外に発表している｡ だが､

天安門広場以外でも衝突が起こっており､ 戒厳

部隊と学生・市民双方に死傷者が出たことは事

実として中国政府も認めている｡ 欧米・日本な

ど各国政府は中国政府に対する批判声明を出し､

輸出入および投資を一時停止するなど､ 経済制

裁を行ったのである｡ ６月23日､ 中国共産党第

13期中央委員会第４回総会 (中共第13届四中全

会) が開催され､ この事件を ｢反革命暴乱｣ と

規定するとともに､ 学生との対話による対応を

主張した党総書記・趙紫陽を解任した｡

白 � 悟4



３. 知識人の要求と挫折

国内の学生・知識人はもちろん､ 在外留学者

もこの鎮圧行動に深い失望を味わった｡ 彼らの

失望がどのようなものであったか｡ 心の内側を

知ることは難しい｡ 彼らの文章を手がかりにし

て推し量る以外にない｡ 加々美光行編 『天安門

の渦潮』(岩波書店､ 1990年)は天安門事件に関

する資料集である｡ その第４章は､ 方励之､ 厳

家其､ 劉再復､ 劉賓雁など国内外の知識人によっ

て事件前後に発表された言論を集めている｡(8)

1989年６月４日直後､ ６月18日に滞留中の米

国から香港を訪れた劉賓雁 (作家) はいずれ中

国に帰国するつもりであったが､ 記者会見で次

のように述べた｡ ｢今となっては､ 帰国するこ

とは絶対に不可能でしょう｡ …もともと自分が

根無し草であると思ったことはないのですが､

国内情勢の変化により､ 徐々に根無し草になっ

てきました｡ …この傷口は20年たっても癒える

ことはないでしょう｡ たとえ政府が交代したと

しても｡ なぜならこれほど残忍な事件は､ 歴史

上起こらなかったのですから｡ 20世紀にもなかっ

たし､ 秦の始皇帝でも､ これほど大規模な自民

族の虐殺は行いませんでした｡ 私の人生でも耳

にしたことはありません｡｣ と述べて､ 中国政

府指導部を痛烈に批判したのだった｡(9)

また､ 事件から１ヵ月後の７月５日､ 『聯合

報』 (台湾) に記載された論稿 ｢国殤日１ヵ月

宣言｣ (国殤日週月宣言) は､ 民主化運動のリー

ダーである北京市大学学生自治連合会の責任者・

ウルケシと北京知識界連合会の責任者・厳家其

によって書かれたものである｡ ｢今日は 『六・

四大虐殺』 からちょうど１ヵ月目に当たる｡ 我々

は全世界の中国人が､ 犠牲となった同胞に黙祷

を捧げるよう呼びかけるものである｡ …�小平
一派が反動的であるのは､ とりもなおさず彼ら

が初めからこの世界史的潮流に対立する立場に

あったという点にある｡ 彼らは魏京生を逮捕し､

民主の壁を閉鎖し､ いわゆる 『精神汚染除去』､

『ブルジョア自由化反対』 などを発動し､ さら

に最近の常軌を逸した 『六・四大虐殺』 にまで

至ったのであるが､ その目的は彼らが公言する

ように､ 『国際的大気候』 を逆転させ国際共産

主義運動に別の模範を打ち立てることにある｡ …

『89年中国民主運動』 は…名実ともに全世界の

華人による愛国民主運動である｡ 古い歴史をも

つ中華民族は 『自由､ 民主､ 法治､ 人権』 の旗

印によってのみその生命力のすべてを発揮しう

るということが､ そこにははっきりと示されて

いる｡ 海峡両岸の平和的統一であれ､ 香港､ マ

カオの祖国復帰であれ､ さらには故郷を離れ海

外にいる者の報国の志であれ､ まず中国の大地

で 『自由､ 民主､ 法治､ 人権』 を実現するとい

う原則があって､ はじめて真の意義をもちうる

のである｡ これ以外に中華民族生存の道はない

のだ｡｣ と述べている｡ これら中国の民主化運

動を推進する知識人の言論は､ 背後にいる大勢

の知識人・学生そして市民の意思を一定程度､

代弁していると考えてもよいだろう｡(10)

では､ 一般の在外留学者の心情はどうであっ

たのか｡ 当時のマスコミへの簡単なコメントの

記事や映像はあるが､ 文献としてはほとんどな

い｡ 世界各国の在外留学者の活動はどこでも同

じようなものであったらしい｡ 在日留学生も同

様に全国で募金活動を行い､ 中国大使館・領事

館にデモ行進して､ 天安門の学生たちを支援し

ようとした｡ それだけに６月４日の鎮圧に対す

る在日留学生たちの落胆はかなり深いものだっ

た｡ 学生たちは泣き声をあげて､ 政府の非道を

非難した｡ その錯乱せんばかりに悲しむ様子は､

彼らの憂国の情として留学関係者の目に焼きつ

いたのである｡

鎮圧から１ヵ月後､ ７月４日 『西日本新聞』
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(福岡本社) に中国人留学生の投稿文 ｢わが祖

国に春は来るか｣ が掲載された｡ この一文に当

時の留学生の心情の一端を窺うことができる｡

投稿者は ｢常思郷｣ (常に故国を思う) と名

乗る｡ 文革中､ 高校生だった彼は農村に下放さ

れ､ セミを食べて飢えをしのいだ経験もあると

いう｡(11)

｢６月４日の 『血の日曜日』､ 私は日本のある

都市の私のアパートでテレビにかじりついてい

た｡ 『ひどい！』 という衝撃と､ 『やっぱりそう

か』 という思いが頭の中をぐるぐる回った｡ 翌

日､ 大事な用事で出かけねばならなかったが､

私は着替える気力もなく､ 一日中寝ていた｡ …

民主化運動が鎮圧された後の天安門広場に､ 何

万という子どもたちが集められ 『愛国・愛党』

と叫ばされている｡ 何の意味があるのか｡ 私た

ちと同じように彼らもやがて共産党に絶望する

のだと私の胸は痛む｡ …今回の事態の中で､ 解

放軍が市民に向けて発砲したこと以上に私に大

きなショックを与えたことがある｡ 流血の弾圧

の後､ 当局は市民たちに密告を奨励した｡ アメ

リカのテレビ局が撮影したフィルムを放映し､

その中で市民を煽動している男を密告するよう

呼びかけた｡ すると､ 約１時間後に､ この男が

大連で逮捕されたのである｡ 密告したのは中年

女性だ｡ 中国のテレビは彼女が 『あの男は近所

の人だからすぐ分かった』 と得意げに語るのを

英雄扱いで放映した｡ 彼女には罪の意識も後ろ

めたさもなかった｡ 日本のテレビでその姿を見

て､ 私は言いようのない衝撃を受けた｡ 悲しい

がこれが中国の民衆の実像だと私は思う｡ 人間

として何がただしいのか｡ いま何をなすべきな

のか､ なすべきでないのか､ 分かっていない｡

しかし､ それは彼女の罪ではない｡ …彼女は何

一つ正しい情報を知らされていない｡ 更に言え

ば､ この数十年間､ 社会状況に関して正しい判

断ができるような情報を知らされていないのだ｡｣

と述べ､ ｢日本にいる中国人留学生の大部分は

今の中国に帰りたくないと思っている｡ 日本の

物質的豊かさが魅力なのではない｡ 多様な情報

の中で自分の価値観を持つ喜び､ 自分の意見を

自由に表現する喜び､ 生き方を自分で選択でき

る喜びがいかに大きいかを知ったからである｡ …

民主化に向けて動かなければ､ 中国に未来はな

い｡ 何をどうすればよいか､ 私は途方にくれる

ばかりだが､ いずれは中国に帰る｡ 帰って少し

でも中国を変えたい｡｣ と結んでいる｡

この記事から､ 中国共産党への不信､ 大衆に

情報が与えられていない情況 (報道統制)､ 知

識人に言論の自由が許されていない情況 (言論

統制)､ この３つの国内事情に対する在外留学

者の挫折感を読み取ることができる｡

４. 頭脳流出の発生

(1) 米国その他の受け入れ国の対応

ロサンゼルス・タイムズ紙の外交担当記者ジェー

ムズ・マン (1999) によれば､ 米国ワシントン����では､ 天安門の武力弾圧の翌日６月５日､
在米中国人留学者たちによって議事堂正面で

5,000人とも１万人とも言われる抗議集会が行

われた｡ ホワイトハウス前を行進するなど､ 彼

らの反中国政府的な行動は全米の注目を集める

ところとなった｡ ６月７日､ 抗議集会を組織し

た留学者リーダーらは､ 米国その他の国に対し

て､ 第一に中国に経済的圧力を加えること､ 第

二に1990年の北京アジア大会をボイコットする

よう説得すること､ 第三に米国政府が中国人の

国家派遣留学者の帰国義務を免除して米国に残

留できるよう規則を改めること､ この３つの目

標を留学者運動によって追求することを決議し

た｡(12)

1989年６月11日､ ジョージ・ブッシュ大統領
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は在米中国人留学者の人権保護を目的として滞

在期間を１年間延長すると公式発表した｡ しか

し､ 延長を認められた者は１年過ぎれば例外な

く帰国しなければならず､ 再延長は認めないと

いう内容だった｡ 当時の在米中国人留学者のほ

とんどが帰国義務のある国家派遣の理工系大学

院生であり､ 米国は中国との協議によってこの

ことに同意していた｡ しかし､ １年間の滞在延

長後に必ず帰国しなければならないことに不安

を抱く中国人留学者たちは世論の後押しを受け､

連邦議会 (特に､ 反ブッシュ派) に米国滞留を

許可する法案の成立を訴えた｡

ブッシュ政権は1978年以降の20年間の良好な

米中関係を維持したいと願っていたとジェーム

ズ・マンは言う｡ ｢1989年６月を通じて､ 中国

政府は大掛かりな弾圧を行って全国の動揺を抑

えた｡ 数千人の活動家が逮捕され､ なかには直

ちに裁判にかけられた者もいた｡ 中国のテレビ

はほぼ連日のように裁判の模様を中継し､ 頭を

刈られ､ 身体中のあちこちに傷を負った被告た

ちが弱々しい声を発する様子を放送した｡ 判事

の前に引き出された彼らには､ 重い懲役刑やと

きには死刑が言い渡された｡｣ このような映像

が米国でも放映され､ 米国民の怒りをかった｡

これによってブッシュ政権の願いは打ち砕かれ

た｡(13)

その頃､ 天安門広場の民主化運動を支援して､

海外でデモや集会に参加した各国の在外留学者

の間に､ 帰国すれば厳罰に処せられるという噂

が流れていた｡ 中国の在外公館が海外でのデモ

や集会の報道映像を分析して､ ｢反政府活動｣

の参加者名簿を作成し､ 母国に報告済みだとい

うのである｡ この真相は分からない｡ というの

も､ 中国政府はこの噂を否定しているからであ

る｡(14)

中国は反政府活動の首謀者の捜査に乗り出し

ていたであろうが､ デモに参加した在外留学者

を悉く逮捕することまでは考えていなかったの

ではないかと推測される｡ だが､ 米国だけでは

なく､ 世界中の在外留学者はこの噂に恐怖を感

じたのである｡ 筆者がある留学生から直接聞い

たところでは､ 中国の家族への国際電話は盗聴

され､ 国際郵便は開封検閲されているようなの

で､ 事件後の本当の様子を国内の家族から詳し

く聞くこともできず､ 海外から何も相談できな

い情況に陥ったという｡

かくして在米中国人留学者のロビー活動等が

奏効して議員たちによる法案がいくつも提起さ

れた｡ その中で下院議員ナンシー・ペロシの提

出した､ 公費留学者の帰国義務を一時停止する

案が在米中国人留学者たちには穏当に思われた｡

しかし､ ペロシ案が法制化されれば､ 中国政府

の反撥は免れない｡ 1989年11月､ ブッシュ政権

は法制化に反対､ 将来の教育交流が不可能にな

りかねないと主張して､ 廃案にしようとした｡

だが､ 逆に世論の反撥を買い､ 法案は下院で可

決､ 翌日上院で承認された｡

そこで1989年12月､ ブッシュ大統領は拒否権

を発動した｡ しかし､ 議会で再議決されれば拒

否権は無効になる｡ そうならないよう､ 自ら大

統領命令で中国人留学生の学業修了後の帰国義

務規定を削除することを発表したのである｡ ペ

ロシ案とほとんど同じ内容であった｡ その内容

は４項目からなる｡ ①1994年１月１日まで､ 交

換学者や留学生のビザをもつ中国人は米国に滞

在できる｡ ②1989年６月５日から合法的に米国

に居住する個人はその合法的居住権を継続して

保証する｡ ③1989年６月５日以前より米国にい

る中国人は就労する権利を付与される｡ ④不法

滞在の身分で米国を出国すべき人に対して､ 通

知した期限が来ても､ 強制退去は実施しない､

というものであった｡
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翌1992年５月､ 下院において中国人留学者が

帰国して政治的迫害を受けないよう ｢中国人学

生保護法｣ (�����������������������������
1992) を可決｡ 同10月９日､ ブッシュ大統領が

これを批准､ 正式に発布した｡ この法律は､

1993年７月１日までに在米中国人留学生や研究

者が中国に安全に帰国できることを大統領が議

会で証明できなければ､ そのとき発効するとい

うものであった｡ その内容は､ 中国人留学生・

研究者のビザが切れても1994年１月までは強制

退去を求めないこと､ また中国政府発行のパス

ポートが期限切れなどで失効した場合､ 米国滞

在や第三国への旅行に支障がないようにパスポー

トに代わる特別文書を発行するなどの処置を取

るというものであった｡(15)

かくして1993年７月１日に中国人留学生・研

究者の安全な帰国が証明できなかったので､

｢中国人学生保護法｣ は発効した｡ 同年９月13

日 『南洋商報』 (シンガポールの新聞) は､ ｢今

年７月１日以来､ ４万9000人の中国人留学生が

米国移民帰化局に永住権を申請､ その大多数が

今月中に認可される見込みである｣ と伝えてい

る｡ １年間で申請件数は5.7万人まで膨らんだ｡

数万人の留学生家族も永住権 (グリーンカード)

を獲得した｡ 彼ら配偶者の多くもまた中国で高

等教育を受けた高学歴人材であった｡ 留学生と

その家族は永住権を得て華僑となったのである｡

このような米国政府の処置に対して､ 中国政府

は頭脳流出を招いたとして厳しく批判した｡ ま

さに大量に人材が流出してしまった｡(16)

米国のみならず､ その他の留学先国でも､ 中

国人留学者は自衛的手段として､ 専攻学科の変

更や他大学への編入､ 卒業の引き伸ばし､ 研究

の延長､ 永住権の取得､ 外国籍の取得 (移民)､

第三国への進学・就職など様々な方法で帰国を

回避し始めた｡ 逮捕されるという恐怖もあった

であろうが､ 心底には中国政府への不信が生じ

ていたと思われる｡

カナダ政府は1989年９月､ 帰国後に政治迫害

を受けると思われるカナダ在住の中国人留学生

に永住権申請を承認するという移民政策を取っ

た｡ 表２はカナダ移民局の統計であるが､ 新中

国からは1989年から1992年までの４年間で３万

6000人余が移民している｡ また､ オーストラリ

ア政府は1989年12月､ 移民法を改定｡ 従来､ 留

学生は10年以上滞在すれば長期居住権の申請資

格を得るものとし､ 移民は２年以上オーストラ

リアを離れ国外から申請しなければならないと

していたが､ それを廃棄し､ また1990年12月19

日以後にオーストラリアで正規教育を終える留

学生は職業を得れば永住権を申請できるものと

した｡ こうしてオーストラリアで学ぶ３万6000

人の中国人学生 (３万人は語学学校生) の居住

権を承認した｡ 当時､ 全留学生数の85％が中国

人学生であった｡

米国・オーストラリア・カナダなど移民国と

違って､ 日本政府は特別に留学生保護措置を取

らなかった｡ しかし､ 程希 (2003) は､ ｢1990

年､ 日本は出入国管理及び難民認定法を改正､

学歴があり専門分野に長じた外国人留学生が日

本で就職することを奨励した｡ 日本のこの措置

は六四事件と必然的関係はないとはいうものの､

専門家でない中国人留学生にもぴったりと当て

はまる｡ 疑いなく中国人留学生が日本に滞留す

るための方便を提供したのである｡ 以後､ 中国

人自費留学生 (在日中国人学生の90％は自費)

の絶対多数が日本での就職を選択できるように

なった｡｣ と述べている｡(17)

すなわち､ 1990 (平成２) 年５月24日､ 日本

法務省は ｢出入国管理及び難民認定法第７条第

１項第２号の基準を定める省令｣ を公布し､ 在

留資格 ｢投資・経営｣､ ｢会計・法律｣､ ｢医療｣､
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｢研究｣､ ｢教授｣､ ｢技術｣､ ｢人文知識・国際業

務｣､ ｢企業内転勤｣､ ｢興行｣ などの就労資格基

準を明記し､ 資格基準を満たせば日本で就労

(起業も含む) できるようにしたが､ これは中

国人留学生を吸収する移民政策だというのであ

る｡(18)

(2) 中国における出国留学の増加

他方､ 留学名目による出国は国内においても

生じていた｡ 国家教育委員会は次のように述べ

ている｡ ｢1989年春から夏へ移る頃､ 政治風波

が発生した｡ 国内の出国熱は再び上昇した｡ 自

費留学申請者が大量に増加した｡ この年､�����と ���の受験者は４万人に達した｡
1988年の同時期に比べ､ １万人余多い｡ その50

％は大学教員と大学院生であり､ すでに教員と

学生の隊伍の安定に悪影響を及ぼした｡ 全国で

200余の機関において派遣人数が増加した｡ 一

部の人材開発・交流機関は関連する国家政策に

則って厳格に審査せず､ 甚だしきは出国手続き

で暴利を得ていた｡ 出国の道程の混乱は激しく

なっていた｡ これと同時に､ 一部の西側資本主

義国は反中国・反共産党の波を起こし､ 機会に

乗じて露骨にわが在外人材を押さえ留め､ 掠奪

した｡ 各種の法令､ 例えば四つの行政措置や特

殊移民政策などを通して､ わが留学人員､ 特に

優秀な人材に永住権を獲得させた｡ わが留学人

員の不帰国現象は日々厳しくなっていった｡｣(19)

以上のように､ 天安門事件は留学者が祖国に

戻らず外国に定住することを真剣に考える契機

となった｡ 同時に､ 国内の知識人や学生も海外

留学を手段として､ 海外定住あるいは移民を強

く意識するようになった｡ すなわち､ 政治的理

由で多くの高等教育を受けた人々が流出したと

言えるであろう｡ すべての人々の不帰国が頭脳

流出 (����������)､ 中国語でいう ｢人材流失｣
の概念に含まれるわけではないが､ 不帰国者の

中には ｢人材流失｣ と呼べるような優秀な人材

が多数いたに違いない｡ 特に､ 国家派遣・機関

派遣の留学者が帰国義務を放棄すれば､ それは

明らかに ｢人材流失｣ と言えるであろう｡ また､

帰国義務を守らないで済むように滞在許可を出

した先進諸国に対して､ 中国政府は ｢人材掠奪｣

であると抗議声明を出した｡ 中国政府にとって

憂慮すべき事態であった｡

５. 知識人政策の強化

天安門事件から１年２ヵ月後､ 1990年８月14

日､ 中共中央は ｢知識分子工作を更に強化し改

善することに関する通知｣ (関于進一歩加強和

改進知識分子工作的通知) を発布した｡ これは

中央政治局常務委員会および政治局会議などで

議論された内容を公示したものである｡ この

｢通知｣ は９項目からなる｡ 以下､ 要点を列記
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表２ 1990年代初期の中国からのカナダ移民者数 (人)

出所) 范瀛 (1998) 所収

年 大 陸 香 港 台 湾 計

1989 4,430 19,908 3,388 27,726

1990 7,989 29,261 3,681 40,931

1991 13,915 22,340 4,488 40,743

1992 10,118 37,787 7,213 55,118

計 36,452 109,296 18,770 164,518



することにしたい｡

第１項目の見出しは ｢全党は知識分子工作を

高度に重視し､ それを重要な日程に据えること｣

というものである｡ 国家主席・江沢民の ｢愛国

主義と我国知識人の使命｣ と題する､ 五四記念

報告会 (青年紀念五四報告会) での講演以後､

知識人の反応は良いので､ この機会に知識人工

作をさらに強化し改善しようと述べる｡

第２項目は ｢党の知識分子隊伍についての基

本的計画と基本的政策を堅持することが､ 知識

分子工作をしっかり行う立脚点である｣ という｡

改革開放後､ 知識人は社会主義の祖国のために

功績を挙げてきた｡ 知識人の大多数は天安門事

件の動乱に反対したのである｡ ｢知識を尊重し､

人材を尊重する｣ という方針のもとに進められ

た中国共産党の知識人政策を変えてはならない

という｡

第３項目は ｢知識分子は労働者階級の一部で

あることを深く理解し､ 党の知識分子政策を正

確に把握すること｣ という｡ 知識人は労働者の

中の頭脳労働に従事する人々であり､ ｢知識分

子を労働者階級の外に排除したり､ 彼らに不信

を抱いたり､ 甚だしくは蔑視するような態度を

取るのは全く間違っている｡ また､ 知識分子を

労働者階級の上にいる独立した階級であると説

いたり､ 労働者階級から引き裂いたり､ 産業労

働者と広大な労働者大衆が対立するようなこと

は全く間違っている｡｣ と述べる｡ 各レベルの

党委員会や地方政府は知識人を政治的に信任し､

その生活に配慮し､ 彼らに労働者階級の歴史的

使命を担うよう指導せよと述べる｡

第４項目は ｢知識分子工作を強化し改善する

目的は､ 広大な知識分子に現代化と改革開放の

中で重要な役割を果たしてもらうことにある｣

という｡ そのために中央政府や地方政府は科学

研究や教育事業に対する財政投入を従来通り増

加しなければならない｡ また､ 適材適所に配置

するために合理的な人材流動を促し､ かつ優秀

な青年人材を輩出する政策を講じなければなら

ず､ 教育・科学技術・文化・衛生事業の発展の

ために知識人が十分に力を発揮できるようにし

なければならないという｡

第５項目は ｢党の中央委員会から地方委員会

まで､ 責任ある態度で､ 知識分子の生活条件を

改善するよう努力せよ｣ という｡ ここで､ 党中

央委員会は各官庁や地方政府にすぐに知識人の

給与・職称・住居・医療などの問題を専門的に

検討して､ 改善措置を講じるよう指示している｡

第６項目は ｢広大な知識分子が実践と結びつ

き､ 労農と結びついた道を歩むよう積極的に指

導すること｣ である｡ 知識人や青年学生が社会

的実践や生産実習に参加するために企業や農村

は機会を提供し､ 大中企業は青年学生のための

生産実習の基地となるようにする｡ また､ 大学

は教育計画の中に生産実習や社会的実践活動を

取り入れ､ 地方政府の許可を得れば､ 受け入れ

企業等に大学が実習費を支払わないで済むよう

にしたり､ 遠方で実習する学生の交通費を安価

にしたりするなど､ 関係官庁や地方政府に具体

的方法を制定するよう求めている｡

第７項目は ｢長期にわたって気をゆるめずに､

『四つの基本原則』 を堅持し､ ブルジョア階級

の放任的政治思想 (資産階級自由化) を基盤と

する教育に反対しなければならない｣ という｡

ブルジョア階級の放任的政治思想は社会主義制

度や共産党の指導を否定し､ 資本主義社会に進

むよう主張するもので､ ｢四つの基本原則｣ (社

会主義の道､ プロレタリア独裁､ 共産党の指導､

マルクス・レーニン主義と毛沢東思想を堅持す

ること) と対立する政治思想である｡ その思想

との対立と闘争は今後も長く存在する｡ 特に､

｢青年知識人については愛国主義教育を強化し､
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マルクス主義哲学を学習させ､ 弁証法的唯物論

と史的唯物論の立場を理解できる｣ まで指導す

るよう指示している｡(20)

第８項目は ｢百花斉放・百家争鳴の方針を実

行し､ 科学文化事業を発展させるよう決意を固

めること｣ である｡ 百花斉放・百家争鳴として､

様々な見解を自由に述べることは､ ｢四つの基

本原則｣ と相容れない方針ではない｡ ｢四つの

基本原則｣ を守るという前提の下に学術の自由

と創造の自由を保障するようにする｡ 知識人が

学術活動と政治活動を区別して､ 政策の限界を

把握して､ 学術研究で祖国建設に努力すること

を奨励するよう述べる｡

第９項目は ｢各レベルの党委員会の責任者は､

意識形態の工作を自ら行い､ 指導的幹部は知識

分子と広く交友しなければならない｣ という｡

｢意識形態の工作｣ とは､ 社会主義に反対する

政治思想を浸透させないという意味であるが､

そのことを重視すること｡ また､ 幹部は知識人

と親しく交友し､ 彼らの意見や提言を聴き､ 中

国共産党や政府の工作批評も真摯に受け止める

こと｡ 党委員会には多くの知識人のいる民主党

派に情況を説明したり､ また意見交換したりし

て協力し合うことを指示している｡ そして､ 中

共中央は地方政府の党委員会に毎年､ 知識人工

作の進展情況の報告を求めることにしたという｡

以上のように､ 中共中央は全国の党員間に天

安門事件後に再燃した知識人に対する不信や蔑

視を警戒して知識人尊重を呼びかけると同時に､

知識人の意見を聴取し､ また学生に対する社会

主義教育を強化するよう指示した｡ 知識人排撃

の風潮が再び党内に広がりつつあったのではな

いかと思われる｡

なお､ 天安門事件の翌日1989年６月５日､ 北

京の米国大使館に亡命を求めて駆け込んだ反政

府活動家・方励之とその夫人は１年後の1990年

６月25日､ 米中交渉を経て､ 漸く解放され､ 北

京からイギリスに向けて出国することが許可さ

れた｡ この方励之の解放を契機に､ 同７月から

西側諸国は停止していた銀行融資を再開｡ 1992

年１月31日､ 中国は国連安全保障理事会に久

しぶりに参席して､ 国際社会に復帰したのであ

る｡(21)

第３節 国家派遣政策における政治条件の

厳格化

１. 公費留学者の政治思想工作の強化

1989年６月４日の天安門事件は ｢反革命暴乱｣

とされた｡ 海外では中国共産党の一党独裁と人

権軽視に対する批判的意見が数多く表明された

が､ 国内でも同じ憤懣や批判が潜在したことは

想像に難くない｡ こうした政治思想の ｢問題｣

(反体制的思想) に対処するために､ 全国の大

学や教育機関等の党委員会は､ ｢四つの基本原

則｣ など党の政策に関する教職員の学習会を一

斉に実施して､ 政治思想を引き締めた｡

この引き締め策の影響は国家派遣留学制度に

も及んだ｡ 1989年９月､ 国家教育委員会は ｢全

国培訓部工作会議｣ を成都で開催した｡ 国家派

遣による留学予定者の短期語学教育や海外生活

のオリエンテーションなどを行っている全国の

｢培訓部｣ 関係者が集められた｡ 会議は留学予

定者の外国語教育の経験交流が主目的であるが､

加えて政治思想教育の方針も話し合われた｡ な

お､ 表３は､ 教育部指定の ｢培訓部｣ である｡

｢培訓部｣ は比較的年齢の高い留学予定者を対

象とする留学準備教育コースで､ 海外での外国

語訓練に支出しなければならない外貨を節約す

る目的で1978年以降､ 北京､ 上海､ 広州など国

内11ヶ所に設置された｡ その他にも､ 中央官庁

や地方政府管轄の大学・研究機関に ｢培訓点｣
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が多数設置されている｡(22)

さて､ ｢培訓部｣ においては外国語訓練とと

もに政治思想および道徳教育が行われる｡ 殊に

政治思想教育が重視されるようになった理由は､�二奔 (1994) によれば､ 青壮年の知識人の間
にニヒリスティックな思想状況が生じたからで

あるという｡(23)

｢改革開放以来､ 各種の西側の思潮が我国に

勢いよく入ってきて､ 多くの学徒に曖昧模糊と

した､ 甚だ混乱した思想認識の問題が生じた｡

例えば､ 我国はなぜ社会主義制度を建設しなけ

ればならないのか｡ 社会主義と資本主義は結局､

どちらの制度がより良いのか｡ もし社会主義が

資本主義制度に比べ優越しているというならば､

我国はなぜ改革開放するのか｡ なぜ西側資本主

義国家のものを学習しなければならないのか｡

東欧での巨大な変化やソ連の解体以後､ ソ連や

東欧の社会制度に変化が生じているのに､ 我国

はなぜ 『四つの基本原則』 を堅持しなければな

らないのか等々である｡ どの留学者も出国前に

必ずこれらの問題をはっきりと認識しなければ

ならない｡ そうすれば､ きっと留学する目的や

任務や責任を正確に理解できるし､ 西側敵対勢

力の平和を装った陰謀 (和平演変) を見破り､

西側の価値観や生活方式を自覚的に排斥し､ 進

んで我国の社会主義建設に有用な知識を努力し

て学習し､ 帰国して祖国の四つの現代化建設の

ために貢献するだろう｡｣ という｡

北京語言学院出国留学予備人員培訓部 (現在､

北京語言大学出国留学人員培訓部) の実践報告

では､ 政治思想教育は次の６つの内容で行われ

た｡ ①国際情勢教育 (国際形勢教育)､ ②近現

代史教育､ ③二つの道・二つの制度についての

教育 (社会主義と資本主義)､ ④中国共産党の

基本路線教育､ ⑤愛国主義教育､ ⑥特別講座の

開講などである｡ その内容は表４に示すとおり

であるが､ 天安門事件以来､ ｢紅であり､ 専で

ある｣ (社会主義の自覚をもち､ かつ専門分野

の基本的知識を習得しているという意味) とい

う人材を育成するためのカリキュラムが強化さ

れたのである｡

２. 不帰国抑止対策の指示

1989年12月､ 党総書記・江沢民は中央政治局
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表３ 2008年現在の出国留学人員培訓部の名称と訓練言語

出所) 教育渉外服務与管理叢書編集委員会編 (2005)

名 称 訓 練 言 語

北京語言大学出国留学人員培訓部 英語､ フランス語､ ドイツ語､ スペイン語､ イタリア語

北京外国語大学出国人員培訓部 英語

上海外国語大学出国留学予備人員培訓部 英語､ フランス語､ ドイツ語､ ロシア語

同済大学留徳予備部 ドイツ語

広東外語外貿大学出国人員培訓部 英語､ フランス語､ ドイツ語

中山大学外語学院英語培訓中心 英語

西安外語学院出国留学人員培訓部 英語

東北師範大学出国留学人員培訓部 日本語､ 英語

大連外語学院出国培訓部 日本語

四川大学出国留学人員培訓部 英語､ ドイツ語､ ロシア語

四川外語学院出国培訓部 英語



常務委員会において､ 留学問題に関する幾つか

の提言を行った｡ トップリーダーの提言は至上

命令的な指示である｡ 会議紀要は内部資料であ

り通常閲覧できないが､ 楊暁京・苗丹国 (2000)

によれば､ 次のような提言であったという｡(24)

① 公費留学者の栄誉感と義務感を強め､ 公

費留学者に必ず帰国義務を果たすという観

念を持たせること｡

② 機関派遣の留学者は公費留学者の一部で

あるので､ 管理を強化し､ 盲目性を克服す

ること｡

③ 国家派遣計画は現在の予算総額を保持す

るが､ 構造を調整して､ 厳しく選抜し､

｢定人定向｣､ 努めて質を保証し､ 帰国を保

証すること｡

④ 留学者の選抜派遣工作を改善して､ 彼ら

の政治思想の考察を強化すること｡

⑤ 原則として､ 学位取得のための留学者は

派遣しない｡ 米国とカナダに派遣する留学

者の人数を減らす処置を取ること｡

要するに､ ①・②・④のように､ 公費留学者

の政治思想と祖国奉仕精神を強化する教育指導

を要請した｡ また､ ③のように､ 帰国を保証す

るために ｢定人定向｣ という派遣方針を取るこ

とが提言された｡ ｢定人定向｣ とは､ 留学派遣

にあたって､ あらかじめ就職先 (復職を含む)

を決めておいて､ 海外留学で自己の仕事に必要

な専門分野を学習させることである｡ 就職先が

決まっていれば､ 学習にも集中して取り組み､

不帰国もある程度抑止できると考えられたので

ある｡ さらに､ ⑤では､ 移民政策を警戒して､

米国やカナダへの公費留学を減らすこと､ 学位
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表４ 1994年北京語言学院出国留学予備人員培訓部における思想政治教育課程

出所) �二奔 (1994) より作成

課 程 内 容

国際情勢教育
東ヨーロッパの変化とソ連解体の原因と過程､ 西側帝国主義の和平転覆の戦略など

の講義｡

近現代史教育

中国が半植民地状態から脱却し社会主義を選択するまでの近現代革命史の講義｡ お

よび映画 ｢歴史は未来を教える｣ (譲歴史告訴未来)・｢桃園之路｣ などの学習｡ また､

中国歴史博物館､ 抗日戦争紀念館､ 航空博物館､ 円明園､ 天安門楼閣の見学｡

二つの道・制度につ

いての教育

中央党校教師陣による､ 社会主義と資本主義の区別､ 社会主義が資本主義に取って

代わる必然性､ 中国の特色ある社会主義､ 社会主義初級段階における党の基本路線

などの講義｡

党の基本路線教育 改革開放の現状を理解するために､ 工場・農村見学｡

愛国主義教育 留学後に帰国して祖国に貢献している先進的な人物を学習する｡

特別講座

○｢留学史講座｣：孫文､ 寥仲�､ 秋瑾､ 陳天華や周恩来､ 朱徳､ �小平､ 陳毅､ 聶
栄臻などの革命家の救国精神､ 銭学森らの科学的貢献に関する講義｡

○｢宗教知識講座｣：唯物論の観点からのキリスト教・仏教の形成と発展に関する講

義｡

○｢出国後の安全と機密保持の知識講座｣：外国の政治闘争に参加しないこと､ 現地

の法律を遵守し､ 風俗習慣を尊重すること｡ 党と国家の機密を守ること｡ 健康と

安全を守ることなどの講義｡

○｢対象国の情況紹介｣：各国の社会情況や修学・生活に必要な準備についての講義｡



取得を目指すような長期派遣をしないことが提

言されている｡ これらはすべて公費留学者の不

帰国抑止対策である｡ それほどまでに公費留学

者の不帰国問題は重大視されたのである｡

思うに､ 中国を含め新興国家は社会建設に国

民一丸となってエネルギーを注いでいる｡ この

ような国家総力的エネルギーは先進諸国では過

去のもので､ 今では見られないものである｡ 中

国が公費留学者の不帰国問題に取り組む､ やや

執拗な姿勢は民族主義的エネルギーの為さしめ

るところであろう｡

３. 第三世界からの外国人留学生受け入れ制度

の改革

一方で､ 外国人留学生の受け入れ制度が改革

された｡ 1990年２月１日､ 国家教育委員会国際

合作司は ｢第三世界国家から外国人留学生を招

致し養成する方法の改革に関する意見｣ (関于

改革和培養第三世界国家来華留学生辧法的意見)

を提出｡ 冒頭に､ 中国は文革期の1973年に留学

生受け入れを再開して以来､ 第三世界国家 (主

にアフリカ諸国) から留学生を受け入れてきた

が､ ｢彼らの年齢が低く､ 学業の基礎と文化的

素養が乏しく､ 中国滞在が長くなりすぎる｡ ま

た管理が難しくなり､ 取得する学位も低く､ 帰

国後の就業も難しいので､ 養成効果は高くない

などの問題がある｡｣ と述べる｡ そこで今後､

第三世界国家からの留学生に関しては､ ｢受け

入れる留学生のレベルを上げ､ 滞在期間を短縮

し､ 養成の質を保証する｣ (提高培養層次､ 縮

短培養周期､ 保証培養質量) という方針に転換

し､ 行政・教育・科学研究関係の ｢高級人材｣

を養成することにした｡ 以下は､ 関連部分の訳

である｡

《一. 文科・医科及び特別な国家以外は､

一般にアジア・アフリカ・ラテンアメリカと

南太平洋諸島の国々の高校卒業生に対して､

本科では奨学金は給付しない｡ これらの国家

の大学専科以上の学歴を有する在職者 (大学

や高校の教員､ 政府官吏､ 工程技術者､ 医療

従事者など) や大専の卒業見込みの学生や大

学の本科卒業生を募集し採用することに改め

る｡

二. 第三世界国家の留学生を養成するのに

学歴教育を主とし､ 短期研究やトレーニング

を従とする方針である｡ 自国で既に大学専科・

本科の卒業証書や修士学位を得ている者は中

国で一定の期間学習すれば､ 我国の学士､ 修

士或いは博士学位を授与できる｡ 自国で大学

教授や准教授である者は中国で短期の学術研

究をすることができる｡

三. 第三世界国家の留学生を受け入れる大

学や学科は集中させなければならない｡ 第三

世界国家の実際の需要と国内の大学の情況を

見て､ 若干の大学を第三世界国家のために国

際政治・経済・管理・法律・農学・牧畜・獣

医・水利・機械・建築・紡績・食品・製糖・

道路・採鉱・無線電話・医学・針灸・薬学・

数学・物理・化学などの専門的高級人材を養

成する重点校にする｡

四. 教育は留学生だけのクラスを単独編成

し授業を受けるのを主とし､ 中国人学生と合

同クラスで授業をするのは従とする｡ 自国で

既に大学専科・本科の卒業証書を得ている人

の場合､ 通常､ 単独クラスを作り授業を受け

る方式を取る｡

五. 授業では､ 中国語及び外国語 (英語､

フランス語｡ 目下は主に英語) を用いて直接

に教育する方式を実行する｡ 中国語を用いる

教育については､ 学生は中国に来てから１年

間中国語を学習することを求める｡ しかる後
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に専門の学習に転入する｡ 外国語を用いる教

育では､ 学生は中国に来た後すぐに専門の学

習を開始してよいが､ 同時に中国語も (入学

時から) 学習する｡ 生活用語などの問題を解

決するためである｡

六. 第三世界国家の留学生に我国の学歴証

書や学位証書を与えるには､ 厳格に学習水準

を要求し､ また中国学生とは区別しなければ

ならない｡ 大学専科卒業の学歴保持者には､

中国で２年間専門を学習し成績が合格に達す

れば､ 本科卒業証書と学士学位を授与できる｡

大学本科卒業の学歴保持者には､ 中国で１年

間修士課程において学習し､ かつ資格試験を

通過した後､ 更に１年間学習して成績が合格

に達すれば､ 修士学位を授与できる｡ 成績が

要求水準に達しなければ､ ｢進修証書｣ を発

給してよい｡ 修士学生は論文型の養成以外に､

課程型や学位型の養成でも良い｡

第三世界国家の留学生､ 殊にアフリカ諸国

の留学生に我国の学士・修士学位を授与する

には､ 世界各国 (特にイギリスとフランス)

の通常の方法を参照し､ 第三世界国家の実情

を十分に考慮しなければならない｡ もし我々

がこれらの国家の実情とはかけ離れた基準を

要求するならば､ これらの国家からの留学生

に対する吸引力を失うだけでなく､ 彼らの帰

国後に好ましい影響を与えられず､ 我々にとっ

て益がない｡

七. 特別な国家の高校卒業生が中国で理・

工・医・農の本科で学習する場合は以前の通

り現行試験で採用する方法を取るが､ それ以

外の国家の者が中国で学習する場合には､ そ

の国の試験で採用する方法を取ってはならな

い｡ 派遣国の関係機関や専門家或いは一定の

職務資格を有する教師の推薦によって､ 又は

わが受け入れ大学及び指導教員が申請者の学

歴証書・成績表・推薦書などの材料を審査す

ることによって採用する｡ 採用後は､ 国家教

育委員会国際合作司が在外公館に中国での学

習ビザを発給するよう通知する｡

八. 積極的に工作を行い､ 既にわが大学の

優秀な卒業生が再び中国に来て深く研究して

いるが､ そうなるように頑張ってほしい｡》

(国家教育委員会国際合作司 ｢関于改革和培

養第三世界国家来華留学生辧法的意見｣)

中国は第三世界諸国の留学生を採用する基準

を引き上げ､ 行政・教育・科学研究に携わるよ

うな｢高級人材｣を養成する方向に転換した｡ し

かも､ 彼らに対して特別クラスを設け､ 外国語

(主に英語) で授業を行う方式を取るよう指示

している｡ アフリカを中心にアジア・ラテンア

メリカの国々との留学交流を展開し､ それによっ

て政治・学術面における影響力の拡大を企図し

たのである｡

第４節 海外留学の全面的な自由化政策と

人材争奪戦

１. �小平の南巡講話
天安門事件から５ヵ月後､ 1989年11月にベル

リンの壁崩壊､ 同年12月にマルタ会談にて米ソ

冷戦終結宣言が出された｡ チェコスロバキアや

ルーマニアでは民主化運動により共産党政権が

倒れ､ 1991年12月にソ連解体｡ 社会主義国家の

中心的存在が消滅したことに中国の指導部は大

きな衝撃を受けた｡�小平は1992年１月18日から２月21日まで南
方の経済特区を訪れ､ 相次いで談話を発表した｡

いわゆる ｢南巡講話｣ (重要談話とも言う)であ

る｡ その要点がまとめられて､ ｢中共中央1992

年第２号文件｣ として印刷され､ 地方政府の党
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委員会はじめ国務院・中央官庁・全軍の党委員

会などに配布､ 全党員に通達された｡

この中で�小平は､ マルクス主義は消滅も失
敗もしておらず､ 改革開放により資本主義先進

国の経済方式を大胆に借用して豊かになり､ 豊

かさを共有することが社会主義の本質であると

述べ､ 経済発展のためには科学技術と教育の発

展が必要であることを強調している｡ その一

環として､ 天安門事件以来の人材の不帰国現象

を改善するべく､ 在外留学者に帰国を呼びかけ

た｡(25)

《経済発展を速くするには科学技術と教育に

依拠しなければならない｡ 私は科学技術が

第一の生産力だと言っている｡ 過去10, 20

年来､ 世界の科学技術の発展はなんと速かっ

たことか｡ ハイテク領域のひとつの突破が

一群の産業の発展を主導した｡ …ハイテク

領域で中国も世界で地位を占めなければな

らない｡ 私は素人だが､ 科学技術工作者が

国家のために貢献し､ 栄誉を勝ち取ったこ

とに感謝しなければならない｡ 皆は､ あの

当時､ 銭学森､ 李四光､ 銭三強ら老科学者

があのように困難な条件の下で､ 原水爆・

ミサイル・人工衛星 (両弾一星) など､ た

くさんのハイテクをやったことを銘記すべ

きである｡ …知識人は労働者階級の一部だ

と私は語ったことがある｡ 老科学者､ 中年

科学者は重要であり､ 青年科学者も重要だ｡

外国で学習しているすべての人々が帰国す

ることを希望する｡ 彼らの過去の政治的態

度がどうであれ､ すべて帰国できるし､ 帰

国後は妥当に按排してよい｡ この政策は変

えてはならない｡ 貢献するにはやはり帰国

したほうが良いと彼らに告げよ｡ 皆が力を

合わせて､ 我国の科学技術と教育事業の

発展を加速するために実際の事をたくさん

やるよう希望する｡》(�小平の重要談話､
1992年３月１日)

ここで�小平が知識人・在外留学者に対して
｢過去の政治的態度｣ は問わないと明言した点

は非常に重要であった｡ 天安門事件に発した政

府と知識人の間の不信の溝を埋めるきっかけを

作ったのである｡

1992年７月10日､ 国家教育委員会は ｢�小平
同志の重要談話を深く学習することに関する通

知｣ (関于深入学習�小平同志重要談話的通知)
を発布､ ｢各地､ 各大学は�小平同志の重要談
話の深い学習を各部署で真剣に実施し､ 各層別

に若干の専門的組織を配置して､ 党員や幹部や

広大な教職工員 (教師・事務員・用務員) の学

習を実施しなければならない｡ 夏期休暇中､ 各

地は大学の指導幹部の学習を組織し､ 中堅を訓

練しなければならない｡ …教職工の学習は政治

学習の時間に行い､ 学生の学習は 『形勢と政策』

課で行う｡ 大学党校は重要談話の学習を主内容

にしなければならない｡ 哲学・社会科学の課程､

特にマルクス主義理論課､ 思想政治教育課にお

ける教育では�小平同志の重要談話の精神を貫
徹しなければならない｡ 理論的学習を教師と学

生による社会実践活動と結合させなければなら

ない｡｣ と述べる｡ �小平の南巡講話を全国の
教育関係者が学習するよう指示したのである｡

２. 在外留学者の問題処理�小平の南巡講話を受けて､ 同1992年８月14
日､ 国務院辧公庁は ｢在外留学者関連問題に関

する通知｣ (関于在外留学人員有関問題的通知)

を発布した｡ いわゆる ｢44号文件｣ と呼ばれる

重要文献である｡ 以下は全訳である｡
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《各省､ 自治区､ 直轄市人民政府､ 国務院各

部門､ 各直属機関：

広大な留学者は祖国を熱愛し､ 中華民族の繁

栄と富強に貢献したいと考えている｡ 彼らは外

国で努力して学習し､ 多くの人が喜ぶべき成果

を得､ 栄誉を勝ち取った｡ 留学者は国家の貴重

な宝であり財産 (宝貴財富) であり､ 党と政府

は一貫して広大な在外留学者を熱心に思いやり､

団結教育を行ってきた｡ 祖国は彼らが早く学業

成就して帰国し､ 功業を立てることを希望して

いる｡ 党中央の出国留学工作に関する精神を貫

徹して実現し､ 改革開放の発展の需要に適合す

るように､ 出国留学工作を一層充実させよう｡

我国の社会主義建設事業に貢献するために､ こ

こに在外留学者の問題について以下の如く通知

する｡

一. 留学者の帰国就業を歓迎する｡ 公派によ

る在外学習者は学業成就後に帰国して奉仕

する義務を有する｡ 在外にて学習している

者は彼らの過去の政治的態度がどうであっ

たかを問わず､ 学術交流・協力､ 親類訪問､

休暇など短期帰国を含めて､ すべて彼らが

帰国することを歓迎する｡ 国外で間違った

話をしたり､ 間違った事をしたりしたこと

について､ 一律に追及しない｡ すなわち､

中国政府に反対する組織に加わり､ 国家の

安全や栄誉や利益に危害を加えたことがあ

る人も､ もし彼らがその組織を退き､ 再び

我国の憲法と法律に違反する反政府活動に

従事しないならば､ すべて一律に帰国就業

を歓迎する｡

二. 期限切れの公的旅券あるいは一回のみ出

入国できる公的旅券を持っている留学者に

対しては､ 彼らのために旅券延期あるいは

新旅券への切り替えを行う｡ 公的旅券を私

的旅券に切り替えることも可能である｡ 既

に外国籍を取得した者は中国国籍を退出す

ることを申し出れば､ 我国の国籍法の規定

に従って処理し､ 外国籍の華人 (外籍華人)

とする｡

三. 留学者が旅券延期､ 新旅券への切り替え

および中国国籍退出の手続きを申請する時

には処理をしてやらなければならない｡ 元

の派遣部門や機関と金銭その他の未決事項

があれば､ その部門や機関と協議して解決

し､ 上述の手続きの処理に影響しないよう

にする｡

四. 留学者が短期帰国後､ 我国の有効な旅券

と外国の再入国ビザを持っている場合のみ､

再び審査手続きを履行せずに､ 随時出国で

きる｡

五. 送り出し機関は在外留学者との関係を強

化し､ 彼らの仕事や生活に積極的な関心を

持たなければならない｡ 留学者は帰国後､

｢双向選択｣ の原則によって､ 元の機関に

復職したり､ 自分で就職したりすることが

できる｡ また ｢三資｣ 企業に就職したり､

自分で企業を起こしたりすることなどもで

きる｡ もし国際交流と協力を促進するなら

ば､ 所属機関の同意を得て､ 国外で兼職す

ることもできる｡

六. 留学者の家族は留学者に会うために出国

を申請すれば､ 公安機関によって ｢中華人

民共和国公民出境入境管理法｣ に照らして

審査を行い､ 当然許可すべきである｡

七. 各地区､ 各関係部門は本通知の精神に照

らして具体的措置を行い､ 在外留学者の帰

国に便宜を与え､ 出入国手続きを簡略化し､

留学帰国者の就業・生活上の具体的問題を

妥当に解決すること｡

八. 我国の在外公館は国家を代表して留学事

務を管理し､ 我が留学者の合法権益を保護

中国の市場経済期における公費派遣政策の考察 17



し､ 彼らの学習と研究および日常生活に対

して援助を与え､ 彼らの憂いを除き困難を

解決し､ かつ適時に我国の国内事情を紹介

してやらなければならない｡ 彼らが滞在国

の法律を遵守し､ 努力して学習し､ 自尊自

愛し､ 現地の人民と友好を結び､ 祖国を熱

愛し､ 祖国の栄誉と利益を維持し､ 国家の

名誉のために頑張るよう教育しなければな

らない｡》(国務院辧公庁 ｢関于在外留学人

員有関問題的通知｣)

この中で特に重要なことは､ 天安門事件以降､

中国に帰国することを躊躇していた在外留学者

に対して､ 政治的処罰を一切せず歓迎すること

を政府として宣言し､ 旅券や国籍に関する問題

の解決策を提示して､ ｢鼓励回国､ 来去自由｣

という言葉こそ使用していないが､ 出入国自由

化の方針を明示したことである｡

３. 社会主義市場経済体制下における知識人政

策

1992年10月12～18日､ 中国共産党第14回全国

代表大会 (党十四大) が北京で開催された｡ 出

席者は党関係者1,989人､ 特別招待46人､ また

民主党派・無党派・全国工商連合会等々の代表

者も列席､ 計2,007人であった｡ この会議は､

90年代の改革の方針や新しい情況への経済的対

応を決め､ また第14期中央委員会の新委員を選

出することが主要な目的であった｡ 1987年10月

の中国共産党第13回全国代表大会から５年を経

過していた｡

党総書記・江沢民は､ 10月12日､ 第13期中央

委員会を代表して大会報告 ｢改革開放と現代化

建設の歩みを加速して､ 中国の特色をもつ社会

主義事業の更なる大きな勝利を勝ち取ろう｣

(加快改革開放和現代化建設歩伐､ 奪取有中国

特色社会主義事業的更大勝利) を行った｡ この

大会報告は７ヶ月前から草稿が準備され､ 全国

代表大会直前の1992年10月５日～９日の第13期

中央委員会第９回総会 (中共十三届九中全会)

において採択されたものである｡

ここにおいて､ 中国の経済体制改革の目標は

｢社会主義市場経済体制｣ の確立にあることが

明言された｡ 以降､ 資本主義の経済手法が部分

的ではなく､ 全面的に取り入れられることになっ

た｡ 冷戦後の国際経済は大きく変動し始めてい

た｡ この変動の一つは､ グローバリゼーション

(ヒト・モノ・資本・知識・技術・価値観など

の国境を越える流動化現象) である｡ 中国政府

は市場経済化を加速することによってこの新し

い趨勢に対応しようとしたのである｡ 但し､ そ

の対応方針や政策は ｢中国の特色をもつ社会主

義の理論｣ (有中国特色社会主義的理論) から

逸脱することは許されない｡

ところで､ ｢中国の特色をもつ社会主義の理

論｣ については､ 既に1990年12月30日､ 中国共

産党第13期中央委員会第７回総会 (中共十三届

七中全会) で通過した ｢国民経済と社会発展の

十年規画及び“八五”計画の制定に関する建議｣

(関于制訂国民経済和社会発展十年規�和八五
計�的建議) において､ ｢中国の特色をもつ社
会主義｣ を建設するための12条の原則が打ち出

されている｡ 江沢民報告はこれを基にしたも

のである｡ その内容は次の８項目にまとめられ

た｡(26)

① 外国をモデルにするのではなく､ 中国の

実情に則して中国独自の社会主義をつくり

あげること｡

② 中国は社会主義の初級段階にあり､ この

段階は100年間続く長期的なものであり､

一切の方針・政策はこの基本的国情に基づ

いて考えられるべきであること｡
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③ 社会主義の任務は国力を伸ばし､ 人民の

生活を引き上げることであり､ これに有利

かどうかが経済活動の基準となること｡ 現

段階では生産力の発展を最優先させ､ 経済

建設を中心に据えること｡

④ 社会主義の発展のためには絶えず改革

(革命) が必要であり､ 経済体制改革は社

会主義市場経済体制を確立することを目標

にすること｡ 政治体制改革は民主政治を発

展させることを目標にすること｡ また､ 社

会主義精神文明を建設すること｡

⑤ 社会主義建設では一部の地方や人々が先

に豊かになり､ 次第に多くの地方や人々を

牽引して､ ともに豊かになるので､ それを

許容し奨励すること｡

⑥ 社会主義の政治的保証として ｢四つの基

本原則｣ を守ること｡

⑦ 社会主義建設の外交においては､ 平和外

交政策を行い､ 平等互恵の立場で世界各国

と経済交流､ 科学技術協力､ 教育交流､ 文

化交流､ スポーツ交流､ 医療衛生協力など

各方面の交流を展開する｡ 即ち､ 対外開放

政策を行うこと｡

⑧ 祖国統一については､ 一つの中国を前提

にして､ 香港・マカオ・台湾に対しては資

本主義制度を維持して長期間変えないこと

を原則とする ｢一国二制度｣ を行うこと｡

さて､ このような ｢中国の特色をもつ社会主

義の理論｣ をもとに､ 江沢民報告では1990年代

における10の任務を掲げている｡ 以下に､ その

項目だけを訳すことにする｡(27)

第一は､ 社会主義市場経済体制の確立を目指し

て､ 経済改革の歩みを速める｡

第二は､ 対外開放をさらに拡大し､ 国外の資金・

資源・技術・管理経験をより多く､ よりよ

く利用する｡

第三は､ 産業構造を調整し最適化を図る｡ 農業

を大いに重視し､ 基礎工業・基礎的インフ

ラと第三次産業の発展を速める｡

第四は､ 科学技術の進歩を速め､ 教育を大いに

発展させ､ 知識人の役割を十分に発揮させ

る｡

第五は､ 各地の優勢的条件を十分に発揮し､ 地

域経済の発展を速め､ 全国の経済配置の合

理化を促進する｡

第六は､ 政治体制改革を積極的に推進し､ 社会

主義の民主と法制の建設をかなり大きく発

展させる｡

第七は､ 行政管理体制と機構の改革を進める決

心であり､ 職能を再編成し､ それらの関係

を調整し､ 人員を精鋭化して政務を簡素化

し､ 効率を高めることを確実に達成する｡

第八は､ ｢両手に力を入れて､ 両手とも緩めな

い｣ 方針を堅持し､ 社会主義の精神文明の

建設を新たな水準にまで高める｡ これは､

改革開放と犯罪摘発､ 経済建設と法秩序の

確立､ 物質文明と精神文明の建設という両

方のバランスを取るという意味である｡

第九は､ 人民の生活を絶えず改善し､ 人口増加

を厳格に抑制し､ 環境保全を強化する｡

第十は､ 軍隊の建設を強化し､ 国防力を増強し､

改革開放と経済建設の順調な進行を保障す

る｡

この十大任務の中で､ 第四の ｢科学技術の進

歩を速め､ 教育を大いに発展させ､ 知識人の役

割を十分に発揮させる｣ は本論のテーマに関連

する箇所である｡ ここでは ｢教育を優先的に発

展させるべき戦略的地位に据える｣ と述べて､

1985年に中共中央が公布した ｢教育体制改革の

決定｣において４分類された基礎教育､職業技術

教育､ 成人教育､ 普通高等教育という現行の教
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育事業に対して､ 政府の財政投入を増加すると

いう方針を示している｡ 特に､ 知識人に関して

次のように述べる｡ 以下はその箇所の訳である｡

《知識分子は労働者階級の中で科学文化知識

を比較的多く掌握している一部の人々であり､

先進的な生産力の開拓者であり､ 改革開放と

現代化建設において特に重要な作用を持って

いる｡ 広大な知識分子の才能を十分に発揮さ

せることができるか否かは､ 我が民族の盛衰

と現代化建設の進展を大きく決定する｡ 知識

分子が聡明な才知を発揮するのに有利で良好

な環境を創る努力を行い､ 社会全体に知識を

尊重し､ 人材を尊重するという良風を更に形

成しなければならない｡ 重大な政策と措置を

取る決心をして､ 知識分子の仕事・学習・生

活の条件を鋭意改善する｡ 抜群の貢献をした

知識分子を表彰し､ かつ規則正しく運営され

る奨励制度を作る｡ 我々は出国して学習した

人々が祖国の現代化建設に関心を持ち､ 支持

し､ 参加することを熱烈に歓迎する｡ 彼らの

過去の政治的態度がどうであったかは問わな

い｡ 帰国して社会主義建設に参加することを

歓迎し､ 妥当に按排し､ 出入国自由で､ 来去

に便利な政策を実行する｡ 広大な知識分子は

すでに社会主義現代化事業において巨大な貢

献を行ってきた｡ 今後も国家と人民の厚い期

待と負託に背くことなく､ 奮闘精神を振るい､

新しい貢献をするであろう｡》(江沢民の党十

四大における大会報告)

その主張は�小平が南巡講話ですでに述べた
考えを繰り返したものであるが､ この中国共産

党第14回全国代表大会において正式に全党の承

認を得たのである｡ なお､ ここで江沢民は正式

に党中央委員会総書記､ 党中央軍事委員会主席

に就任｡ さらに､ 翌1993年３月､ 第８期全国人

民代表大会において､ 国家主席と国家中央軍事

委員会主席に選任された｡ これにより江沢民を

中心とする第三世代指導グループによる政治が

開始された｡ なお､ 江沢民については毛沢東以

来､ 再び党・軍・国家の最高権限を集中させた

形となった｡ これは政治的安定を何より重視し

た�小平の意向であった｡ �小平は1994年９月
の中国共産党第14期中央委員会第4回総会 (中

共十四届四中全会) で引退が承認され､ ３年後

の1997年２月20日死去した｡(28)

４. 科教興国戦略と ｢支持留学､ 鼓励回国､ 来

去自由｣ の方針

このようにして ｢社会主義市場経済体制｣ を

確立するという国家目標が決定された｡ その目

標実現のために､ 教育事業は優先的に発展させ

るべきものと位置づけられた｡ 早速､ 1993年２

月､ 中共中央と国務院は 『中国教育改革と発展

綱要』 を発布､ 中国政府の教育事業の方針を示

した｡ その中で ｢当今の世界の政治は風の動き

のようにとりとめもなく変化しており､ 国際競

争は日増しに激烈となり､ 科学技術の発展は速

い｡ 世界の経済競争､ 総合的国力の競争とは､

実質上､ 科学技術の競争であり､ 民族の素質の

競争である｡｣ と述べ､ 21世紀の国際競争にお

いて優位に立つためには国民の素質を高め､ ま

た科学技術人材を育成することが教育事業の重

要な任務であるとしている｡ 更に､ 1995年５月

６日､ 中共中央と国務院は ｢科学技術の進歩を

加速することに関する決定｣ (関于加速科学技

術進歩的決定) を発布､ 科学技術の発展と労働

者の素質向上が経済発展をもたらすとして ｢科

教興国｣ (科学と教育による興国) の方針を打

ち出した｡

このように教育体制改革が開始されるなかで､

1993年11月11日～14日､ 中国共産党第14期中央
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委員会第３回総会 (中共十四届三中全会) にお

いて､ ｢社会主義市場経済体制の建立について

の若干の問題に関する決定｣ (関于建立社会主

義市場経済体制若干問題的決定) が採択された｡

この決定は11月７日､ 党機関紙 『人民日報』 に

掲載され､ 全国民に告示された｡

その第８章 ｢科技体制と教育体制を更に改革

する｣ (進一歩改革科技体制和教育体制)は第40

～49項目まである｡ 第40項目の冒頭には ｢科学

技術は第一の生産力である｡ 経済建設は必ず科

学技術に依拠しなければならず､ 科学技術工作

は必ず経済建設に向かわなければならない｡｣

と述べ､ ここでも科学技術の発展が経済発展に

直結する体制を作るとし､ 科学技術研究の成果

を現実の生産力に積極的に転化するという方針

を掲げている｡ この方針に則して､ 留学派遣政

策に関して第43項目に次のように述べる｡

《(43)知識を尊重し､ 人材を尊重する､ さ

らに進んで､ 人が才能を発揮でき､ 人材が輩

出するような環境と条件を創造する｡ 多種多

様な形式と方法を取って､ 大量に熟練労働者

と各種の専業人材を育成しなければならない｡

同時に､ 世界の科学技術のフロンティアとな

るような､ 21世紀の学術と技術のリーダー

(帯頭人) を作らなければならない｡ 人材育

成とその合理的な活用のために､ 労働人事と

幹部選抜の制度をワンセットにして改革しな

ければならない｡ 各種の職業の資格基準と採

用基準を制定し､ 学歴文凭と職業資格の両方

の証書制度を実行し､ 徐々に公募 (公開招聘)

と平等な競争を実行し､ 人材の合理的な流動

を促進しなければならない｡ ｢支持留学､ 鼓

励回国､ 来去自由｣ の方針を実行し､ 多種多

様な形式を取って､ 海外人材が祖国のために

奉仕するのを奨励する》(｢関于建立社会主義

市場経済体制若干問題的決定｣ より)

この第43項目の中に ｢支持留学､ 鼓励回国､

来去自由｣ という12文字の留学政策の方針が初

めて提示された｡ また､ この中で ｢多種多様な

形式を取って｣､ 在外留学者の祖国奉仕 (為国

服務) 政策 (一時帰国して国家社会に貢献する

方策) を実施するとも述べている｡

特に注目すべきは ｢来去自由｣ の方針である｡

それは軍事関係や特殊分野の専門家を除いて､

誰でも自費留学することができることになり､

学業修了後にそのまま海外に定住したり､ 移民

したりすることも個人の自由であることを認め

たものである｡ 換言すれば､ 在外留学者が帰国

したいと思うような魅力ある就業条件・生活条

件を提示しない限り､ 留学人材は中国から流出

してしまうことになるので､ 中国政府は在外留

学者の帰国を促す国内環境の整備に否応なく着

手せざるを得なくなったのである｡

第５節 新しい国家派遣政策の展開

１. 国家留学基金方式による派遣方法

｢支持留学､ 鼓励回国､ 来去自由｣ の方針に

基づき､ 国家派遣制度が改革された｡ 以下の３

点である｡

(1) 担当部署の法人化

第一に､ 国家派遣制度の業務が､ 中央政府の

国家教育委員会から法人組織の国家留学基金管

理委員会(���；��������������������������)
に移管された｡ すなわち､ 1994年７月11日､ 国

務院は ｢『中国教育改革と発展綱要』 に関する

実施意見｣ (関于 『中国教育改革和発展綱要』

的実施意見) の中で､ 非営利の法人組織である

国家留学基金管理委員会の新設を提案した｡ 国

家留学基金管理委員会が国家教育委員会の委託
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を受けて国家派遣制度における選抜・派遣・管

理の三業務を行うのである｡ 新設理由は､ 不帰

国現象で徒に国費を消耗している現状に鑑み､

国費を消耗しないように留学基金を創設して､

それまで国家教育委員会が取り扱えなかった自

費留学に対する奨学金給付や留学資金ローン制

度を開始するためであるという｡ 法人組織なら

ばそれができるのである｡

(2) 違約賠償制度の導入

第二に､ 派遣前に帰国率を上げるための措置

が講じられた｡ すなわち､ 1995年２月､ 国家教

育委員会は ｢全国出国留学人員選派工作会議｣

において､ ひとつの方案を提出した｡ ｢国家公

費留学の選抜派遣の管理方法を改革する法案｣

(改革国家公費出国留学選派管理辧法的方案)

である｡ ここで打ち出された新原則は､ ｢公開

選抜､ 平等競争､ 専家評審､ 擇優録取､ 籤約派

出､ 違約賠償｣ であった｡ 訳せば､ ｢公募によっ

て公平な競争を行い､ 専門家によって審査し､

優秀者を選考して採用､ 派遣契約に署名させ､

違反者に賠償を求める｣ というのである｡ この

法案は1995年度に江蘇省､ 吉林省で試行された

のち､ 1996年度に全国で実施されることになっ

た｡

かくして､ 1996年２月29日､ 国家教育委員会

は ｢1996年国家公費留学者の選抜派遣方法を改

革して､ 全面的に試行することに関する通知｣

(関于做好1996年国家公費出国留学人員選派辧

法改革全面試行工作的通知) を関係機関宛に発

布した｡ これには ｢1996年国家留学基金の資金

援助による留学者の選抜規則｣ (1996年国家留

学基金資助出国留学人員選抜簡章) を添付して､

新しい規則による選抜方法を告知している｡ そ

れによれば､ 派遣するのは､ 表５のように､ 高

級訪問研究者 (高級訪問学者)､ 訪問研究者(Ⅰ)､

訪問研究者(Ⅱ)の３種類に絞られた｡ 学部留学・

大学院留学を送り出さないことになったのであ

る｡ その理由は､ ｢80年代半ばから､ 国家公費

留学者の質が落ち､ 学業を修了しても期限通り

に帰国しない｣ という現象が現われたので､ 新

しい選抜方法では ｢派遣者の質を保証し､ 派遣

効果を高める｣ ことが第一目標に据えられたの

である｡ しかしながら､ その後､ ポスドク学生

派遣 (１～２年)､ 大学院博士課程派遣 (２～

３年) も加えられている｡

1996年６月､ 国家留学基金管理委員会が新設

され､ 派遣手続きは次のように変更された｡ 国

家派遣採用者には国家留学基金管理委員会が

｢出国留学資格証書｣ を交付し､ 新聞紙上に名

前を公表する｡ また､ ｢資助出国留学協議書｣

に国家留学基金管理委員会と派遣採用者が署名

する｡ 協議書において､ 派遣採用者は努力して

留学計画を完成させ期限内に帰国すること､ 違

約すれば留学費用全額と違約金を支払うことを

誓約するのである｡ この違約賠償制度によって

国家派遣の帰国率は高まった｡ 中央官庁や地方

政府等の行う機関派遣についても､ 国家派遣に

準じて違約賠償制度が導入され､ 帰国率を高め

ることに成功した｡

(3) 帰国奨励政策の実施

第三に､ 公費派遣・自費留学を問わず､ 在外

留学者のための帰国奨励政策が本格的に実施さ

れるようになった｡ 言うまでもなく､ 留学者の

不帰国防止が第一目的である｡ その具体的内容

については別稿に述べたのでここでは繰り返さ

ないが､ 中国の中央及び地方政府における高

度人材の流出対策は徐々に効果を発揮していっ

た｡(29)
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２. 在外留学者の管理問題の改善

1996年12月23日､ 国家教育委員会は ｢国家公

費留学の改革後の派遣人員の国外管理工作に関

する通知｣ (関于好国家公費留学改革后派出人

員国外管理工作的通知) および附件 ｢若干の問

題の規定 (試行)｣ (国家留学基金資助人員国外

管理若干問題的規定《試行》) を在外公館宛に

発布｡ これによれば､ 国家留学基金管理委員会

による新しい派遣方法によって1996年度に全国

で選抜試験を行い､ 1997年度から大量に派遣す

る予定になったが､ それに先立ち､ 在外留学者

の管理について以下の点を在外公館宛に通知し

たのである｡(30)

すなわち､ ①新しい方法では ｢資助出国留学

協議書｣ を作り､ 違約賠償制度を実施して､ 留

学者には３ヶ月に１度､ 在外公館に学習情況を

報告すること､ 祖国の利益を損なう活動を行わ

ないこと､ 留学先国・留学身分・留学計画を変

更しないこと､ 学習計画を完成させるよう努力

すること､ 協議規定以外の活動をしないこと､

期限を守って帰国すること､ 違約すれば経済的

責任を負うことを誓約させること｡ 在外公館に

その監督を委託すること｡ また､ ②在外公館は

上記の違約に注意すると同時に､ 受け入れ側

(大学､ 指導教員等) にも今度の新しい留学規

定を説明して､ 理解と支持を得ることであった｡

次に､ 1997年５月22日､ 国家教育委員会は

｢国家留学基金の資金援助方式で派遣した留学

者の国外管理工作の若干の問題をうまく解決す

ることに関する通知｣ (関于做好国家留学基金
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表５ 国家留学基金による留学種別の派遣条件

出所) 国家教育委員会 ｢1996年国家留学基金の資金援助による留学者の選抜規則｣

留学種類 資 格 要 件
資金援助の内容

留学期限 援助内容

高級訪問学者

○大学・研究機関や大中企業の重点学科・重点実験室・重

点科学プロジェクトの学術リーダーとその候補者等

○55歳以下の高級専門技術職務者､ 45歳以下の副高級専門

技術職務者

○学術・科学研究・技術等で相当の成果を上げた者

○教育・科学研究・管理・生産建設で突出した成績を上げ

た者

３ヶ月

半年

１年

往復国際運賃

国外生活費

学術活動補助費

訪問学者(Ⅰ)

○学科領域で研究を深め､ 一定の成果を上げた教育者・科

学技術者・管理者

○博士学位取得者あるいは高級専門技術職務者

○一般に45歳以下

１年
往復国際運賃

国外生活費

訪問学者(Ⅱ)

○実際の業務で成績を上げ､ 海外で育成する必要がある教

育者・科学技術者・管理者および珍しい言語の学習､ 地

域問題や特定の専門研究をしている者

○大学以上の学歴で､ 卒業後２年以上就業した者

○一般に45歳以下

○交換奨学金を申請し､ 政府間の交流協議と奨学金給付条

件に符合する者

１年
往復国際運賃

国外生活費



資金援助方式派出留学人員国外管理工作若干問

題的通知) を在外公館宛に発布｡ 97年５月末で

帰国率は80％であり､ まだ問題があると思われ

たからである｡ 即ち留学延期申請が多いこと､

在外公館が新しい方法に不慣れで､ 自己の責任

を重視していないこと､ ある部門が ｢違約賠償

させれば他の工作は必要ない｣ ｢留学基金管理

委員会の仕事だ｣ と口走るなど認識が不十分で

あること等である｡ そこで､ 在外公館に留学者

が違約しないように､ 留学者に学習・生活状況

を報告させて監督し､ 期限の延期申請は断固拒

否するなど､ 法律に従って対処するよう求めた

のである｡

しかしながら､ まだ十分に新しい留学政策は

軌道に乗らなかったようである｡ 1997年８月20

日､ 国家教育委員会は ｢国家留学基金の資金援

助による留学者の国外管理工作を強化すること

に関する通知｣ (関于進一歩加強国家留学基金

資助留学人員国外管理工作的通知) を在外公館

教育処 (組) 宛に発布｡ これによれば､ 1995年

度に江蘇・吉林両省で試行してから1997年６月

末までに留学基金で303人を送り出し､ 帰国率

は第１期80％､ 第２期89％であったが､ まだ十

分ではないとして､ それが100％でなかった原

因を３点指摘し､ 対応強化を指示したのである｡

①新法による留学者の違約問題とは､ 主に延

期申請を出して未だ承認されないまま期限

を越えてしまい帰国していないのが実情で

ある｡ 主に米国で発生している｡

②国外管理について､ 国家教育委員会は1996

年12月23日 ｢国家公費留学の改革後の派遣

人員の国外管理工作に関する通知｣ (関于

做好国家公費留学改革后派出人員国外管理

工作的通知) と1997年５月22日 ｢国家留学

基金の資金援助方式で派遣した留学者の国

外管理工作の若干の問題をうまく解決する

ことに関する通知｣ (関于做好国家留学基

金資金援助方式派出留学人員国外管理工作

若干問題的通知) を出したにもかかわらず､

在外公館が延期申請を拒絶できていない｡

③留学者の国内の所属機関が新しい留学政策

について理解が乏しい｡ そのために過去の

管理方法に則って､ 留学者の延期申請に同

意している｡ これが違約問題を発生させて

いる原因のひとつである､ という｡

更に､ ２年半後､ 1999年10月30日､ 教育部は

｢国家留学基金の資金援助による留学者の国外

管理工作の若干の問題に関する補充通知｣ (関

于進一歩加強国家留学基金資助留学人員国外管

理工作若干問題的補充通知) を在外公館教育処

(組) 宛に発布｡ これによれば､ 新しい方法で

1999年６月末までに2,300人を送り出した中で､

期限を守って帰国した者は2,140人であった｡

帰国率は90％以上になった｡ しかし､ これに満

足することなく､ 在外公館教育処 (組) が提起

した問題について幾つかの対策規定を補充し､

帰国率を更に高めようというのである｡ 以下は､

規定部分の全訳である｡(31)

《一. 国家公費留学者の研修報告制度につい

て｡ 近年の実践と各在外公館の工作が十分に

説明しているように､ ���留学者の学習・
研修報告制度は､ 留学者の国外管理を強め､

定期的に留学者の国外留学の進捗と研究成果

を検査し､ 国内外の緊密な接続とトレース管

理を保障する有効な措置である｡ 今までの経

験と在外公館の建議を基に､ 手続きを簡略化

し､ 工作効率を高めるため､ 以下のように関

連規定を明確にした｡

１. 普通の訪問研究者の《���出国留学人
員学習／研修情況報告表》は毎季１回報告

し､ 半年毎に指導教員或いは共同研究者が
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署名しなければならない｡ 高級訪問研究者

の研修報告表は指導教員或いは共同研究者

の署名を免ずるが､ 毎季､ 規定によって研

修報告表は提出する｡

２. 国内において留学者の情報を掌握し､ 照

合するのに便利なように､ 各在外公館は毎

季､ 適宜に《国家公費出国留学人員報送���学習／研修情況報告信息統計表》を国
家留学基金管理委員会に送ってほしい｡ 留

学者が毎季提出する《���出国留学人員
学習／研修情況報告表》の原本は各在外公

館に置き､ 国家留学基金管理委員会に送る

必要はない｡

３. 研修報告制度は､ 留学者の国外生活費

(包干費) の支給と厳格にリンクさせなけ

ればならない｡ 期限通りに研修報告を提出

しない者には批判して教育し (批評教育)､

教育した後､ 期限通りに研修報告を提出し

ないことが累計２回を越えた者は､ 国外生

活費を停止しなければならない｡ 内容が空

虚で､ うわべをごまかして間に合わせたよ

うな研修報告については､ 厳しくチェック

し､ 不合格であれば留学者にもう一度書か

せなければならない｡ 教育と催促の後も､

報告を提出しない者は国外生活費を停止し

てよい｡

４. 交換奨学生や外国奨学金を受けている留

学者には､ 厳格に要求して管理し､ 日常的

連絡と監督を強め､ 彼らが必ず我が公費留

学の管理規定を遵守するよう教育しなけれ

ばならない｡ 期限を守らない､ あるいは研

修報告を提出しない留学者には批判して教

育すると同時に､ 適宜に奨学金を援助して

いる先方と連絡を取り､ 我が関連規定を知

らせ､ 必要なときには先方に奨学金を停止

するよう､ 甚だしくは奨学生の資格を取り

消すよう協力を請う｡

二. 一部の留学者が時間を切り詰めて学習せ

ず､ 主な精力を旅行と観光に使い､ 甚だしき

は学業と無関係なアルバイトを行い､ 留学成

績や留学効果に直接影響する場合､ 教育処

(組)は事実調査を経て､ 批判し教育するが､

情況がひどい者は厳粛に処理し､ 国外生活費

を停止しなければならない｡

各在外公館教育処(組)は留学者に対する組

織紀律の教育を強化し､ 在外留学者の自己管

理と自己防備意識を高めなければならない｡

社会治安の悪い国にある在外公館教育処(組)

はその国の情況に即応して､ 留学者の安全に

対する防備教育を強化し､ 患事を未然に防が

なければならない｡

三. 留学期限の延長申請の問題について｡ 留

学者が期限通りに帰国する制度をさらに厳格

にし､ ｢欠陥を残さず (不留�口)｣ という管
理原則を堅持し､ 留学者やその指導教員との

連絡を強化する｡ 日常的に連絡を取るなかで､

もし期限通りに帰国できない傾向を発見した

ならば､ まず正面から指導し､ 留学者に主体

的に学習計画を調整させなければならない｡

延期を申請すれば､ まず法律を教え､ 国家留

学基金管理委員会は厳格に法を執行すること

を明らかにし､ 違約の結果を強調し､ 利益と

弊害を示す｡

四. 期限を早めて帰国する問題について｡ 既

に留学計画を完成し､《資助出国留学協議書》

で約束した留学義務を履行し､ １～３か月ほ

ど期限を早めて帰国することを申請する場合､

在外公館は受理し審査して国家留学基金管理

委員会に報告する｡ ３ヶ月以上 (３ヶ月を含

まず) 期限を早めて帰国することを申請する

場合､ 在外公館が国家留学基金管理委員会に

報告し､ 委員会が審議する｡ 身体が不調なた

中国の市場経済期における公費派遣政策の考察 25



め期限を早めて帰国する者は､ 病院の証明を

提出しなければならない｡ 国内での業務のた

めに期限を早めて帰国する者は､ 国内の就業

機関が申請を提出しなければならない｡ 期限

を早めて帰国する公費留学者の国外生活費に

ついては､ ｢公費留学者の経費支出規定 (公

費出国留学人員経費開支規定)｣ に照らして

支給する｡ 政府交換奨学金を受けている留学

者の留学期限は厳格に先方の資金援助期限を

基準としているので､ 12ヶ月を切る場合､ 生

活費は支給されない｡

税関(海関総署)は､ 留学期間が１年に満た

ない留学者に対しては､ 国産車の免税基準を

当てはめて検査し通過させることはない｡

五. 違約した留学者の教育工作を注意して行

い､ 国家の ｢支持留学､ 鼓励回国､ 来去自由｣

の留学政策と国家公費留学の関連政策規定を

宣伝する｡ 留学者が違約責任を負い､ 国家留

学基金費用を賠償し､ 国家留学基金管理委員

会と署名して結んだ協議の義務を履行すれば､

一般の在外留学者と同等に取り扱うべきであ

る｡ 国家は彼らが随時帰国して就業し､ ある

いは各種の方式で短期帰国して祖国奉仕する

ことを歓迎する｡

国家留学基金管理委員会と在外公館教育処

(組)は留学者の国内就業機関と連絡を強め､

元の機関は追跡管理の職能を発揮し､ 同時に

留学者の帰国後における各工作をしっかり行

わなければならない｡

六. 国家留学基金管理委員会は国家公費留学

工作の改革をさらに深め､ 厳格に選抜派遣の

質をチェックし､ 派遣者の政治と業務の素質

を保証するよう努める｡ 同時に､ 在外公館教

育処(組)には適宜に選抜派遣工作を改善する

意見や建議を提出するようお願いする｡

七. 本通知の発布後､ 既存の規定が本通知と

抵触するならば､ 本規定を基準としなければ

ならない｡》(｢関于進一歩加強国家留学基金

資助留学人員国外管理工作若干問題的補充通

知｣)

この補充規定を見ると､ 違約行為には厳しく

対処する姿勢が伝わってくる｡ 例えば､ 国家派

遣留学者が学習・研修の報告義務を怠れば､ 国

家留学基金からの奨学金をすぐに停止するだけ

ではなく､ 外国から受けている奨学金も停止さ

せるというのである｡

このような細かな注意努力を重ねた結果､ 国

家留学基金による国家派遣留学者の帰国率は更

に高まった｡ 2006年５月30日付 『人民日報 (海

外版)』 によれば､ 1996年から2005年末までの

10年間に国家留学基金管理委員会による国家派

遣留学者は22,031人､ その中の帰国者は18,098

人となり､ 帰国率は2005年に98％に到達したの

である｡(32)

以上が先進諸国との人材争奪戦という厳しい

情況に立たされた発展途上国・中国の対応策で

あった｡ 他の多くの発展途上国では留学者が帰

国せず､ 深刻な頭脳流出問題を抱えているが､

中国の対応は頭脳還流のモデルケースと言える

だろう｡ 但し､ 自費留学についてはまだ十分に

統御できているとは言えない｡

３. 第11次５カ年計画期間における国家派遣プ

ロジェクト

2006年度から第11次５ヵ年計画が開始された｡

この計画期間内に､ 以下のような国家派遣プロ

ジェクトが行われる｡

(1) 2020年までの科学技術発展計画

2005年12月20日､ 国務院は ｢国家中長期科学

と技術発展計画綱要 (2006－2020年)｣ (国家中
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長期科学和技術発展規�綱要〈2006－2020年〉)
を発布した｡ 以下､ ｢05年綱要｣ と略すが､ そ

の序言には次のように述べられている｡

｢新中国成立50余年来､ 数世代の人々が甚だ

しく艱苦し奮闘を続けて､ 我国の科学技術事業

は人を鼓舞するような巨大な成就を成し遂げた｡

“両弾一星”､ 有人宇宙飛行､ 水稲の品種改良

(雑交水稲)､ 沖積土からのオイル生成理論と応

用､ 高性能コンピュータなどが示すように重要

な科学技術の成果を上げ､ 我国の総合国力を大

いに増強し､ 我国の国際的地位を高め､ 我々の

民族精神を振起してきた｡ 同時に､ 先進国と比

べて､ 我国の科学技術の全体的水準はまだ大き

な格差があることも認識しなければならない｡

主に次の点に現われている｡ すなわち､ 鍵とな

る技術の自給率が低い､ 発明特許数が少ない｡：

ある地域､ 特に中西部の農村では技術水準が遅

れている｡：科学研究の質が十分に高いとは言

えず､ 優秀な抜群の人材が欠乏している｡：同

時に､ 科学技術への財政投入が不足し､ 体制・

制度には多くの短所が存在する｡ 目下､ 我国は

経済大国であるが､ 経済強国ではない｡ 根本の

原因は創新能力の薄弱にある｡｣ と｡

かくして､ 2020年までに様々な分野における

重要な科学技術研究に大いに財政投入し､ 科学

技術体制の改善や科学人材の育成を行うという

のである｡

(2) 海外の大学院博士課程への国家派遣プロ

ジェクト

この ｢05年綱要｣ の方針に従って､ 2007年１

月25日､ 教育部は財政部の協力を得て ｢国家の

建設する高水準大学からの大学院国家派遣プロ

グラム｣ (国家建設高水平大学公派研究生項目)

を開始した｡ まず､ 高水準大学である ｢985工

程の大学｣ (北京大学､ 清華大学など49校) 及

び ｢211工程の大学｣ (８校を選出) が､ 高水準

の大学教員を育成する目的で2007年から2011年

までの５年間に毎年5,000人 (総数25,000人)

を海外の大学の博士課程に直接派遣する計画で

ある｡

このプログラムには２つの派遣類型―学位取

得博士学生 (攻読博士生) と共同養成博士学生

(聯合培養博士生) ―がある｡ 両方とも個人が

申請し､ 大学が推薦し､ 専門家が審査して選抜

するという方式である｡ 前者の応募資格は､ 本

科卒業生あるいは修士課程の在籍学生又は博士

課程１年生であり､ その際､ 外国の大学の入学

許可書を提出しなければならない｡ 留学期限は

36ヵ月から48ヵ月である｡ 後者の応募資格は博

士課程の在籍学生であり､ 外国の大学で課題研

究を行うもので､ 外国の大学の研究指導者の招

聘状と研修計画を提出しなければならない｡ 留

学期限は６ヶ月から２年間まである｡ 両方とも

奨学金は１ヵ月当たり1,000ドル (往復国際旅

費を別途支給) である｡ この両派遣はそれぞれ

2,500人を予定している｡

派遣領域は､ ①エネルギー､ 資源､ 環境､ 農

業､ 製造技術､ 情報などの ｢鍵となる領域｣､

②生命､ 空間､ 海洋､ ナノテクノロジー､ 新材

料など ｢戦略的領域｣､ ③人文・応用社会科学

である｡ 実際の派遣実績は､ 実施２年にして表

６の通りである｡ これまでのところ､ 共同養成

博士学生 (聯合培養博士生) の派遣人数が比較

的多い｡

ところで､ このプログラムは外国の大学の協

力を得なければならないが､ その協力大学を更

に増やすために国家留学基金管理委員会は､ 世

界各国の大学に個別に打診している｡ これまで

のところ､ ハーバード大学､ エール大学､ ミシ

ガン大学､ カリフォルニア大学､ オックスフォー

ド大学､ ケンブリッジ大学､ 日本では早稲田大
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学､ その他カナダ・オーストラリア・フランス

等々の有名大学と協定を締結した｡(33)

この２年間で約8,000人がこのプログラムで

留学しているが､ 今後５年で外国滞在者数は20,

000人に達する｡ 大多数が一人っ子で､ 生活経

験が乏しく､ 安全の問題 (交通事故､ 溺死など)

が憂慮されている｡ 在外管理政策が今後も拡充

されていくだろう｡

(3) ｢創新型国家｣ 建設のための国家派遣留

学辧法

2006年１月９日､ 国家主席・胡錦涛は全国科

技大会において､ ｢中国の特色ある自主創新の

道を行くことを堅持し､ 創新型国家を建設する

ために努力奮闘しよう｣ (堅持走中国特色自主

創新道路､ 為建設創新型国家而努力奮闘) とい

う講話を行った｡ その中で､ 中国は2020年まで

に ｢創新型国家｣ にならなければならないと述

べた｡(34)

その２ヵ月後､ 2006年３月､ 第10期全国人民

代表大会第４次会議において､ ｢中華人民共和

国国民経済と社会発展の第11次５ヵ年計画綱要｣

(中華人民共和国国民経済和社会発展第十一个

五年規�綱要) を採択｡ ここで ｢創新型国家｣
建設が正式に標榜されることになった｡ ｢創新｣

とは､ ｢イノベーション｣ (����������) の中国
語訳である｡ すなわち､ 中国が自ら発明・発見

する創造的な科学技術力を持った国家になるこ

とを目標としたのである｡ 先進諸国から既成の

ものを借用することに甘んじていては､ いつま

でも先進諸国に追いつくことはできない｡ 多く

の開発途上国が全く同じ課題を抱えているが､

中国はこの課題に挑戦することを宣言したと言

えるだろう｡

この方針に従って､ 国家派遣政策も様相を新

たにすることになった｡ かくして2008年２月５

日､ ｢国家派遣留学辧法｣ (国家公派出国留学選

派辧法) が発布された｡ 以下､ ｢08年留学辧法｣

と略すが､ その全訳である｡

《｢中華人民共和国国民経済と社会発展の第11

次５ヵ年計画綱要｣ 及び ｢国家中長期科学と

技術発展計画綱要 (2006－2020年)｣ を貫徹

し､ 創新型国家の建設を促進し､ 国家公費留

学工作を規範化するために､ 本辧法を制定す

る｡

一. 派遣類別と留学期限

１. 博士課程学生 (国外で博士学位を目指す)：

留学期限は36～48ヶ月

２. 共同育成博士課程学生 (博士在学中に国

外で課題研究に従事)：留学期限は６～24

ヶ月

３. 修士課程学生 (国外で修士学位を目指す)：

留学期限は12～24ヶ月

４. 高級研究学者：留学期限は３～６ヶ月

５. 訪問研究者 (ポスドク研究を含む)：留

学期限は３～12ヶ月

二. 優先的に資金援助する学科や専門領域

エネルギー､ 資源､ 環境､ 農業､ 製造技

術､ 情報などの ｢鍵となる領域｣ および生

命､ 宇宙 (空間)､ 海洋､ ナノテクノロジー､

新材料など ｢戦略的領域｣ および人文・応

用社会科学を優先的に支持する｡

三. 申請の条件

(1) 申請者について
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表６ 博士学生の国家派遣プログラムの実績(人)

年度
学位取得博士学生
(攻読博士生)

共同養成博士学生
(聯合培養博士生)

計

2007
2008

403
1,303

3,549
2,753

3,952
4,056

計 1,706 6,302 8,008

出所) 『神州学人』 10月号､ 2008年､ ６･７頁



大学・企業事業単位・行政機関・科学研

究機関の正規職員と優秀な在籍学生で､ 下

記条件に符合すれば､ 本辧法によって申請

できる｡

１. 祖国を愛し､ 社会主義を愛し､ 良好な政

治資質と業務素質をもち､ 仕事や学習で群

を抜いており､ 学業修了後には帰国して祖

国建設のために奉仕する｡

２. 良好な専門領域の基礎力と発展する潜在

力をもち､ 外国語の水準が ｢国家留学基金

資助出国留学外語条件｣ の規定に到達して

いる｡

３. 心身ともに健康である｡

４. 奨学金プログラムの選抜規定に符合する｡

かつて国家留学基金資助を受けたことの

ある留学者は､ 帰国後､ 一般に５年就業す

れば､ 再度申請できる｡ 国家出国留学基金

の資金援助の範囲に､ 境内の者 (香港・マ

カオ・台湾) や国外で学習したり仕事をし

たりしている者は暫時含まない｡

(2) 申請類別と要求について

１. 博士課程学生：申請時の年齢は35歳を超

えないこと｡ 修士学位を有するか､ 優秀な

博士課程１年生か､ あるいは修士課程卒業

見込みの優秀な学生でなければならない｡

申請時に国外の教育機関の入学許可書を提

出すること｡

２. 共同育成博士課程学生：申請者は優秀な

博士課程１年或いは２年生で､ 申請時の年

齢は35歳を超えないこと｡ 申請時に､ 国外

教育機関による正規の招請状および国内外

の指導教員が共同で制定した研修計画を提

出すること｡

３. 修士課程学生：申請時の年齢は30歳を超

えないこと｡ 学士学位を有するか､ 優秀な

本科卒業見込みの学生でなければならない｡

申請時に国外の教育機関の入学許可書を提

出すること｡

４. 訪問研究者(ポスドク研究を含む)：申請

時の年齢は50歳を超えないこと｡ 大学・企

業事業単位・行政機関・科学研究機関の正

規職員であること｡ 本科卒業後に一般に５

年以上の就業経歴があること､ 修士課程修

了後に一般に２年以上の就業経歴があるこ

と｡ 博士課程を修了した申請者については

就業年限の要求はない｡

ポスドク研究の申請者は､ 大学或いは科

学研究機関の博士学位を有し､ 具体的に教

育や科学研究に従事している優秀な在職青

年教員や科学研究員であること｡ 申請時､

博士課程修了から３年以内であり､ 年齢は

40歳を超えないこと｡

５. 高級研究学者：申請時の年齢は55歳を超

えないこと｡ 訪問研究者の申請条件に符合

する以外に､ 以下の条件の一つを有してい

なければならない｡

(1) 国家重点実験室､ 教育部重点実験室､

国家工程 (技術) 研究センターの中堅｡

(2) ｢長江学者｣ 特別招聘教授或いは教育

部が当年支持することが確定した創新団

体の中の中堅､ あるいは ｢新世紀優秀人

材計画｣ に選ばれた者及びその他の国家

級の人材計画に選ばれた者｡

(3) 教育部が承認する国家重点学科の学術

リーダー｡

(4) 中央政府官庁､ 地方政府の行政管理部

門､ 大中型国有企業の高級行政管理人員｡

その中の教育・科学研究者は教授や博士

課程指導資格を有する教員 (博士導師)

でなければならない｡ 中央政府の官庁､

地方政府の行政管理部門の管理者は副司

局 (副司局を含む) 以上の行政職に就い
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ていること｡ 大中型国有企業の高級行政

管理人員は副司局 (副司局を含む) 以上

の行政職に相当すること｡

四. 選抜方法

(1) ｢公開選抜､ 平等競争､ 専家評審､ 擇

優録取､ 籤約派出､ 違約賠償｣ (公募に

よって公平な競争を行い､ 専門家によっ

て審査し､ 優秀者を選考して採用､ 派遣

契約に署名させ､ 違反者に賠償を求める)

の方式で選抜する｡ 申請条件に符合する

中国公民は､ 均しく規定の手順に則って

申請できる｡

(2) 申請時期：一般に毎年２月20日～３月

20日｡

(3) 申請方法：ウエブ上で申し込む方式を

取る｡ 申請者は国家留学基金管理委員会

のウエブ上の申込みサイトに登録して申

し込む｡ かつ規定に則って申請資料を提

出する｡

(4) 具体的な選抜方法は ｢国家留学基金資

助出国留学選抜簡章｣ の規定によって執

行する｡

五. 資金援助の内容

一般に往復国際旅費と海外期間の奨学金

と生活費とする｡ 具体的な援助項目と基準

は採用時に確定する｡

六. 採用

博士・修士課程学生と共同育成博士課程

学生の採用結果は毎年５月に公布する｡ 高

級研究学者と訪問研究者 (ポスドク研究を

含む) の採用結果は毎年７月に公布する｡

採用通知は申請者の所属機関に発送する｡

七. 派遣と管理

留学者は派遣される前に､ 国家留学基金

管理委員会と ｢資助出国留学協議書｣ に署

名し､ 公証や保証金保存等の手続きを行う｡

派遣後､ 国家留学基金による派遣留学者に

関する規定および ｢資助出国留学協議書｣

の約定を遵守しなければならない｡

留学期間､ 留学者は自覚して在外公館の

教育処 (組) の管理を受け､ 派遣機関は真

剣に措置を講じて､ 留学者の在外管理と帰

国奉仕工作を強化しなければならない｡》

(2008年２月５日 ｢国家公派出国留学選派

辧法｣)

この ｢08年留学辧法｣ を見ると､ 国家派遣す

る対象が修士学位や博士学位の取得を目指すも

のから､ ある程度業績のある訪問研究者や55歳

以下の高級研究学者まで広げられたこと､ また

特徴的なのは奨学金を優先的に給付する研究分

野を明示したことである｡ すなわち､ 自然科学

分野のエネルギー､ 資源､ 環境､ 農業､ 製造､

情報などの ｢鍵となる領域｣ および生命､ 宇宙

(空間)､ 海洋､ ナノテクノロジー､ 新材料など

｢５つの戦略的領域｣ に重点が置かれた｡ 人文・

社会科学は一応給付対象となっているが､ 恐ら

く採用数は少ないであろう｡ つまり､ 国家派遣

は最先端の科学技術分野に絞られたのである｡

2007年度に第１期を派遣した ｢国家の建設する

高水準大学からの大学院国家派遣プログラム｣

(国家建設高水平大学公派研究生項目) はこの

方針に沿ったものであった｡

４. 国家派遣制度の実績

(1) 送り出し実績

1996年以降､ 国家留学基金管理委員会による

国家派遣制度の運営が行われた｡ 国家派遣は主

として研究者を６ヶ月から長くて２年間留学さ

せるものであり､ すでに国内で高い評価を得て

いる研究経験の豊富な人物を選抜するので､ よ

り高い留学成果が期待できた｡ しかし､ 不帰国
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による ｢人材流出｣ が一時危惧されたが､ 国家

留学基金管理委員会の厳しい対応策で帰国率は

一気に高まった｡ そのことが安心して派遣枠を

拡大できた最大要因であると思われる｡ 表７の

通り､ 国家派遣人数は安定的に年々増加されて

いった｡ 他方､ 中央官庁・地方政府等が行う機

関派遣においても違約賠償制度が導入されて帰

国率が高まり､ 派遣規模は国家派遣を越えるよ

うになった｡

国家派遣留学者の専攻学科の比率は､ 表８の

ように過去13年間､ ほとんど変わっていない｡

毎年､ 工科が約30％を占めて最も多い｡ 次いで､

文科約23％､ 医科約15％､ 理科約13％､ 農科約

10％の順である｡ 2008年度を見れば､ 文科系

(文科・経営管理) の約33％に対して､ 理科系

(理科､ 工科､ 医科､ 農科) は67％を占めてい

る｡(35)

表９は､ 2003年現在の大学専任教員の中で大

学院の学歴を有する者 (修士・博士課程修了者)

の比率を示している｡ 北京・天津・上海という

大都市 (高学歴社会) の大学において約50％を

占め､ 東部・中部地区の大学で約30％､ 西部地

区の大学では約20％であり､ 地域格差が見られ

る｡ 例えば､ 米国・日本など先進国の大学に比

べるとその格差は明らかである｡ 近年､ 国内の

大学院が拡充されてきたとはいえ､ やはり改革

開放後ずっと拡大されてきた国家派遣・機関派

遣が大学専任教員の中で大学院の学歴を有する

者の比率をかなり引き上げたと言えるであろう｡

なお､ 大学は ｢教職工｣ (教員・事務職員・労

働者) で運営されているが､ 恐らく教員以外の

者の学歴も向上していると思われる｡(36)

(2) 国家派遣奨学金の標準額

国家派遣の奨学金額については､ 受け入れ国

としても彼らの留学生活の経済的基盤の実状を

把握するために承知しておきたいものである｡

留学中において､ 大学が安価な宿舎を提供する
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表７ 1990～2008年の市場経済発達下の留学資金別送り出し実績

出所) 各年度 『中国教育年鑑』 より作成｡ 年鑑に記載のない部分もあり､ 現在不明である｡

年度 国家派遣(人) 機関派遣(人) 自費留学(万人) 計(万人)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2,244
2,495
2,574
－
1,962
1,616
1,905
2,110
2,639
2,661
2,808
3,495
3,500
3,003
3,556
3,979
5,580
8,853
11,400

5,403
－
－
－
363
－
5,400
5,580
3,540
3,204
3,888
4,426
4,500
5,149
6,882
8,078
7,542
6,957
6,800

－
－
－
－
1.26
－
1.36
1.47
1.14
1.79
3.23
7.60
11.7
10.91
10.43
10.65
12.1
12.9
16.16

0.29
0.29
0.65
1.07
1.49
2.04
2.09
2.24
1.76
2.37
3.89
8.39
12.5
11.73
11.47
11.8
13.4
14.5
17.98



必要性､ 授業料減免の必要性､ アルバイトの必

要性などを考える材料となるものである｡

教育部は1992年 『国家派遣留学者の学習・生

活費用の情況資料』 (国家公費留学人員学習生

活費用情況匯編) を発刊した｡ 国別の奨学金標

準額を決定したものであるが､ その後､ 各国の

情況変化に合わせて数年ごとに金額を調整して

いる｡(37)

①奨学金標準額とは､ 毎月､ 国家派遣留学者

に支給される学習・生活の費用であり､ そ

れには家賃､ 食費､ 交通費､ 電話料､ 医療

費と医療保険､ 交際費､ 小遣い (零用費)､

書籍・資料の購入費や複写費､ 引越し費

(生活安置費) などが含まれるものとして

いる｡ この奨学金以外に､ 各国の在外公館

までの往復交通費､ 休暇や学業終了後の帰

国のための国際運賃を実費で支給している｡

②この他に､ ｢艱難辛苦地区のための補助費｣

(艱苦地区補填費) があった｡ これは上述

の1992年 『情況資料』 において規定された

もので､ 派遣先地域が高原であったり､ 疾

病が多かったり､ 高温であったりする場合

に支給されるものである｡ この補助費はも

ともと在外公館職員に支払われていたのに

合わせたものであった｡

だが､ 1994年以後､ 在外公館では給与制

度を改革し､ ｢艱難辛苦地区のための補助

費｣ を廃止､ 代わって各地の苦労の程度や

物価の高低を考慮して支給される ｢手当て

制度｣ (津貼制度) を採用した｡ これに合

わせて､ 国家派遣でも同様の措置を取り､

従来の補助費を廃止して､ 特殊補助として

奨学金標準額の中に含めることになった｡

③更に､ 中国政府と各国政府との協定によっ

て各国政府から奨学金を支給された国家派

遣留学者に関しては､ その個人が奨学金全

額を受給できるものと規定し､ かつ別途に
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表８ 1996～2008年国家派遣留学者の学科比率

出所) 原資料は国家留学基金委員会秘書処

年度 文 科 経営管理 理 科 工 科 医 科 農 科

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

20.7
18.9
20.1
17.6
19.4
18.3
23.9
22.1
21.8
23.0
23.2
22.9
23.4

9.4
9.5
10.4
9.0
9.2
9.9
12.8
9.7
9.0
10.2
10.2
9.1
9.9

13.1
14.5
10.3
13.0
12.4
12.9
11.0
13.2
13.0
12.8
12.8
13.0
12.9

33.8
30.8
33.9
33.8
31.9
28.8
30.5
30.0
31.0
29.0
29.3
30.0
28.8

13.7
14.5
15.2
17.7
16.9
15.4
14.0
15.0
15.2
14.8
14.7
15.3
15.4

9.3
11.8
10.1
8.9
10.2
9.6
7.8
10.0
10.0
10.2
9.8
9.7
9.8

表９ 2003年現在の地区別の大学教員の学歴水準

地 区
大学専任教員の中で大
学院の学歴を有する者
の比率

北京・天津・上海
東部地区
中部地区
西部地区

49.2％
32.6％
27.3％
21.6％

出所) 閔維方主編 (2006)｡



奨学金補助を支給している｡

以上のような奨学金制度に基づいて､ 各国ご

とに支給額が決められている｡ 表10は､ 1999年

度時点での派遣の多い国家の例である｡ この種

の資料は入手困難なので､ やや古い数字である｡

なお､ 西側諸国には学部生は国家派遣していな

いので記載されていない｡

第６節 留学政策の評価研究

１. 留学政策研究の推進

(1) 全国出国留学工作研究会の設立

1989年６月の天安門事件の影響で人材流出が

生じた｡ 現行の留学政策にはどのような問題が

あるのか､ どのように改善すべきか､ 外国の留

学政策はどのように変化しているのか等を研究

しなければならない必要性が高まった｡ こうし

て1991年９月３日､ ｢全国出国留学工作研究会｣

が天津の南開大学の大会において設立された｡

設立大会には約80の大学､ 23の省・市・自治区

の出国留学工作機関､ 30余の中央官庁関係者､

中国科学院や留学服務センターの関係者が出席

した｡ ｢全国出国留学工作研究会｣ の正式名称

は､ ｢中国高等教育学会出国留学工作研究専業

委員会｣ である｡ 中国高等教育学会の下部組織

である｡(38)

構成員は､ 全国各地の省庁､ 大学等の留学関

係部門である｡ 発足当時､ 約100の団体会員が

加入した｡ その中には既に活動していた２つの

支部研究会 (分会) があった｡ ｢中央国家機関

出国留学工作研究会｣ と ｢北京高等学校出国留

学工作研究会｣ である｡ ｢中央国家機関｣ とは

中央官庁とその所属の研究機関や中国留学服務

センターなどの外郭団体を指す｡ また ｢北京高

等学校｣ とは北京の高等教育機関の意味である｡

すなわち､ 中央官庁関係の人々の小規模な研究

会と北京の高等教育機関の留学関係部門の人々

による大規模な研究会という既存の２つの支部

研究会を基礎として､ さらに地方政府の留学関

係部門､ 全国の大学や研究機関等の留学関係機

関が加入して全国的な団体として発足したので

ある｡

発足から１年後､ 1992年度に団体会員は約

400団体に増えた｡ 支部研究会も更に５つ増え

た｡ 成立順に､ ｢四川省高等学校出国留学工作

研究会｣､ ｢中国科学院出国留学工作研究会｣､

｢山東省高等学校出国留学工作研究会｣､ ｢天津

市出国留学工作研究会｣､ ｢湖北省高等学校出国

留学工作研究会｣ である｡ 1995年１月の総会報

告によると､ ｢江蘇省高等学校出国留学工作研

究会｣ も成立した｡

この1995年には団体会員は約450団体となり､

また全部で８つの支部研究会を擁する大組織に

なった｡ 支部研究会は専門職務別ではなく､ 省・
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表10 国家派遣奨学金の標準月額 (1999年現在)

出所) 教育部財務司編(1999)｡ 米国・イギリスでは物価の地域差を考慮して地区別に支給額を決定している｡

米 国
(ドル)

日 本
(円)

イギリス
(ポンド)

フランス
(フラン)

ロ シ ア
(米ドル)

高級訪問学者 800～900 125,000 400～450 5,200 400

進 修 生 700～800 105,000 410～360 4,300 360

大 学 院 生 600～700 90,000 410～360 3,800 350

学 部 生 ― ― ― ― 320



直轄市という行政地区別もしくは中国科学院の

ような研究機構別に組織されている｡

2001年の総会報告でも､ その構成員は全く変

わらず､ 団体会員約450団体､ 支部研究会８つ

であった｡ すなわち､ 全国出国留学工作研究会

の輪郭は､ 成立４年目の1995年の段階で､ すで

に出来上がったのである｡ 中央政府の支持があ

るので､ 中国では組織の創設は極めて早い｡

(2) 全国出国留学工作研究会の活動状況

全国出国留学工作研究会 (2004年 ｢中国高等

教育学会出国留学教育管理分会｣ と改称) の活

動は年々盛んになっている｡ 列挙すれば､ 次の

ようなものがある｡

①全国総会 (年会) は２年に１回､ 開催され

る｡ 総会では､ 執行部である理事会を代表

して理事長の事業報告がなされる｡ 1993年

から95年､ 97年､ 99年総会では楊家慶氏､

また2001年総会では閻維方氏 (北京大学)

が行っている｡(39)

②支部研究会 (各会が年３～４回) では研究

大会を開催している｡ 支部研究会では海外

視察を組織したところもある｡ 研究会の重

要な使命の一つは中央政府の政策のために

時宜を得た意見､ 建議を行うことである｡

政府も研究会のそういう研究に基づく意見・

建議を重視しており､ 総会や支部研究会に

は必ず官吏を派遣して､ 現場の担当者や研

究者と対面しての交流を促進している｡

③政府の新しい政策が発布されるときに､ そ

の背景や思想について政府関係者を講師と

して解説してもらう研究会を開催する｡

④1992年から会誌として 『出国留学工作研究』

(年３冊) を発刊している｡ 全国で唯一の

出国留学に関する専門誌である｡ 発行経費

は北京市､ 中央科学院の支部研究会､ 教育

部留学服務センターなどの支援を受けてい

る｡ 1995､ 97､ 99年に優秀論文あわせて約

50篇を表彰した｡ 執筆者は研究者だけでは

ない｡ 担当の事務職員も多数の論考を載せ

ている｡ 同研究会の設立10周年には､ 『全

国出国留学工作研究会成立十周年紀念文集』

(北京大学出版社､ 2001年) を発行した｡

ここには70数篇の良質の論文が掲載されて

いる｡

⑤中央政府が発布前の規定や通知について､

意見を求めてくることがあり､ 研究会の代

表が意見を具申している｡

⑥中央政府の調査研究に協力する｡ 例えば､

1995年に中央教育科学研究所 (教育部附属)

と連名で､ ｢中国留学生帰国状況アンケー

ト調査｣ を行ったこともある｡

(3) 中国の留学政策研究の特徴

『全国出国留学工作研究会成立十周年紀念文

集』 をみると､ 留学政策研究､ 留学事業の実践

と改革､ 留学制度の構築､ 留学効果の評価研究､

在外留学生の意識調査などが報告されている｡

そこでは大学の研究者や留学関係部門の事務職

員が実質的に活動し､ 留学政策・海外留学問題

を学術的かつ実践的に論じている｡ 彼らの論文・

報告等は中国の研究動向を知るうえで重要な文

献と言える｡ 理事長の総会報告では､ こうした

研究報告が政府の留学政策に少なからず影響を

与えたと自負が述べられている｡ すなわち､ 政

策立案者である政府部門と政策実行者である大

学等の機関が､ この研究会を通して意見交換を

しているのである｡ これは中国の特徴といえる

であろう｡

このような中国の国家主導の留学政策研究の

推進方法と日本の公益法人・学会主導の現状を

比較すれば､ 次のようなことが言えるだろう｡
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①中国の論文集では現場の留学交流担当者が

執筆しているものが多いのに比べて､ 日本

では担当者である事務職員が論文・報告等

を公的な場において執筆することが極めて

少なく､ その機会もあまり与えられていな

い｡ 文部省 (現文部科学省) の外郭団体で

ある(財)日本国際教育協会 (現在は (独)

日本学生支援機構) 編集の月刊誌 『留学交

流』 が事務職員に現場の経験を執筆する機

会を与えているが､ 執筆数はやはり少ない｡

全国出国留学工作研究会の会誌 『出国留学

工作研究』 は1992年創刊以来､ 10年間で論

文・報告・資料等で約800篇を掲載してい

る｡ 中国の留学交流担当者たちは､ 現場を

分析し記述することで､ 政府の留学政策に

少なからず影響を与えてきたのである｡

②日本の留学生教育の学術研究と実践的な経

験交流の状況は次のようになっている｡ 異

文化間教育学会､ 日本比較教育学会､ 多文

化間精神医学会､ 異文化コミュニケーショ

ン学会､ 日本語教育学会､ 留学生教育学会

があり､ それぞれの学問分野からのアプロー

チにより学術的な留学生教育研究がなされ

ている｡ また､ 学会ではないが､ 大学の留

学生担当教員の集まりである国立大学留学

生指導研究協議会が結成され､ 研究誌 『留

学生交流・指導研究』 を発行している｡

他方､ 実践的な経験交流は､ 文部省 (現文部

科学省) の指示で各都道府県別に大学・行政・

民間団体により構成される留学生交流推進協議

会において､ 各地域で職員研修や特徴ある支援

活動を行っている｡ だが､ 県境を越えた横のつ

ながりはほとんどなく､ 留学政策に対して提案

するなど政府に働きかけを行うことはほとんど

ない｡

また､ 1968年に成立した����� (国際教育

交流協議会) は､ 留学交流担当者の経験を集約

して受け入れノウハウの交換と次世代の育成を

目指している｡ �����は2008年現在､ 40周年
を迎え､ 約200の大学等の団体会員と400人の個

人会員を擁しており､ 全国的な留学交流担当者

のネットワークになりつつある｡ 『留学生担当

者の手引き』 (凡人社) やブックレットシリー

ズ出版によって現場で蓄積された経験を普及し

ている｡ �����にはかなり多くの大学の研究
者が会員となっており､ 学術的研究を促進して

いる面もあるが､ 現状では事務職員の実践的な

経験交流が主流である｡

このように見てくると､ 中国において学術的

かつ実践的な研究を推進する全国的団体が存在

するのに比較して､ 日本ではアカデミズムと非

アカデミズムとが分離し､ 学術的かつ実践的な

性格をあわせもつ団体がまだ成長していない｡

今後の課題であろう｡

２. 公費留学の評価研究

(1) 評価研究の概要

教育部の国際交流・合作局 (国際交流与合作

司) と財務局 (財務司) は2001年度 ｢教育部重

大研究プロジェクト｣ として課題研究 ｢改革開

放以来､ 我国の公費留学の効果に関する評価研

究｣ に助成することを決定した｡ 1978年末の改

革開放以降､ 2000年末までに､ 世界100余カ国

(地域) に約16万人の公費派遣を行った｡ その

うち国家派遣は約5.7万人､ 機関派遣は10.2万

人に上った｡ 中央政府や地方政府等は､ 公費派

遣を高レベル人材の大量育成事業と位置づけ､

計画的に多額の財政投入を行ってきた｡ その財

政投入 (����) に見合うだけの利益 (�������)
は得られたのか｡ 公費留学制度の評価研究を政

府主導で行うことにしたのである｡ この研究課

題に対して研究チームを公募し､ 専門家による
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選考を行った結果､ 北京大学教育学院および中

山大学高等教育科学研究所による共同研究とす

ることが決定された｡

さて､ 具体的な研究目的は､ 20年余りの公費

留学のコストとベネフィットはバランスが取れ

ているのか｡ 現行の公費留学政策にはどのよう

な問題があるか｡ 国内はもとより国際社会の急

激な変化に対応して､ 公費留学政策には今後､

どのような調整がなされなければならないか｡

どのような対策を採用することがベネフィット

をさらに高めるのかという点を明らかにするこ

とであった｡

研究は2001年３月初めに開始された｡ 定量・

定性的分析が総合的に用いられた｡ すなわち､

120余りの大学や中国科学院､ 中国社会科学院

の5000名以上の留学帰国者と管理者に対して数

度にわたるアンケート調査が実施された｡ また､

10の大学および科学研究院・研究所において重

点的に面談調査も行われた｡ さらに､ 駐日､ 駐

米の中国公館教育処 (組) の幹部や在外留学者

を対象とする面接調査も実施している｡ すなわ

ち､ 調査対象は大学・研究機関に所属する教職

員・研究員に限定されたのである｡ 政府機関や

一般企事業体等に所属する者には及んでいない｡

この点を注意する必要がある｡

研究は､ 第一に公費留学帰国者のもたらした

効果を個人的ベネフィットと社会的ベネフィッ

トの二つの観点から分析している｡ ｢非生産領

域では､ ベネフィットは最も一般的には､ ある

計画､ 政策､ 活動の予期的あるいは実際的結果｣

と定義し､ 留学派遣という非生産領域のベネフィッ

トを分析したのである｡ 第二に､ 経済的ベネフィッ

トと非経済的ベネフィットの観点から海外滞在

中の留学者が海外居住したまま祖国奉仕 (為国

服務) する方式によってもたらされた効果を分

析している｡

研究成果として､ 『教育部重大研究項目：公

派出国留学効益評価研究摘要』 (2002年５月)

という要約版が発行された｡ 次に､ 成果全体を

報告する著作として､ 陳学飛等 『留学教育的成

本与効果：我国改革開放以来公派留学効益研究』

(教育科学出版社､ 2003年８月) が刊行され

ている｡ 以下､ その調査結果を見ることにした

い｡(40)

(2) 個人的ベネフィットは大きい

公費留学のベネフィット概念には､ 公費留学

によって留学者個人にもたらされたベネフィッ

ト (個人的ベネフィット) と社会全体にもたら

された実際のベネフィット (社会的ベネフィッ

ト) が含まれる｡ そのうちの個人的ベネフィッ

トには､ 留学者本人とその家族が得たベネフィッ

トが含まれ､ 社会的ベネフィットには個人的ベ

ネフィット以外のさまざまなベネフィットが含

まれる｡

調査の結果､ 公費留学者の個人的ベネフィッ

トには個人差があるが､ 総体的には見れば個人

的ベネフィットはかなり大きいことが示された｡

海外留学は留学者本人に次の８つの面において

重要な影響を与えたという｡ すなわち､ ①視野

の拡大､ ②外国語レベルの向上､ ③知識を更新

する能力､ ④情報の獲得と取捨選択の能力､ ⑤

学術の発展方向の認識､ ⑥学術水準の向上､ ⑦

国際交流の能力､ ⑧社会活動の能力である｡

また海外留学が､ 多くの留学者の帰国後の昇

進にとって有利な条件になったことを示してい

る｡ ほとんどの留学者とその家族の生活水準は

出国前に比べて明らかに向上したと考えられて

いる｡

(3) 社会的ベネフィット

調査結果では､ 公費留学の ｢社会的ベネフィッ
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ト｣ は ｢個人的ベネフィット｣ より大きいこと

が示された｡ 現在､ それは次のような側面に現

れているという｡

①公費留学は､ 教育と科学技術分野において

国際的学術界と対話できる学術集団を新た

に育成した｡ 調査対象の100校の大学では､

留学経験者の比率は院士76％､ 博士課程指

導教官の45歳以上で55％､ 45歳以下で58％

を占めた｡

｢有名大学の学術指導者の中で留学帰国

者の割合は､ 一般の重点大学に比べてはる

かに高い｡ 例えば､ 1999年､ 北京大学では

教授の65％､ 博士課程指導教官の80％､ 院

士の79％､ 国家レベルの貢献者の90％､ 国

家重点実験室主任の95％が皆､ 留学帰国者

である｡ 1998年､ 清華大学では､ 院､ 系､

所､ 研究センター・国家重点実験室と開放

実験室の132名の主要な学術責任者のなか

で､ 留学経験者は102人おり､ 77％を占め

る｡｣ という｡

②大学・研究機関において国際的経験豊かな

責任者が養成された｡ 調査対象の100校の

大学では､ 学長・副学長など全学レベルの

責任者の51％､ 院・系など学部レベルの責

任者の35％が､ 留学経験者であったという｡

③ほとんどの研究分野の知識 (学術思想､ 理

論と研究方法などを含む) が大幅に更新さ

れ､ 以前空白となっていた学科が創設され

た｡ ｢さまざまな新教材､ 新教授法を続々

と取り入れることによって､ 我国における

研究学科の発展と高等教育水準を向上させ､

高等教育機関が養成した人材の質に大きな

影響を与えた｣ という｡

④中国の科学研究の水準が向上し､ 世界の水

準との距離が縮まり､ ある分野ではすでに

世界水準に到達した｡ ｢ある留学帰国者に

よれば､ 留学以前､ 科学研究水準が国際的

水準と同じレベルにあったのはわずか4.8

％であったが､ 帰国後､ それはすでに8.7

％に達した｣ という｡ 但し､ この数値の根

拠は明確にされていない｡

⑤公費留学帰国者は､ 国際共同研究や委託研

究､ また科学研究成果の移転､ さらに戦略

的研究支援などを通して､ 国家に直接的に

膨大な ｢経済的ベネフィット｣ をもたらし

た｡ すなわち､ ｢留学帰国者の44.9％は､

自分の科学研究の成果が直接的な経済的ベ

ネフィットを創り出したと考えている｡ 調

査結果からみると､ 一人当たりの留学帰国

者が創出した直接的な経済的ベネフィット

は平均144.2万元であり､ 国費留学への財

政投入と直接的な経済的ベネフィットとの

比率は､ １：10以上となっていることがわ

かる｡｣ という｡

(4) 長期的・潜在的ベネフィット

また調査された大学・研究機関においては､

公費留学による ｢非経済的ベネフィット｣ は

｢経済的ベネフィット｣ よりも大きく､ また

｢長期的・潜在的ベネフィット｣ は ｢短期的・

顕在的ベネフィット｣ よりもはるかに大きいこ

とが分かった｡ 次のような理由からである｡

①留学帰国者は幅広い国際的学術交流のネッ

トワークを形成するのに貢献したのである｡

彼らは中国と国際学術界との交流に欠かす

ことができない ｢架け橋｣ となっていた｡

｢留学帰国者の77.3％は､ 自分の留学経歴

が職場の国際交流と協力関係に大きな影響

を及ぼしたと思っている｡｣ という｡

②世界中に中国文化を広め､ 民間外交を展開

し､ ｢台湾独立反対｣ に貢献した｡ 中国と

外国の相互理解と交流を促進し､ 中国の国
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際社会の中での地位向上と祖国統一に極め

て大きく貢献したという｡

③中国の高レベルの専門人材が海外に蓄積さ

れた｡ ｢統計では､ 現在､ 米国と日本にい

る中国人留学者はおよそ20万人であり､ そ

のうち､ ７万人がすでに米国のグリーンカー

ドと日本の永住資格を申請している｡ この

ようなグリーンカードや永住資格をもつ者

の中で､ 『トップレベルの人材』 は３～５

％､ 『優秀な人材』 は10％である｡ その一

部は1990年以前に公費留学した者であるが､

自費留学者が90％以上を占める｡ これらの

絶対多数が極めて強烈な愛国の情と報国の

志を有しており､ しかも帰国して貢献でき

る資本をもっている｡ 彼らは､ 我国の現在

と将来の潜在的に利用できる巨大な高レベ

ル人材資源庫である｡｣ と述べて､ 海外に

定住する元自費留学者の重要性も強調して

いる｡

④海外に定住する数多くの元公費留学者 (一

部の自費留学生を含む) は､ さまざまな方

法で直接的・間接的に祖国に貢献している｡

｢国内でさまざまな形で創立したハイテク・

ニューテク企業が4000社以上あり､ 年商は

100億元を超える｡ 彼らの我国の文化伝播､

民間国際交流の展開等における役割は国内

の人々には取って代われないものである｡

また彼らは海外で我国の利益を擁護し､ 我

国の影響力を拡大するのに重要な政治力を

発揮している｡｣ と述べる｡ つまり､ ③と

④のように､ 華僑となった元留学者に対し

てかなり肯定的な捉え方をしている｡

３. 公費派遣政策への提言

以上のように､ 公費派遣政策の成果 (ベネフィッ

ト) を検討した上で､ 報告書では結論として､

以下のように大きく４つの提言を行っている｡

少し詳しく見ておきたい｡

(1) 留学規模を早期に拡大する

国家派遣留学者の帰国率は1996年以降､ 90％

以上であり､ 人材流出の心配がなくなった｡ 公

費留学者は帰国して様々な分野で中核的人材に

なっている｡ ｢国家の高レベル人材の不足､ 特

に国際的知識・経験をもつ高レベル人材が非常

に足りないという状況を解決するには､ 今後､

相当に長い時間､ 主に国費留学に頼らざるを得

ない｡ 現在､ 自費留学者の帰国率が低い状況に

あるからこそ､ 公費留学者の規模を拡大する必

要がある｡｣ という｡ ｢政府のみが全国から優秀

な人材を計画的に選抜し留学派遣する力をもっ

ており､ しかも留学者の帰国貢献を法律で定め､

国家に必要な人材の不足を解決する力をもって

いるからである｡ と同時に､ 帰国した公費留学

者はまだ海外に居住する人材の回帰に模範とし

て大きな影響を与えると考えられる｡ 留学教育

は､ 我国の現代化事業の推進器であり､ 国家の

飛躍的な発展を実現するための重要な戦略的方

策である｡｣ とも述べている｡

(2) 国家の財政投入を増やすことにより国家

公費留学者の給付水準を引き上げる

留学派遣への国家財政投入については ｢戦略

的投資｣ であり､ ｢その効用は道路建設､ 広場

修築､ 工場建設などへの投資｣ よりも重要だと

して､ 財政投入の早期拡大を提言する｡

｢国内の100校の高等教育機関の留学管理者に

対する調査で､ 国家派遣留学のどの方面をすぐ

に改善すべきかについて質問したところ､ 82％

の人がまず給付水準を高めるべきと回答した｡

その中の78％の人は 『適当に高める』 と答え､

14％の人が 『大幅に高める』 と答えた｡ また､
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駐日､ 駐米の８つの中国在外公館および100人

の留学者に対する調査では､ 国家派遣留学者の

生活費の基準は､ 当地の訪問研究者の最低生活

水準を下回ってはいけないという意見で一致し

た｡ もし国家が派遣経費の総額を増やすことが

できないならば､ 派遣人数を減らすことによっ

て､ 公費留学者､ 特に高レベルの訪問研究者の

生活費の標準を高くすべきである｡｣ という｡

また政府が全額支給する国家派遣の訪問研究

者を除いて､ 国家留学基金を柔軟に活用して､

地方政府等の機関派遣あるいは個人の自費留学

に対して公費を支給する方式も開発するよう提

言する｡ 例えば､ 国費を地方政府等による機関

派遣留学者にも配分する方式､ あるいは､ 全額

支給ではない国有企業や事業体の若手管理者と

業務者の海外研修の経費の一部に国費を配分す

る方式､ また新たに ｢大学院博士学位奨学金｣

を設立し､ 重要な専門学科の博士学位取得を目

指している在外留学者に支給する方式などであ

る｡ この最後の提案は2003年に教育部 ｢国家優

秀自費留学生奨学金｣ 制度によって実現されて

いる｡

(3) 需要に応じて派遣､ 留学者の質を高め､

｢国家チーム｣ というブランドを形成する

中国の国家派遣政策では1986年に ｢需要に応

じる派遣､ 質の保証､ 学んだ事が実際に役に立

つこと｣ (按需派遣､ 保証質量､ 学用一致) と

いう方針を確認し､ ｢レベルが高く､ 専門分野

に精通し､ 最優秀な留学者｣ (高・精・尖) に

より構成される ｢国家チーム｣ (国家隊) を作

るために実施すると位置づけられた｡ 国家派遣

はこの方針を堅持すべきであるという｡

同時に､ 国家留学基金管理委員会が1999年に

設立した ｢チームでの配当方式による留学者奨

学プロジェクト｣ と ｢重点大学の系主任および

研究所・実験室の中核的人材の海外研修プロジェ

クト｣ は､ 高い評価を受けているとして､ ｢こ

れらの２つのプロジェクトの共通する特徴は､

国家と地方の緊急な需要に応じていること､ 派

遣された者の質が高いこと､ 研修した知識が実

際に役立つことである｡ そこで､ 我国の国家派

遣留学は､ さらに 『緊急な需要を満たすこと､

重点を強調すること､ 質を保証すること､ 実際

の効果を重視すること』 (満足急需､ 突出重点､

保証質量､ 注重実効) という選考方針を堅持し

て､ プロジェクトを中心とする国家派遣留学の

新たな局面を形成していくべきである｣と提言

している｡

また､ 次のようなプロジェクトを設けるべき

であると提言する｡

①���プロジェクト：���の規則に詳し
い国際経済､ 法律､ 金融､ 経理､ 貿易､ 管

理などに精通した高レベルの人材を育成す

る｡

②西部大開発プロジェクト：国家 ｢西部大開

発｣ 戦略のために必要な人材を支援する｡

③重点学科プロジェクト：国家重点学科に基

づいて留学派遣計画を制定し､ 高レベルの

技術創造と知識創造の人材を速やかに育成

する｡

④ロシアおよび東欧プロジェクト：ロシアと

東欧への公費留学者数を増加し､ 世界政治

の多極化の趨勢に対応する｡

さらに､ 博士課程留学者数を拡大するよう提

言する｡ 毎年､ 重点大学の大学院生の中から

300～500人を選抜し､ 政府間の協定や契約とい

う方式で海外有名大学の博士課程で勉学させ､

将来の国家需要に備えるべきであるという｡

(4) 留学者の帰国就業あるいは適当な方式に

よる祖国奉仕を積極的に奨励する

現在の在外留学者数の大半は自費留学者であ
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る｡ 彼らを単純に ｢滞留｣ と見るのではなく､

祖国に貢献したいと考えている人々も多いと見

る｡ ｢実際に我国は���加盟に伴い､ 開放は
さらに全方位に拡大し､ 幅広い領域で経済のグ

ローバル化の過程に参与していくだろう｡ 科教

興国戦略 (科学と教育で国家を振興させる戦略)

の実施によって､ 中央と地方が次々と一連の優

遇的で､ 緩やかでかつ柔軟な留学者の帰国創業

のための政策措置を出している｡ 我国の人材環

境と創業条件はまさに大きく改善されようとし

ている｡ このようなさまざまな改善は､ 留学者

たちに千載一遇の機会を与え､ かつ極めて大き

な吸引力となっており､ 留学者が帰国する黄金

時代が到来している｡｣ と述べ､ 在外留学者に

帰国奉仕 (回国服務：帰国して就業すること)

や祖国奉仕 (為国服務：海外居住のままで貢献

する) を促すことを ｢国家の発展戦略計画に取

り入れるべきである｣ として､ 以下の６項目を

提言している｡

①国家の留学人材戦略を計画し､ 指導する機

構を設立する｡

新しく留学人材戦略について統括する機構を

設立するべきであるという｡ この新機構は国家

の経済・社会発展の全体計画に基づいて国家派

遣計画および在外留学者の開発計画を制定する

ものである｡ ｢今まで､ 国内には戦略上から全

体計画を統括し､ また留学者の派遣と帰国事業

を調整する専門機構は１つもない｡｣ と述べる｡

現状は次のようであると分析する｡

｢派遣に関して言えば､ 国家留学基金管理委

員会は単なる国家派遣留学の具体的な管理部門

であり､ 戦略的な計画部門ではない｡ 機関派遣

は､ 各省・市・自治区の外事辨公室と各機関に

よって調整されている｡ 自費の場合は､ 各機関

の人事部門と公安部門によって手続きが行われ

ている｡ 帰国後の就職事業は､ 人事部門､ 組織

部門､ また教育部門のいずれもが管理している

が､ 実際にはいずれもが管理しても管理しなく

てもよい状況にある｡ 在外留学者の帰国奉仕と

祖国奉仕に関する組織化と動員業務は混乱状態

にある｡ 教育部門は派遣事業に､ 人事部門は帰

国招聘事業に責任を負っており､ さらに科学技

術部や国務院華僑辨公室や共産主義青年団など

の組織もそこに関わっている｡ …近年､ 省・市

や地区・県までも海外に人材募集に出かけてい

る｡ このように人材を求める現象は喜ばしいと

はいえ､ 情報の混乱や行政の多数の部門が関わ

るなどの局面を生じ､ 全体的効果に影響を及ぼ

している｡｣ として､ ｢今回の調査で､ ある留学

者や在外公館員からは､ 最も良いのは専門的機

構を設立し､ すべての留学者の選考・派遣､ 帰

国の動員と組織化､ 帰国後の就職斡旋などを統

括させるべきであるという提言が出された｡ 彼

らはまた国家は外国人専門家を管理する専門機

構を設立するべきであり､ 同じように大量の留

学者を管理する専門機構を設立すべきだと提案

している｡｣という｡ 国家教育委員会の中国留学

服務センターは､ 国内では20あまりの下部機構

があり､ 国外ではニューヨーク､ サンフランシ

スコ､ ベルリンなどにセンターを有し､ 留学者

という人的資源､ 知的資源を開発するために､

外国の先進計器や設備や資金を導入し､ 国内外

の留学者を吸収して技術相談や学術研究交流な

どを展開してきたが､ ｢これらの機構は基本的

にサービス機構に属するもの｣ であり､ 全面的

に統括し管理する機能を果たすことは難しいと

いう｡ すなわち､ 国家留学基金管理委員会も､

地方政府の各機関も､ それぞれに分担した業務

を行っているが､ 情勢を把握し全体的な対応を

企画し実行する機関が存在しないのである｡(41)
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②留学者のためのホームページを設立する｡

在外留学者の共通の意見として中国内の求人

情報が分からないと感じている｡ そこで在外留

学者向けのホームページを公式に設立すること

を提案している｡ ｢ホームページは､ 国内の改

革開放の進展状況および政府の留学に関する方

針政策を伝える窓口になるだけでなく､ 国内外

の求人情報が交流するプラットホームにもなる

のである｡ 現在､ 国内にある多くの単位 (在外

大使館・領事館教育処を含む) は自分の ｢人材

庫｣ を設けているが､ 互いに交流を行っていな

い｡ また､ 多くの政府部門や企業・事業体のホー

ムページにも求人が載っているが､ 情報はまば

らであり､ しかもかなり古くなっている｡ した

がって､ 国内外から相互にアクセスが可能で､

また権威のある在外留学者のためのホームペー

ジを創って､ 求人情報を交換できるルートを提

供することは､ 在外留学者の帰国と祖国貢献の

効果を高めるうえで焦眉の課題である｡｣ とい

う｡

③｢春暉計画｣ 等の留学者短期帰国プロジェ

クトの資金援助をさらに拡大する｡

国家自然科学基金委員会の ｢留学者の短期帰

国工作・講義特別基金｣､ その後､ 教育部の

｢春暉計画｣､ 人事部の ｢留学者短期帰国基金｣､

中国科学院の ｢高級訪問学者計画｣ 等の政策措

置が次々と出されている｡ これらの政策措置が､

在外留学者の間で非常に歓迎され､ 大きな効果

をあげているが､ 資金が未だ十分ではない｡

｢したがって､ 国家の関係部門は､ 既存のプロ

ジェクトの資金援助を続けて増加させなければ

ならないし､ より多くの在外留学者の帰国視察

や帰国交流を実施するために､ 関係地区や部門

に新たな資金援助プロジェクトを設立させるよ

う提案したい｡ これらのプロジェクトは投資が

少なくても長期的､ 連帯的な効果をもたらすと

考えられるからである｡｣ という｡

④祖国奉仕(為国服務)に海外定住者を動員す

るため在外公館の機能を十分に発揮する｡

留学後に海外に定住している元留学者の祖国

奉仕事業を行うために在外大使館・領事館教育

処 (組) の役割を強化する必要があるという｡

｢多くの大使館・領事館教育処 (組) はすでに

積極的､ 主体的に大量の業務を行っており､ 大

きな成果をあげている｡ しかし､ これらの業務

を統一的に管理する組織がないため､ 目下､ そ

の展開状況はアンバランスである｡ 多くの地区

では一生懸命にしたりしなかったり､ 放置した

りしなかったり､ あるいは自然に任せたり任せ

なかったりという状態である｡ …留学者の帰国

奉仕と祖国奉仕を組織することを長期的な戦略

的任務とし､ 大使館・領事館教育処 (組) に適

時に明確に要求し､ また業務評価を行うべきで

ある｡ そして彼らがこの業務の中で突き当たる

具体的問題を解決するのを支援しなければなら

ない｡ 在外留学者が集中する地区の定員枠を適

当に増加したり､ 大使館・領事館教育処 (組)

間の情報交換制度などを作り上げたりすること

が求められる｡｣ という｡

⑤国際協力を強化し､ 共同行動を取るように

する｡

中国のみならず発展途上国の人材流出を減少

させる方策として､ 中国の取り組みだけでは不

十分であり､ 国際的組織や人材の受け入れ国に

協力を求めていく必要があり､ ���において
国際的人材流動の方面では､ 国際社会がそれに

関連する規則を制定するよう要求しなければな

らないと述べ､ ｢それによって発展途上国の人

的資源の建設と開発能力を高めることができる｡
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同時に､ 政府間の双方の協力も強化する必要が

ある｡｣ という｡

｢米国や日本などのように､ 双方で文化教育

交流協定を結び､ 双方がこれらの協定を厳格に

守ることによって､ 我国の公費留学者の帰国を

確保する｡ この他にも､ 多様なルートを通して

国外の人材育成機関や交流機関との間に必要な

協定を締結し､ あるいは必要な理解を求める｡｣

これによって､ 中国の留学人材を確保するよう

求めている｡

⑥留学効果に対する評価を強化する｡

公費留学評価機構を設立するか､ あるいは関

係機関に依頼して公費留学効果の定期的・不定

期的な評価を行い､ 随時､ 改善していくことを

提言している｡ これは当然の提案であるだろう｡

多額の国費を投入する以上､ 特定の観点に偏る

ことなく､ 総合的な観点から公費留学政策の効

果について評価研究がなされなければならない｡

以上､ 2001年３月に実施された公費留学効果

の評価研究を概観した｡ 特に､ その調査結果か

ら出された提言に注目してきた｡ 第一に､ 国家

派遣留学の規模を ｢さらに拡大すること｣ が､

最も重要な提言であったと思われる｡ 実際に､

その後､ 拡大し続けているのである｡ 第二に､

提言では､ 派遣された者が帰国して､ 就業ある

いは創業するための環境整備が重要だとする｡

この点もその後､ 急速に進められた｡ 第三に､

海外定住した留学者が ｢春暉計画｣ 等により短

期帰国奉仕を活発にする制度整備も重要だとす

る｡ そして最後に､ 出国から帰国までの留学教

育事業を総合的に管轄する公的機構の設立の必

要性と公費留学評価を定期的に行う必要性を説

いている｡ この提言がすべて実施されたとは限

らないが､ 中国のその後の留学政策の重点的な

方針に大きな影響を持ったことは間違いないだ

ろう｡
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(34) 胡錦涛 ｢堅持走中国特色自主創新道路､ 為建

設創新型国家而努力奮闘｣ (全国科学技術大会に

おける講話)､ 改革開放30年中国教育改革与発展

課題組 『教育大国的崛起1978－2008』 教育科学

出版社､ 2008年､ 260頁参照｡

(35) 潘晨光・�偉 ｢中国留学事業的回顧与展望｣､

潘晨光主編 『中国人材発展報告���１』 社会科学
文献出版社､ 2004年､ 399－422頁｡ 及び潘晨光・

楊新育・長江 ｢出国留学事業的回顧与展望｣､ 潘

晨光主編 『中国人材発展60年』 社会科学文献出

版社､ 2009年､ 263－264頁参照｡

(36) 閔維方主編 『中国教育与人力資源発展報告

2005－2006』 北京大学出版社､ 2006年､ 199頁 ｡

(37) 教育部財務司編 『国家公費出国留学人員経費

管理工作手冊』中国人民大学出版社､ 1999年､ 65・

66頁｡

(38) 白�悟 ｢中国における留学生教育に関する学

術研究団体について｣ 『九州大学留学生センター

紀要』 第13号､ 2003年､ 91－99頁｡ 『中国教育年

鑑1992』 人民教育出版社､ 1993年､ 265・266頁

参照｡

(39) 全国出国留学工作研究会編 『全国出国留学工

作研究会成立十周年紀念文集』 北京大学出版社､

2001年参照｡

(40) 『教育部重大研究項目：公派出国留学効益評

価研究摘要』 (2002年５月) および陳学飛など

『留学教育的成本与効果：我国改革開放以来公派

留学効益研究』 教育科学出版社､ 2003年参照｡

(41) この提案に関する外国の成功事例として､ イ

ンド及び台湾を挙げて､ 次のように述べている｡

｢例えば､ インドの学者たちは､ 総理大臣の下に

内閣企画委員会 (������������������������)
を設立し､ 国の高レベル人材を利用する政策を

段階的に改善していくことを提案した｡ この委

員会の委員には､ 人的資源開発部と科学・技術

部の部長､ 計画委員会副主任､ 工業部副部長お

よび教育､ 科学､ 医学､ その他の公共生活に関

連した企業・事業体の知名人が参加している｡

委員会は､ 実施した政策が教育セクター､ 人材

計画､ 研究と開発､ 工業セクターと職業計画な

どの領域でもたらした変化を評価し､ 改善策を

提出する｡ そして今後の国家計画や重点プロジェ

クトにおいて､ 国内の高レベル人材を開発し利

用するよう提案したのである｡

1958年､ インド科学・工業研究理事会は ｢科

学技術者備蓄局｣ を設立して､ 帰国した科学者､

エンジニア､ 技術者､ 医療従事者のために就職

を斡旋している｡ その後､ 人材流出を防ぐため

に､ その業務範囲を広げて､ 国内の高レベルの

科学者とエンジニアにも就職を斡旋するように

なった｡ 1959年､ インド政府は ｢科学人材庫｣

計画を立て､ 先進国に滞留するインド人のエン

ジニアと科学者の帰国を促した｡ さらに､ 人材

回帰政策を貫徹するために ｢長期帰国計画｣､

｢一時的帰国計画｣､ ｢外国人学者訪問計画｣ を実

施した｡

一方､ 台湾当局は台湾に人材を回帰させるた

めに ｢国家青年委員会｣ という内閣レベルの政

府機構を設立し､ 具体的計画の制定とそれを実

施する責務を課している｡ この委員会の基本的

な職能は､ 第一に､ 在外の専門家や学者と幅広

いネットワークを作り上げることであり､ 米国

に３つのネットワークポイントを常設し､ ｢海外

華人専門家・学者の個人別ファイル｣ を作成し

ている｡ ロサンゼルスのネットワークポイント

では台湾から米国に来ている約3000人のエンジ

ニアやコンピュータ専門家の個人資料を収集し

ている｡ 第二に､ 台湾に帰って来る者が適当な

仕事を探すのを援助し､ また人材を求める台湾

の企業が適当な人材を見出すのを援助している｡

第三に､ ｢台湾に帰ってニューテク産業を興すつ

もりのある専門家やエンジニアに必要なローン､

生産用地､ その他の必要な施設が得られるよう

援助することである｣ と｡ (『教育部重大研究項

目：公派出国留学効益評価研究摘要』 2002年５

月)
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１. はじめに

九州大学では､ タイのマヒドン大学との大学

間協定により､ 2007年から教育連携プログラム

を実施している１)｡ 本プログラムは､ 両大学の

教員の交換の部と学生の交換の部から成り､ 相

互に連携しつつ､ 一年間に下記の集中講座と短

期研修を行う｡ まず８月にマヒドン大学の教員

が九州大学 (以下､ 九大) の学生に九大でタイ

語の集中講義をする (５日間２単位)｡ 続いて

タイ語の受講生が９月にマヒドン大学へ行って

タイの言語と文化について学びマヒドン大生チュー

ター (翌年の訪日予定者) と交流する (２週間)｡

翌年３月に九大留学生センターの教員がマヒド

ン大学で日本語の集中講義をする (５日間２単

位)｡ 最後に３月から４月に２週間マヒドン大

の学生が九大に来て､ 日本語と日本文化につい

て学び､ 九大生チューター (９月のマヒドン訪

問経験者) と交流する｡ 本プログラムは､ ｢両

大学における学術・学生交流の更なる活性化を

図ること｣ を目的としている｡ マヒドン大学側

では､ 文学部と ���� (�������������������������������������) が関わり､ 九州大学側
では､ 言語文化研究院と留学生センターが関わっ

ている｡ 両大学の学部および組織間､ 教員間､

学生間の連携を両大学の事務局が支えている｡
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― マヒドン大生短期研修を事例として ―

菊 池 富美子��
山 田 明 子��

＜要旨＞

九州大学ではタイ・マヒドン大学との教育連携プログラムを実施している｡ その一環として､ マ

ヒドン大生への短期研修を2008年から毎年実施してきた｡ 本短期研修は２週間で､ 体験を中心とし

た研修を行っている｡ 本稿では､ 短期研修の中の日本語の授業に焦点を当てて､ 実施方法を述べ､

考察した｡ 日本語の授業は短期研修の体験をサポートすることはできている｡ しかしより深い体験

にするためにはさらに工夫が必要である｡

キーワード：短期研修 日本語の授業 体験のサポート 準備・体験・振り返り

相互作用
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本稿では､ 前記教育連携プログラムの中で､

九大留学生センターが担当する ｢マヒドン大生

短期研修｣２) (以下 ｢短期研修｣) について､ こ

れまでに実施した2008年から2010年まで３年間

の事例を背景に､ 2010年の短期研修を中心とし

て､ 短期体験型研修における日本語授業の実施

方法とその工夫について報告し､ 考察する｡

２. 短期研修の概要

本短期研修は､ 前記教育連携プログラムの一

環として､ マヒドン大学から学生を受け入れ､

日本語と日本文化に関して体験型の研修を行う

ものである｡ 本章では､ まず短期研修全体につ

いて2010年のスケジュールを例として概要を述

べる｡ さらに短期研修における日本語の授業の

位置づけと内容について概略を述べる｡

２－１. 2010年スケジュール

短期研修の期間は２週間で､ 15名の学生を受

け入れる３)｡ 第１回目 (2008年) の短期研修時

より､ 見学旅行や体験による学習を主としてお

り､ 特に､ マヒドン大学側の要望により､ 長崎

見学は必ず組み込んでいる｡ 表１は､ 2010年の

スケジュールである｡

スケジュールは大きく分けて､ ①教室での日

本語の授業､ ②文化講義と文化実習､ ③見学・

グループ活動の３部から構成されている｡ 日本

語の授業７回 (計15時間)､ 文化講義５回 (計

６時間)､ 文化実習４回､ 見学 (グループ活動

の訪問を含む) ４回で､ その他にプレゼンテー

ションを２回行う｡ プレゼンテーションはタイ
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日にち 午 前 午 後

１ ３�28 日 ８：00 福岡空港到着､ 入寮 オリエンテーション､ チューターと自由行動

２ ３�29 月 開講式
日本語 (福岡市について)

日本語 (会話 買い物)
伊都キャンパス見学

３ ３�30 火 文化講義 (歴史年表・寺・神社) 太宰府､ 九州国立博物館見学

４ ３�31 水 日本語 (会話 レストランで注文)
うどん屋で昼食
文化講義 (音楽)､ 文化実習 (三味線)

５ ４�１ 木 日本語 (グループ活動準備) 文化講義 (食住・マナー)､ 文化実習 (座禅)

６ ４�２ 金 日本語 (長崎について調べる) プレゼンテーション (タイ文化の紹介)

７ ４�３ 土 長崎見学

８ ４�４ 日 自由行動

９ ４�５ 月 日本語 (長崎見学について) 文化講義 (茶道)､ 文化実習 (茶道)

10 ４�６ 火 グループ活動 希望の場所訪問 日本語 (グループ活動報告準備)

11 ４�７ 水 グループ活動報告会
文化講義 (季節の言葉・書道)
文化実習 (書道)

12 ４�８ 木 閉講式

13 ４�９ 金 自由行動

14 ４�10 土 帰国

表１. マヒドン大生短期研修 (2010年)



文化の紹介 (個人による) とグループ活動報告

(グループによる) である｡ ２週間という短期

であるが､ 滞在中に役立ちそうな会話の練習に

始まり､ 体験をまとめて発表する報告会で締め

くくる流れとなっている｡

２－２. 短期研修の参加者および担当者

マヒドン大学からの参加者はマヒドン大学の

文学部と ����で日本語を学んでいる学部生
で､ 2010年は文学部から６名 (男子２､ 女子４)､����から９名 (男子３､ 女子６) 参加した｡

文学部では外国語科目として､ ����では副専
攻として日本語を学習しており､ 文学部は初級

前半終了程度､ ����は初級後半から中級入門
程度のレベルの学生が多い｡ レベルにより一応

２クラスに分けているが､ ほとんど合同､ また

は混成グループでの研修を行う｡

短期研修を担当するのは､ コーディネーター

(日本語教育部門)､ 日本語教師２名､ 事務４)

(国際交流推進室) および文化講義と文化実習

のための学内学外講師である｡ また､ 前年の９

月にマヒドン大学で短期研修を受けた九大生が､

チューターとしてマヒドン大生を支援する｡ チュー

ターは文化実習と見学・グループ活動をサポー

トし､ プレゼンテーションにも出席する｡

２－３. 短期研修の内容の変遷

短期研修は2008年から ｢教室での日本語の授

業より見学旅行や体験｣ を中心とした内容の研

修となっている５)｡ 2008年は､ 日本語の授業と

見学旅行が独立しており､ 相互の関連をあまり

意識していなかった｡ 例えば､ 2008年は１日が

かりの見学旅行が４回あったが､ 日本語の授業

での事前学習などは特に行わなかった｡ その後

毎年反省を重ね､ 日本語の授業と体験とができ

る限り相互に連携するよう改善している｡ それ

に伴って､ 日本語の授業の内容は体験のための

事前準備が多くなり､ 日常会話の練習が減少し

た｡ また､ 2009年からはグループ活動を立ち上

げ､ 見学と日本語の授業の連携を図っている｡

２－４. 日本語の授業の概要

本短期研修における ｢日本語｣ の授業は､ 文

法や表現､ ことばを教えるという日本語自体に

フォーカスしたものではなく､ 日本での体験の

サポートとして位置付けている｡ 特に2010年の

短期研修では､ 2008年からの反省を踏まえ､

｢ただ体験するだけでなく､ 体験から学びが生

じること｣ を意識し､ 日本語の授業の流れおよ

び内容を考えた｡ そして､ 体験から学びが生じ

ることを目指し､ ｢体験｣ を挟む形で日本語の

授業を組み込んだ｡

短期研修中において日本語の授業と直接関係

する体験は､ ｢日常生活 (買い物､ 食事など)｣

と ｢体験学習｣ の２つである｡ ｢体験学習｣ に

は､ １日がかりの見学旅行である ｢長崎見学｣

と､ 学生自身が訪問先に出向いて見学・インタ

ビューをする ｢グループ活動｣ の２つがある｡

これらの ｢体験｣ をサポートするために､ 2010

年は表２の内容で日本語の授業を行った｡

｢体験｣ の前の日本語の授業では､ 体験で必

要になると予測される情報を与えたり､ 事前学

習などを取り入れるなど､ 体験に対する理解を

促進し､ より体験を深められるような授業内容

を組み込んだ｡ また､ 指導の際､ ただ教師側が

情報を与えるのではなく､ 学生が主体的に授業

活動に取り組むようにロールプレイや調べ学習

などを取り入れた｡

次に ｢体験｣ の後についてであるが､ 本短期

研修では ｢日記・語彙リスト｣ が体験のフィー

ドバックとして大きな役割を果たしている｡ 日

記・語彙リストは､ 表２に挙げた ｢日常生活｣､
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｢長崎見学｣ の他に､ 短期研修に組み込まれて

いる ｢文化実習｣ や ｢太宰府見学｣ といった体

験の後にも提出させている｡ 学生が宿題として

書いてきた日記・語彙リストは､ 日本語の授業

で回収し､ 教師が添削およびコメントの記入を

行った (｢長崎見学｣ については､ 使用方法が

少し異なるため､ 第３章で詳しく述べる)｡ 日

記・語彙リストに書いてくる内容は特に規定し

ていないため､ 学生それぞれが自分の視点で書

いてくる｡ したがって､ クラスメートとその内

容を共有することにより､ 体験を違った視点で

見つめなおす機会になるのでないかと考えた｡

そこで､ 回収前に日本語の授業で､ 語彙リスト

の紹介・確認と日記の口頭発表をさせ､ クラス

での体験・情報の共有を図った｡ また､ グルー

プ活動報告準備では､ 見学内容だけでなく感想・

考察を盛り込むよう指導することにより､ 報告

会の発表準備をする中で体験について再考し､

他の学生と体験・情報を共有できるようにした｡

また､ 学生が短期研修で学んだことを帰国後

の日本語学習､ あるいは日本人との交流でも活

かせるように､ 研修初日にクリアファイルを一

冊渡し､ ｢記念｣ として持ち帰らせる｡ クリア

ファイルには日記・語彙リストや調べ学習のワー

クシートなどを入れるよう指示している｡

３. 日本語の授業の内容と方法

本章では､ 表２の ｢日常生活｣ ｢長崎見学｣

｢グループ活動｣ に関して､ その３つの体験の

前後にある日本語の授業について取り上げ､ 具

体的な授業の内容と方法について報告する｡

３－１. 日常生活

２週間の短期研修の間､ 学生たちは大学から

離れた寮に宿泊しており､ 電車通学をする｡ よっ

て､ 通学途中で買い物や外食をすることが予想

された｡ また､ 休日はチューターと観光などに

出かける機会もある｡ そのような滞在中の日常

的な生活場面の一つ一つが､ タイで学習してき

た日本語を実際に使用する良い機会となると考

えられた｡ そこで､ 特に街における日常生活行

動を ｢体験｣ と捉え､ そこでの日本語使用・理

解を促し､ 必要な情報を与えるために授業を行っ

た｡ 会話表現自体はすでにある程度学んでいる

と思われたが､ 表現の整理､ 社会文化情報の導

入､ ロールプレイ活動を通して､ すぐに使える

実用的な会話を練習することを授業の目的と

した｡

レベル等を考慮して７名のクラスと８名のク

ラスに分け､ それぞれ１名の教師が担当したが､
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表２. 日本語の授業内容

体 験
日本語の授業

体験前の授業 体験後の授業

日常生活
１日目：福岡市について

会話 買い物
４日目：会話 レストランで注文

毎回：日記・語彙リストの共有

長崎見学 ６日目：長崎について調べる
９日目：長崎見学について
※情報共有､ 日記・語彙リスト作成｡

グループ活動
５日目：グループ活動準備
※10日目のグループ活動訪問に向けて｡

10日目：グループ活動報告準備
※翌日のグループ活動報告会に向けて｡



授業内容や教材は両クラスで同じである｡ 会話

教材は 『すぐに話せる日本語 日本で暮らす』

(2002年､ アスク) を使用した｡ 本教材は､ 英

語による文化・文法解説があること､ 場面シラ

バスを採用しており会話文が学習項目になって

いること､ 学生のレベルに合っていることから

選定に至った｡ 日本での生活の記録については､

日記・語彙リストを活用するよう勧めた｡

授業の方法は表３のとおりである｡

学生たちは国で基本的な場面会話を学んでい

るものの､ 特に語彙や流暢さの点からみて､ 授

業に取り入れた意義は十分にあったと考えられ

る｡ 使いそうな表現を教師に確認したり､ ロー

ルプレイを楽しんで行ったりと､ みな意欲的で

あった｡ 習った表現が実際に使えるものである

ことをさらに意識させるよう､ スケジュール上

も工夫してある｡ 例えば､ ｢買い物｣ の授業で

みやげ物を買う表現を学習すると､ 翌日には神

社の見学があり､ みやげ物の店に行く機会に遭

遇する｡ ｢レストランで注文｣ の場合は授業後

に全員でうどん屋に行く時間を設けたが､ 入店

から会計まで､ 習った表現を積極的に使う様子

が見られた｡

2008年は､ この日常会話の練習を重視し､ 日

本語の授業の半分以上の時間を充てていた｡

｢買い物｣ ｢レストランで注文｣ のほかに ｢道を

聞く｣ ｢お礼を言う｣ 等の場面・機能会話を扱

い､ 学生からは ｢日本での生活に役立った｣ と

いう評価が得られた｡ 2009年からは､ ２－３節

で述べたとおり､ 見学をサポートする日本語の

授業の割合を増やすため､ 日常会話に充てる時

間数を減らしている｡

３－２. 長崎見学

１日がかりの見学旅行は､ マヒドン大学側の

意向により､ 長崎で原爆や平和について学ぶこ

とを目的として､ 2008年からスケジュールに組

み込まれている｡ 2008年は長崎の他に雲仙､

2009年以降は嬉野温泉に寄っているが､ やはり

一番の体験は長崎で平和について考えることに

あるため､ 日本語の授業では主に長崎にターゲッ

トを絞った｡ 長崎見学の授業の流れは表４のと

おりである｡

長崎見学の前についてであるが､ 2008年は教

師が口頭で授業中に長崎で見学するものの名称

や見学先についての簡単な説明を日本語で提示

しただけで､ 紹介程度の扱いであった｡ それも

影響してか､ 2008年の体験後の日本語の授業で
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表３. ｢日常生活｣ に関する日本語の授業

日本語の授業 内 容

１ 福岡市について理解する

３～５人のグループを作る｡ 英語の市内観光パンフレットを参照し､
白地図に主なランドマークの紙を貼る｡
市役所で配布されている福岡市の紹介��� (英語音声あり､ 15分程
度) を見る｡

２ 日常会話：買い物
導入､ 語彙・会話表現 (服を買う) の練習､ ロールプレイ｡
応用としてみやげ物を買う場面の練習をする｡

３ 日常会話：レストランで注文

導入､ 語彙・会話表現の練習｡ 『ビデオ講座日本語 新・日常生活に見
る日本の文化』 (2005年､ 東京書籍) のレストランに行く場面 (10分程
度) を見る｡ 大学の近くのうどん屋のメニューを使ってロールプレイ｡
(授業後､ 教師の引率でそのうどん屋へ行き､ 昼食をとる｡)



は､ 長崎で見たものについて英語の表現しか覚

えておらず､ 体験内容のフィードバックという

よりも日本語での表現・語彙の確認で終わって

しまい､ 肝心の感想や学生が考えたことなどを

授業でゆっくり共有できなかった｡ これらの反

省をもとに､ 2009年からは見学の前に長崎につ

いての調べ学習を取り入れた｡ 調べ学習を取り

入れたのは､ 実際に見るものを事前に調べるこ

とで学生に興味を持たせるため､ また､ 先に知

識を得ておくことで見学先に対する理解を深め､

長崎での体験をより深い学びにつなげてほしい

と考えたためである｡

調べ学習について､ 2009年は答え合わせにあ

まり時間をとっていなかったが､ 2010年にはク

ラス別のワークシートの答え合わせを入れた｡

答え合わせをクラス別にしっかりすることによ

り､ 調べが足りなかった学生は新たな情報が得

られ､ 他の学生からタイ語で説明を受けること

でさらに理解を深めるなど､ 体験の前に情報を

共有できたのはよかった点である｡

体験後のフィードバックについては､ 2008年､

2009年は語彙リストの確認と口頭で感想を聞く

だけに終わっていたが､ 2010年は語彙リストを

全員で確認した後､ 感想を言わせ､ その後日記

を書かせた｡ 2010年に感想を言わせたのは長崎

見学のフィードバックをする時間が十分にあっ

たためである｡ 感想を言わせてから日記を書く

ことで､ 学生の知識も整理され､ また､ 日本語

のレベルが十分でない学生に他の学生がタイ語

で説明するという学生間の相互作用も生まれ､

学生にとっては､ 日記を書きやすかったようで

あった｡

３－３. グループ活動

2010年は､ 日本語・日本社会文化に関する総

合的体験学習として､ グループ活動 (訪問・イ

ンタビューおよび報告会) を実施した｡ 報告会

では､ 見学してきたことについて15分程度のグ

ループ発表を行った｡ この活動の目的は､ 他者

と協力しつつ能動的に事前学習およびまとめを

行うことによって､ 訪問先で体験したことを一

人ひとりにとってより深い学習とすることであ

る｡ グループ活動の内容・方法は表５のとおり

である｡ 日本語の授業では､ 訪問の準備および

報告会の準備を行った｡

グループ分けは教師が行い､ 協力し合って活

動を進められるよう､ 日本語のレベルや性格等

を考慮してグループを組んだ｡ 訪問先ではメモ
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表４. 長崎見学の授業の流れ

流 れ 内 容

１
① 調べ学習

２～３人１グループでワークシートの答えをインターネットで調べる｡
※ワークシートは教師が作成し､ 地理や見学先に関わる設問を10問用意した｡

② 答え合わせ クラスに分かれてワークシートの答え合わせ｡

２ 体験 長崎見学

３

① 語彙リスト作成 クラスで語彙を出し合わせ､ 確認しながらリストを作成する｡

② 感想を述べる クラス別にお互いに自由に感想を述べ合う｡

③ 日記作成 個人で作成｡

④ 日記提出 作成後､ 教師に提出｡

４ 日記返却 教師が個別に添削し､ コメントを書いたものを個別に返す｡



をとりながら話を聞いたり盛んに質問したりと､

自主的な学習活動が見られた｡ 報告会では３グ

ループいずれもよく協力し合い､ 他の学生にも

理解できる形にまとめ発表できていた｡

なお2009年の研修では､ 訪問から報告会まで

を１日で行い､ 翌日の最終活動日は別テーマの

個人スピーチを行った｡ その結果､ 報告会準備

の時間が短く､ 見学したことをまとめきれない､

あるいは時間があればもっと深い発表ができそ

うな様子が見られた｡ また､ 翌日の最終スピー

チは､ 一人一人の総括を参加者全員で共有でき

る反面､ 準備の時間が短く負担が大きいようで

あった｡ これらの反省点を踏まえ､ 2010年はグ

ループ活動報告を研修の最終活動とし､ 報告会

準備の時間を確保するため､ ｢訪問の準備｣ ｢訪

問・報告会準備｣ ｢報告会｣ をそれぞれ別の日

に行った｡
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表５. ｢グループ活動｣ の方法

流 れ 内 容 備 考

１ (教師の準備)
学生のグループ分け (５人×３グループ)｡
訪問先の候補を４つ探し､ 見学可能かどうか予め問い合
わせておく｡

訪問先候補：
①九州エネルギー館
②博多人形製作所
③筥崎宮 (八幡宮)
④臨海リサイクルプラザ

２ 訪問の準備
グループに分かれ､ 話し合って訪問先を選ぶ｡
インターネットを参照しながら､ 準備シートを作成する｡
インタビューで使いそうな表現を確認する｡

準備シートの内容：
①メンバーの名前
②訪問先
③どうしてそこを選んだか
④訪問先の場所 (行き方) と
電話番号
⑤タイムスケジュール
⑥質問 (１人２つ以上)
⑦使いそうな語彙のリスト

３ (教師の準備)
訪問先に見学の申し込みをする｡ 引率 (各グループにつ
き教師１名・チューター数名) の担当を決める｡

４ (訪問) 説明を聞きながら見学､ インタビュー｡ 教師引率｡

５
報告会の
準備

全員で発表のアウトラインを確認する｡ グループに分か
れ､ 写真選び､ 発表内容相談､ 原稿作成､ ���作成､
発表練習｡

１グループにつき発表15分＋
質疑応答15分｡ スライド約８
枚の ���を使用する｡ 発表
は分担して全員で行う｡
発表のアウトライン：
①訪問先の紹介
②見学内容の紹介
③インタビュー報告
④感想

６ (報告会) 発表と質疑応答｡ 教師､ コーディネーター総評｡



４. 考察

これまで､ タイ人大学生に対する２週間の短

期研修について､ 研修全体の概要と日本語の授

業の概要および方法について報告した｡

訪日短期研修に関する研究は､ 熊野 (2008)､

石井・熊野 (2008・2009)､ 稲葉 (2009)､ 城他

(2010) などがある｡ これらと比較すると､ 本

短期研修の特徴は､ 研修期間が２週間と短いこ

と､ 体験活動型の研修であること､ 初級の学生

が多いこと､ 学生の背景が同じ (タイ人大学生)

であることの４点にまとめられるだろう｡ 本章

では､ 本短期研修に対する学生の評価に触れ､

日本語の授業の特徴と反省点をまとめ､ 最後に

今後改善すべき点について考察したい｡

４－１. 体験型短期研修に対する評価

短期研修の終了時に行ったアンケート結果の

一部を示す｡ 表６は､ 短期研修全体に関する学

生による評価の過去３年分をまとめたものであ

る｡

学生からの短期研修全体に対する評価は概ね

高い｡ 自由記述形式の回答では､ 以下のような

コメントが記されている｡ (日本語の授業と体

験との連携を強めた2009年2010年のコメントか

ら筆者が翻訳して要約)

①授業の会話は本当に日常生活で使うことが

できた｡

②授業は日本での学習と生活をよくサポート

していた｡

③授業と実地見学を通して多くの新しいこと

を学ぶことができた｡

④日本語の講義と活動が組み合わさっている

のがとてもいいと思う｡

⑤クラスの講義と体験の両方が含まれている

ので､ 本当にこのプログラムはいい｡ 日本

の文化を見て､ 体験して､ 感じることので

きるこの方法が好きだ｡

⑥文化講義によって活動の前に予備知識が得

られたのはよかった｡

⑦私たちが見学した場所はすばらしかった｡

よりよい人間に成長するのに役立つ多くの

新しいことを学ぶことができた｡

⑧授業からたくさんのことを学んだ｡ 授業は

私の書く力の向上に役立った｡

⑨グループ活動は非常に冒険的で多くのこと

を学んだ｡

①～⑥は､ ｢授業の会話は本当に日常生活で

使うことができた｡｣ ｢授業は日本での学習と生

活をよくサポートしていた｡｣ 等､ こちらが意

図して組んでいる体験型の学習の流れに関して

記述している｡ ｢体験｣ の事前学習として準備

のクラスを設けていることが評価されていると

言える｡
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表６. 短期研修全体に関する評価

年 大変よい よい
どちらとも
言えない

よくない 全然よくない 備 考

2008 ５ ４ ０ ０ ０ 4�5が１名
2009 10 ０ ０ ０ ０

2010 ８ ８ ０ ０ ０ ５と４重複が１名

※数字は人数｡ 参加者は2008・2009年が10名､ 2010年が15名｡



その他､ ⑦～⑨は､ 見学やグループ活動での

｢学び｣ ｢自己の成長｣､ また ｢書く力の向上｣

に関して記述している｡ 書く力の向上は､ 日記・

語彙リストの課題が役立ったものと思われる｡

城 (2010) には､ 体験型短期研修でも授業で

の文法導入を求める学生の声が見られたという

報告があるが､ 本短期研修の評価では､ 文法を

もっと勉強したいという声は全然出ていない｡

これは､ 本短期研修の場合､ ２週間という短期

間に日本でできるだけたくさん体験をしたいと

いう参加者の目的があり､ 本研修の日本語の授

業がその体験を支えているからだと考えられる｡

なお､ ����の日本語担当者からのコメントに
よると､ 日本語クラスが副専攻となっている����では､ 本短期研修に参加したいために日
本語を副専攻に選ぶ学生も出ているということ

である｡

以上のように､ 本短期研修は学生から高い評

価を受けており､ 研修に参加することが日本語

学習の動機づけになっているようである｡ 本研

修は教育連携プログラムの中で相互の交流促進

にも寄与していると言えるだろう｡

４－２. 本短期研修における日本語の授業の特徴

本短期研修における日本語の授業の特徴は､

①体験のサポートとして位置付けていること､

②学生の相互作用を活かした活動を取り入れて

いること､ の２点にまとめられる｡ 以下､ この

２点について詳しく述べる｡

①体験のサポートとしての日本語の授業

本短期研修の中心は ｢体験｣ である｡ そして､

日本語の授業は､ その体験をサポートする場と

して､ 体験の前後に配置してある｡ 2010年の本

短期研修を振り返ると､ 体験の前の日本語の授

業は主に知識を得たり､ 調べ学習をするなど､

体験の ｢準備｣ として機能し､ また､ 体験の後

については､ 日記・語彙リストの作成やその共

有､ 報告会など､ 体験を ｢振り返る｣ 場として

機能していたと言える｡ このように､ 体験と日

本語の授業を結びつけ､ また､ 日本語の授業を

体験のサポートとして位置付けることによって､

ただ体験をさせるだけの研修から､ 学生が体験

と向き合い何かを学びとれるような研修へと移

行できたのではないかと考える｡

熊野 (2008) においても､ 体験交流型の研修

で体験から日本・日本人への理解を深めるため

には､ 体験交流活動と日本語の授業をつなぎ､

日本語の授業において前準備や振り返りをする

ことが重要であると述べられている｡ 本短期研

修は､ 熊野 (2008) や石井・熊野 (2009) のよ

うな自律的学習者の育成までは目標としておら

ず､ 体験を振り返って考え､ また次の体験につ

なげるという循環的な研修内容とはなっていな

い｡ しかし､ 学生のアンケートにも ｢日本語の

授業が体験をサポートしていた｣ というコメン

トや､ ｢学び｣ ｢自己の成長｣ に関するコメント

があったことからも､ 体験を振り返り考えると

いうプロセスを意識した学習の流れは､ ２週間

という短期間であっても､ 体験を通して日本に

対する理解を深め､ 学びを得てもらうのに有効

であると言えるだろう｡

以上より､ 熊野 (2008) における ｢準備｣

｢振り返り｣ という言葉を用い､ ｢体験｣ を研修

の中心に据え､ その前後に日本語の授業を組み

込んだ本短期研修の学習の流れを示すと表７の

ようになる｡

現段階では､ ｢準備→体験→振り返り｣ とい

う横の流れはできているが､ 熊野 (2008) で述

べられているように､ それが次の準備､ 体験に

つながり､ さらに次へとつながっていく循環的

な学習の流れにはなっていない｡ 今後､ 学習の
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流れを振り返りで途切れさせないような循環的

学習を意識し､ 研修内容を見直す必要がある｡

②学生の相互作用を活かした日本語の授業

本短期研修では､ 調べ学習や日記・語彙リス

トの共有など､ 学生の相互作用を活かした教室

活動を目指した｡ 学生たちがすでに顔見知りで

あったということもあるが､ 日本語の授業にお

いて､ お互いに援助・補助し合う姿が見られた｡

体験の ｢準備｣ では､ 日本語のレベルが低い学

生を他の学生が助けたり､ パソコンが得意な学

生が調べ学習で他のグループメンバーを引っ張

るなど､ お互いに協力しながら体験の ｢準備｣

に取り組んでいた｡ 特にこの ｢準備｣ での協力

体制はグループ活動でも発揮されており､ 初級

レベルの学生でも積極的に日本語を媒介とする

活動に参加する姿が見られた｡ 体験の ｢振り返

り｣ として行った日記・語彙リストによる情報

の共有では､ 日記を書く時点では個人で表現で

きなかったことを他の学生の助けで引き出せた

り､ 他の学生のコメントから書き忘れていたこ

とを思い出すといった場面が見られた｡ 日記・

語彙リストの共有は､ 学生が新たな視点を得た

り､ 体験をさらに深めるというところまではい

かなかったが､ 学生の体験の振り返りに一役買っ

ていたと言える｡ また､ 第３章で述べたとおり､

情報の共有は長崎見学のフィードバック､ グルー

プ活動後の報告会準備においても体験の振り返

りとして機能していた｡

このように､ 授業活動において学生の相互作

用を活かすことができたのは､ 学生が同じタイ

語という母語を持っており､ お互いに助け合お

うとする姿勢があったからであろう｡ 母語が同

じであり､ 初級から中級入門までのレベルの学

生を対象にした体験型短期研修においては､

｢準備｣ ｢振り返り｣ の両方において学生同士の

相互作用を活かしたクラス活動を取り入れるこ

とも体験のサポートとして有効だと考えられる｡

４－３. 体験の振り返りに関する反省点

日本語の授業で体験の準備を行ったことで､

学生たちが体験に主体的に臨み､ 初級から中級

入門のレベルでも日本語を運用しつつ体験に取

り組む様子が見られた｡ これは体験型短期研修

の主たる目標から見て､ 良い授業の流れだった

と言えるだろう｡ 日本語の授業の大きな反省点

としては､ 体験を通して何を学んだか､ どんな

感想を持ったかについて､ 学生の十分なアウト
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準 備 体 験 振り返り

【福岡紹介】

・ＤＶＤ鑑賞､ 地図

【場面別会話】

・表現導入､ ロールプレイ

日常生活

(買い物､ 外食､ 観光など)

・日記・語彙リスト作成

・クラスでの共有

表７. 短期研修の学習の流れ

・インターネットによる調査

・インタビュー準備

(表現､ 質問項目)

※ ｢インタビュー準備｣ は

｢グループ活動｣ のみ実施｡

体験学習

・長崎見学

・グループ活動

(訪問､ インタビュー､ 見学)

・日記・語彙リスト作成

・クラスでの共有

・グループ活動報告会の準備

及び報告会での発表



プットが得られなかったということがあげられる｡

学生たちは､ この短期研修を通して､ 日本文

化と日本語への理解を深めることを求められて

いる｡ そのため､ 体験を ｢見るだけ､ しただけ｣

で終わらせないための工夫として､ 日記に記録

する､ クラスで話し合う､ 発表の形にまとめる

などの機会を授業で設けてきた｡ 前節で述べた

とおり､ クラスで共有することによって､ 相互

作用を生かした振り返りを行うことができた｡

しかし､ 一人ひとりの日記では ｢～をした｡ ～

を見た｡ 楽しかった｡｣ といった､ 単純な記述

にとどまる例が多く見られた｡ 本研修のメイン

の体験である長崎見学については､ クラスで話

し合ってから作文を書かせたが､ 体験から何を

考えたかが作文に十分に表れていたとは言えな

い｡ グループ発表では､ 日本語力のある学生が

感想の部分を担当するグループが多く､ 訪問先

の説明などを担当した学生には､ 所感をアウト

プットする機会を与えることができなかった｡

2009年の短期研修の最終活動は ｢この短期研

修で最も印象に残ったこと｣ をテーマとした個

人スピーチであった｡ 2010年はグループ活動報

告会の準備に十分時間を充てるために個人スピー

チを削ったが､ 短期研修に対する学生一人ひと

りのまとめを参加者全員で共有し､ また全員に

等しく日本語運用の機会を与えることができる

という点で､ 個人スピーチは良い活動であった｡

体験をより深い学習にするための ｢準備｣ に

ついては､ これまでの試みが成功していると言

える｡ 今後は､ 各体験で感じたことや学んだこ

とを各自に表出してもらい､ 参加者で共有する

ことが必要である｡ 気づきをどのような形で学

生に表現してもらうか､ そのための時間やカリ

キュラム上の仕掛けをどのように作るかが今後

の課題である｡ これについては次節で具体的な

改善案を述べる｡

４－４. 日本語の授業の改善に向けて

２週間という限られた時間の中でより深い体

験ができるように､ また日本への理解をより深

めるために､ ｢振り返り｣ の内容を充実させる

ことが今後も引き続き課題となる｡ 体験で学ん

だことや感じたことを表出してもらうために､

まずは個々の気づきを促し､ 深める必要がある｡

そのための改善策は２点考えられる｡ 一つは､

気づきを深めるための工夫をコース開始時から

取り入れることである｡ これまでは､ 研修の初

日にコーディネーターが個人面談をして､ 短期

研修に望むことなどを聞いていた｡ これを日本

語の授業の中に取り込み､ クラスメートと話し

合いながら各自の目標を設定させるように改善

する｡ まず初日に短期研修全体の流れを教師が

説明し､ 全体の目標を意識化させる｡ その後ク

ラスで各自の目標設定ができれば､ 自主的な学

習の方向付けにつながると考えられる｡ また､

短期研修の終わりに､ ２週間の研修を振り返る

時間を日本語の授業の中に設け､ コース開始時

の目標に照らして何が得られたかを自己評価さ

せる｡ このように全体の流れを意識したスケジュー

ル構成とすれば､ 段階を踏んで､ 体験を通して

得た ｢気づき｣ を一人一人が語ることができる

ようになるのではないか｡

気づきを深めるためのもう一つの対策として､

日記・語彙リストシートの改善が考えられる｡

日記・語彙リストは､ �４一枚の紙に６行程度
の短い日記と､ 10語の語彙リストを書くような

紙面になっている｡ 2010年は､ 宿題で書いてき

た日記について授業中に話し合うことにより､

体験の感想や関連する情報をクラスで共有する

ことができた｡ この活動をより活性化するため､

単純な日記ではなく､ ｢気づいたこと｣ ｢考えた

こと｣ を書くように明示的に指示するなどの工

夫を今後検討する｡
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このように授業の流れを柔軟に修正しつつ､

｢準備・体験・振り返り｣ の蓄積と循環によっ

て気づきと学びを促すような授業を目指し､ 改

善を重ねたい｡

５. おわりに

本稿では､ 九大とマヒドン大学の教育連携プ

ログラムにおける２週間の短期研修について､

日本語の授業に視点を置いて､ 報告と考察を行っ

た｡ ３年間の３回実施の報告に過ぎず､ 方法は

年々改善されているとはいえ､ まだ改善の余地

がある｡ 日本語の授業の内容を整備すること､

振り返りを充実させること､ 気づきを促す仕掛

けを取り入れることなど､ より深い体験をさせ

るための課題が残っている｡ 今後は､ 考察から

見えてきた反省点を踏まえて､ 体験を一層効果

的にサポートする日本語の授業を考え､ 2011年

の短期研修に生かしていきたい｡
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＜注＞

１) マヒドン大学は､ タイで初めての医学学校が前身で､

1943年に医科大学となった｡ 現在は､ 学生数が約

26000人で､ 学部17､ 単科大学６､ 研究所７､ セン

ター９､ そして４つの病院を持っている｡ そのうち､

本プログラムに関わっているのは､ 文学部と����
(�������������������������������������) である｡
タイ語の講義は文学部､ 受け入れの企画等は����
が担当し､ プログラム全体は大学の事務局が統括し

ている｡

２) 英語の名称は､ ｢��������� ��������������������������������������������｣｡
３) 2008年､ 2009年は各10名であったが､ 2010年より15

名になった｡

４) 2008年から2010年の担当者は､ コーディネーター：

吉川裕子､ 日本語教師：菊池富美子・山田明子､

事務：佐藤伸一郎 (2008年)､ 幸野達也 (2009年・

2010年)｡

５) この体験型の内容は九大とマヒドン大学との協議で

決められており､ 九大生がマヒドン大学で短期研修

を受ける際も同様の内容となっている｡
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全学補講 (���������������������� 以下����) は総合・漢字・会話・読解・作文・専門 (ビ

ジネスマナー) の６コースで構成されている｡ 九州大学に在籍している外国籍の学生・教員・訪問研

究員であれば����が受講できるため､ 受講者のタイプとニーズは多岐に渡る｡ 当センターに所属し
日本語を学習しているのは､ 短期プログラム��������������������������の留学生 (以下���
生)､ 日本語日本文化研修プログラムの留学生 (以下日研生)､ 広州市職員派遣プログラムの研修生､

予備教育プログラムで日本語を受講する日本語研修コース生 (以下研修生)､ 日韓共同理工系学部留

学生 (以下日韓プログラム生) である｡ 他部局の所属で����を受講している受講者は､ 大学院生､
研究生､ 特別聴講生､ 学部の交換留学生､ 訪問研究員である｡

１－１ コース編成・１週間あたりの授業開講数

近年､ 学習者数が急増したにも関わらず､ 当センターの組織は1996年 (平成８年) に����が開始
された当時と大きな変化がないため､ 2008年度 (平成20年度) までの構成 では学習者の増加に対応

しクラス数を増やすことができないという問題が生じた｡ そこで､ 今年度はコース編成や開講授業数

に以下の変更を加えた｡

１) 筑紫キャンパスと大橋キャンパスではそれぞれ別の日本語コースを開講していたが､ 両キャンパ

スが距離的に近く受講者数も多くないため､ 両キャンパスの日本語コースを合体させ一本化した｡

２) 箱崎キャンパスと伊都キャンパスでは１レベルあたりのクラス数を増やす代わりに､ 昨年度まで

は１週間あたり４回開講されていた�1レベル(入門)～�4レベル (中級入門) の授業開講数を､ １週

間あたり３回の授業数に変更した｡ また､ �1(入門)～�3 (初級２) では､ １週間３回の授業数で効
率よく学習できるよう使用教科書を変更した｡

３) 中級については､ 受講者数が増加することにより学習者のレベル差が目立つようになったため､

中級入門レベルと中級１レベルの間に新たなレベルを設定した (表１)｡
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以上をふまえ､ 年度は次のようにコースを編成した (表２)｡
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表１ 2008年度までのレベルと今年度のレベルの対応

2008年までの
レベル

新レベル
2008年までの
レベル

新レベル�4 下レベル �4 �3� �3�4 上レベル �5 �3� �4�5 �6 �4 �5�6 �7 �5 �6�7 �8 �6 �7�5 �6 �7 �8�6 �7�6 �7�7 �8
表２ ����のコース編成

※ ( ) 内は１週間の授業回数

日 本 語 コ ー ス

総 合 漢 字 会 話 読 解 作 文 専 門

入 門 ��1(3)
初 級 １ ��2(3) ��2(2) ��2(2)
初 級 ２ ��3(3) ��3(2) ��3(2)
中級入門 ��4(3) ��4(2) ��4(2)
中 級 １ ��5(2) ��5(2) ��5(2)
中 級 ２ ��6(2) ��6(2) ��6(2) ��6(2)
上級入門 ��7(2) ��7(2) ��7(2) ��7(2) ��7(2)
上 級 ��8(1) ��8 ��8(2) ��8(2) ��8(1)



１－２ 教材

2009年 (平成21年度) に使用したテキストや教材は表３の通りである｡

先に述べたが､ 初級レベルでの授業数の変更に対応し､ 使用教科書も変更した｡ 今年度は､ �1およ
び�2で 『初級日本語げんき』 を先行して使用したが､ 来年度から全初級レベルで採用する予定であ

る｡

１－３ 開講スケジュール

昨年度に引き続き､ 各学期を６週間とした４学期制を採用している (表４)｡ 春学期は第１期と第

２期に､ 秋学期は第３期・第４期に分かれる｡ 春学期・秋学期ともに開講期間は12週間 (第１期～第

２期､ 第３期～第４期) である｡

１－４ 受講申し込みオンラインシステム

伊都キャンパスにおける日本語コースが軌道に乗り学習者数が増加してきたことから､ 伊都キャン

パス用の受講申込みオンラインシステム (以下オンラインシステム) を開発し､ 2009年度の秋学期か
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表３ 各クラスでの使用教材

総合 使 用 教 材 漢字 使 用 教 材��1 『初級日本語げんきⅠ』 ��2
『������������������1』��2 『初級日本語げんきⅠ､ Ⅱ』 ��3��3 『�������������Ⅱ』 ��4 『������������������1�2』��4 『��������』 ��5
『������������������2』��5 『日本語２��ステップ』 ��6��6 『日本語中級�301』 ��7 『�������������������������1』��7 『文化中級Ⅱ』 ��8 『�������������������������2』��8 自主作成教材を使用 読解 使 用 教 材

会話 使 用 教 材 ��6 『大学生と留学生のための論文ワークブック 読解編』��2 『聞く・考える・話す 留学生のた
めの初級日本語会話』

��7 『大学生と留学生のための論文ワークブック 論文編』��3 作文 使 用 教 材��4 『�����������������������2』 ��7 『大学生と留学生のための論文ワークブック 作文編』��5 『聞いて覚える話し方 日本語生中継 初中級編2』 ��8 『小論文への12のステップ』��6 『日本語上級話者への道』��7
『自主作成教材を使用』��8

表４ ����の開講スケジュール
学 期 開 講 期 間

春学期
第１期 平成21年４月９日～５月27日
第２期 平成21年６月１日～６月27日

秋学期
第３期 平成21年10月13日～11月21日
第４期 平成21年12月１日～１月29日



ら始動させた｡ 箱崎キャンパス用のオンラインシステムと伊都キャンパス用のオンラインシステムを

分離させたことで､ 各キャンパスの受講者に必要な情報を必要に応じて提供できるようになった｡

１－５ プレースメントテスト

当センターでは､ 総合テスト (文法・聴解・読解)､ 漢字テストおよびインタビューテストを実施

している｡ 新規の受講者は全員総合テストを受験する｡ 漢字テストおよびインタビューテストは技能

別コースを受講したい学習者が受験することになっている｡

１－６ 複数キャンパスへの対応

九州大学は､ 箱崎､ 馬出､ 六本松､ 大橋､ 筑紫､ 伊都の６つのキャンパスに分散している｡ 日本語

コースが開講されているのは箱崎､ 伊都､ 筑紫､ 大橋の４キャンパスである｡

１－１で述べたように､ 今年度は筑紫キャンパスと大橋キャンパスで開講されていた日本語コース

を一本化した｡

表５に各キャンパスで開講された日本語コースの内容､ レベルおよび１週間あたりの授業回数をま

とめる｡
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表５ 各キャンパスで開講された日本語コース１)

キャンパス 開講コース 開講レベル
１週間当たりの

各クラスの授業回数

箱 崎

総合(�) １～８
１～４レベル：３回
５～７レベル：２回
８レベル ：１回

漢字(�) ２～８ ２回

会話(�) ２～８ ２回

作文(�) ６,７ ２回

読解(�) ７,８ ２回

専門(�) ８ １回

伊 都 総合(�) １～４
１～３レベル：３回
４レベル ：２回

筑紫・大橋 総合(�) 初級前半 ２回

初級後半 ２回

中級 ２回

1) レベルの詳細については表１を参照｡



２－１ 受講者数

図１に2002年度 (平成14年度) 以降の学習者数の推移をまとめる｡

2007年度 (平成19年度)以降学習者数が急激に増加しており､ 2007年度からの２年間は１年間に100

名近い規模で増えていることが分かる｡ 今年度の秋学期は､ 当センター開設以来初めて受講登録者数

が500名を上回り､ 述べ受講者数も800名に迫る人数となった｡ 2002年度 (平成14年度) の秋学期と今

年度の秋学期を比較すると､ 受講登録者数は約2�1倍､ 述べ受講者数は約2�4倍の増加となっている｡
留学生受け入れ30万人計画が打ち出されたこともあり､ 今後も受講者数の増加は続くと考えられる

が､ 当センターの現体制ではこれ以上日本語コースの規模を拡大することは困難である｡ 組織のあり

方を昨年度から引き続き検討しているが､ 同時に､ 誰を対象にした日本語コースを開講すべきかなど､

受講対象学習者と開講日本語コースを整理しなおす必要があるのではないか｡

２－２ 受講者の内訳

下に受講者の所属 (表６)､ 身分 (表７)､ 受講暦 (表８)､ 出身地域 (表９) をまとめる｡

学習者の所属については､ 留学生センターに所属する学習者が春学期では全体の21�8％､ 秋学期は
18�4％を占めており､ 全学補講コースとはいっても当センター所属の学習者が最も多い｡
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図１ ����受講者数の推移

２. 受講者数および受講者の内訳
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次に多いのは工学部および工学府に所属する学習者である｡ これらの学習者は伊都キャンパスの日

本語コースを受講しているが､ その他にも比較社会文化学府､ システム情報科学府､ 総理工学府､ 数

理学府､ 理学部の一部が伊都キャンパスの日本語コースを受講しており､ 学習者の約27％が伊都キャ

ンパスに在籍することになる｡ 今後､ 伊都キャンパスの日本語学習環境を更に整備していく必要があ

る｡

学習者の身分 (表７) は例年通り ｢研究生｣ および ｢大学院生｣ が多い｡ また､ 近年､ 当センター

の日本語コースを受講し単位認定を受ける各部局所属の交換留学生が増えている｡

受講歴 (表８) については､ 春学期は継続受講者が多く秋学期は新規の受講者が多い｡ 秋学期に日

本に来て翌年の夏に帰国する学習者や､ 秋学期に日本に来て１年間ほど日本語を学習しその後研究活
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表７ 受講者の内訳 (身分別)

身 分
春 学 期 秋 学 期

人 数 ％ 人 数 ％

研究生 168 39�8％ 169 32�8％
修士課程学生 83 19�7％ 109 21�1％
博士課程学生 28 6�6％ 63 12�2％
交換留学生 31 7�3％ 42 8�1％��������������������������生 46 10�9％ 53 10�3％
日本語・日本文化研修コース生 31 7�3％ 35 6�8％
日本語研修コース生 9 2�1％ 10 1�9％
日韓理工系プログラム 0 0�0％ 13 2�5％
その他の身分の学生 8 1�9％ 6 1�2％
訪問研究員 18 4�3％ 16 3�1％

計 422 100�0％ 516 100�0％

表６ 受講者の内訳 (所属別)

所 属
春学期 秋学期

所 属
春学期 秋学期

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

留学生センター 92 21�8％ 95 18�4％ 歯学府・歯学部 9 2�1％ 8 1�6％
人文科学府・文学部 25 5�9％ 34 6�6％ 薬学府・薬学部 2 0�5％ 3 0�6％
比較社会文化学府 15 3�6％ 24 4�7％ 工学府・工学部 61 14�5％ 78 15�1％
人間環境学府・教育学部 20 4�7％ 34 6�6％ 芸術工学府・芸術工学部 18 4�3％ 31 6�0％
法学府･ロースクール･法学部 38 9�0％ 44 8�5％ システム情報科学府 26 6�2％ 26 5�0％
経済学府・ビジネスス
クール・経済学部 18 4�3％ 32 6�2％ 総合理工学府 7 1�7％ 7 1�4％
理学府・理学部 7 1�7％ 6 1�2％ 生物資源環境科学府・農学部 51 12�1％ 66 12�8％
数理学府 8 1�9％ 7 1�4％ システム生命科学府 4 0�9％ 4 0�8％
医学系学府・医学部 21 5�0％ 17 3�3％ その他 0�0％ 0�0％



動を本格化させる学習者が多いためである｡

出身地域 (表９) は､ １年を通して中国・台湾が最も多く､ 全体の43～48％を占める｡ 次に他のア

ジアが全体の23～24％を占め､ 韓国の11～12％と続く｡ 出身地域はアジアだけで学習者全体の80％以

上を占めていることが分かる｡

����では､ 春学期末 (６月) と秋学期末 (２月) に､ 学習者による授業評価を行っている｡ 授業

評価はオンラインシステムで入力することができ､ コース終了日までに学習者がオンラインシステム

で評価を入力する｡ 以下に2009年度 (平成21年度) の結果をまとめる｡

３－1 授業について

(1) 授業の難易度

質問：この授業の難易度は全体としてどうでしたか｡

ａ. とてもやさしかった ｂ. やさしかった ｃ. どちらとも言えない

ｄ. むずかしかった ｅ. とてもむずかしかった
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表９ 受講者の内訳 (出身地域別)

出 身
春 学 期 秋 学 期

人 数 ％ 人 数 ％

中国・台湾 185 43�8％ 247 47�9％
韓国 51 12�1％ 58 11�2％
他アジア 105 24�9％ 121 23�4％
ヨーロッパ 47 11�1％ 48 9�3％
北米 10 2�4％ 14 2�7％
その他 24 5�7％ 28 5�4％

計 422 100�0％ 516 100�0％

表８ 受講者の内訳 (受講歴別)

春 学 期 秋 学 期

人 数 ％ 人 数 ％

新規受講者 163 38�6％ 354 68�6％
継続受講者 259 61�4％ 162 31�4％

計 422 100�0％ 516 100�0％

３. 受講者による授業評価



(2) 宿題の量

質問：宿題の量は適当でしたか｡

ａ. 少なかった ｂ. もう少しあったほうがよかった ｃ. ちょうどよかった

ｄ. 少し多かった ｅ. たいへん多かった
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表11 宿題の量

少ない やや少ない 適量 やや多い 多い

総 合
初 級

春学期 1.9％ 5.7％ 72.6％ 19.8％ 0.0％
秋学期 1.2％ 8.3％ 78.6％ 10.7％ 1.2％

中上級
春学期 3.8％ 9.4％ 67.9％ 17.0％ 1.9％
秋学期 0.0％ 4.8％ 71.4％ 20.2％ 3.6％

漢 字
春学期 4.7％ 7.8％ 76.6％ 7.8％ 3.1％
秋学期 3.0％ 6.0％ 67.2％ 17.9％ 6.0％

会 話
春学期 0.0％ 10.5％ 84.2％ 5.3％ 0.0％
秋学期 0.0％ 12.2％ 81.1％ 6.8％ 0.0％

読 解
春学期 0.0％ 14.3％ 78.6％ 7.1％ 0.0％
秋学期 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％

作 文
春学期 11.5％ 3.8％ 84.6％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 8.3％ 91.7％ 0.0％ 0.0％

専 門
春学期 11.5％ 3.8％ 84.6％ 0.0％ 0.0％
秋学期 8.3％ 0.0％ 91.7％ 0.0％ 0.0％

易しい やや易しい 丁度よい やや難しい 難しい

総 合
初 級

春学期 2.7％ 14.4％ 60.6％ 20.7％ 1.6％
秋学期 1.8％ 21.4％ 58.3％ 16.7％ 1.8％

中上級
春学期 0.0％ 19.8％ 57.5％ 20.8％ 1.9％
秋学期 3.6％ 27.4％ 45.2％ 22.6％ 1.2％

漢 字
春学期 1.9％ 18.9％ 60.4％ 18.9％ 0.0％
秋学期 4.5％ 23.9％ 56.7％ 14.9％ 0.0％

会 話
春学期 3.1％ 20.3％ 65.6％ 10.9％ 0.0％
秋学期 2.7％ 18.9％ 63.5％ 13.5％ 1.4％

読 解
春学期 0.0％ 26.3％ 57.9％ 15.8％ 0.0％
秋学期 0.0％ 15.4％ 84.6％ 0.0％ 0.0％

作 文
春学期 7.1％ 21.4％ 64.3％ 7.1％ 0.0％
秋学期 0.0％ 16.7％ 75.0％ 8.3％ 0.0％

専 門
春学期 0.0％ 11.5％ 76.9％ 11.5％ 0.0％
秋学期 0.0％ 8.3％ 58.3％ 33.3％ 0.0％

表10 授業の難易度



(3) 授業の回数

質問：１週間の授業回数は適当でしたか２)

ａ. 少なかった ｂ. もう少しあったほうがよかった ｃ. ちょうどよかった

ｄ. 少し多かった ｅ. たいへん多かった

(4) 開講期間

質問：コースの長さ (５週間) は適当でしたか｡

ａ. 短かった ｂ. もう長いほうがよかった ｃ. ちょうどよかった

ｄ. 少し長かった ｅ. たいへん長かった
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表12 授業の回数

少ない やや少ない 適量 やや多い 多い

総 合
初 級

春学期 2.7％ 23.9％ 67.0％ 6.4％ 0.0％
秋学期 1.8％ 19.6％ 71.4％ 7.1％ 0.0％

中上級
春学期 0.9％ 9.4％ 89.6％ 0.0％ 0.0％
秋学期 1.2％ 11.9％ 82.1％ 4.8％ 0.0％

漢 字
春学期 0.0％ 11.3％ 81.1％ 7.5％ 0.0％
秋学期 0.0％ 13.4％ 83.6％ 3.0％ 0.0％

会 話
春学期 1.6％ 17.2％ 79.7％ 1.6％ 0.0％
秋学期 4.1％ 13.5％ 77.0％ 5.4％ 0.0％

読 解
春学期 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 15.4％ 76.9％ 7.7％ 0.0％

作 文
春学期 0.0％ 14.3％ 78.6％ 7.1％ 0.0％
秋学期 0.0％ 0.0％ 91.7％ 8.3％ 0.0％

専 門
春学期 0.0％ 23.1％ 76.9％ 0.0％ 0.0％
秋学期 25.0％ 33.3％ 33.3％ 8.3％ 0.0％

表13 開講期間

少ない やや少ない 適量 やや多い 多い

総 合
初 級

春学期 5.3％ 21.8％ 69.1％ 2.7％ 1.1％
秋学期 3.0％ 19.6％ 72.6％ 4.8％ 0.0％

中上級
春学期 0.0％ 6.6％ 91.5％ 1.9％ 0.0％
秋学期 0.0％ 14.3％ 75.0％ 10.7％ 0.0％

漢 字
春学期 1.9％ 15.1％ 81.1％ 1.9％ 0.0％
秋学期 1.5％ 7.5％ 80.6％ 10.4％ 0.0％

会 話
春学期 4.7％ 17.2％ 75.0％ 1.6％ 1.6％
秋学期 0.0％ 13.5％ 78.4％ 8.1％ 0.0％

読 解
春学期 5.3％ 10.5％ 73.7％ 10.5％ 0.0％
秋学期 7.7％ 7.7％ 84.6％ 0.0％ 0.0％

作 文
春学期 0.0％ 28.6％ 71.4％ 0.0％ 0.0％
秋学期 8.3％ 0.0％ 91.7％ 0.0％ 0.0％

専 門
春学期 3.8％ 15.4％ 76.9％ 3.8％ 0.0％
秋学期 8.3％ 33.3％ 50.0％ 8.3％ 0.0％

2) 各コースの１週間当たりの授業回数は表１にまとめてある｡



(5) 授業の進度

質問：授業のスピードは適当でしたか｡

ａ. 遅かった ｂ. もう少し速いほうがよかった ｃ. ちょうどよかった

ｄ. 少し速かった ｅ. たいへん速かった

(6) １クラスあたりの受講者数

質問：クラスの大きさ (学生の数) は適当でしたか｡

ａ. 小さい ｂ. もう少し大きいほうがよかった ｃ. ちょうどよかった

ｄ. 少し大きかった ｅ. たいへん大きかった

開講されたコースは､ 難易度､ 宿題の量､ 開講期間､ 授業回数､ 進度についてはほぼ適当であった

といえる｡

大 神 智 春66

表15 １クラス当たりの受講者数

少ない やや少ない 適量 やや多い 多い

総 合
初 級

春学期 0.5％ 3.2％ 72.3％ 23.4％ 0.5％
秋学期 0.0％ 4.2％ 72.6％ 23.2％ 0.0％

中上級
春学期 0.9％ 2.8％ 67.0％ 23.6％ 5.7％
秋学期 1.2％ 3.6％ 61.9％ 25.0％ 8.3％

漢 字
春学期 1.9％ 5.7％ 84.9％ 7.5％ 0.0％
秋学期 1.5％ 3.0％ 74.6％ 16.4％ 4.5％

会 話
春学期 0.0％ 6.3％ 78.1％ 15.6％ 0.0％
秋学期 1.4％ 1.4％ 67.6％ 25.7％ 4.1％

読 解
春学期 0.0％ 10.5％ 73.7％ 15.8％ 0.0％
秋学期 0.0％ 7.7％ 84.6％ 7.7％ 0.0％

作 文
春学期 0.0％ 21.4％ 64.3％ 14.3％ 0.0％
秋学期 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％

専 門
春学期 3.8％ 3.8％ 84.6％ 3.8％ 3.8％
秋学期 8.3％ 0.0％ 33.3％ 50.0％ 8.3％

表14 授業の進度

遅い やや遅い 適当 やや速い 速い

総 合
初 級

春学期 2.1％ 11.2％ 62.8％ 20.7％ 3.2％
秋学期 6.0％ 22.6％ 56.5％ 13.7％ 1.2％

中上級
春学期 0.9％ 4.7％ 79.2％ 15.1％ 0.0％
秋学期 1.2％ 10.7％ 72.6％ 14.3％ 1.2％

漢 字
春学期 0.0％ 20.8％ 71.7％ 7.5％ 0.0％
秋学期 3.0％ 13.4％ 79.1％ 4.5％ 0.0％

会 話
春学期 4.7％ 3.1％ 87.5％ 4.7％ 0.0％
秋学期 1.4％ 12.2％ 81.1％ 5.4％ 0.0％

読 解
春学期 0.0％ 15.8％ 73.7％ 10.5％ 0.0％
秋学期 0.0％ 7.7％ 92.3％ 0.0％ 0.0％

作 文
春学期 0.0％ 28.6％ 57.1％ 14.3％ 0.0％
秋学期 0.0％ 8.3％ 91.7％ 0.0％ 0.0％

専 門
春学期 0.0％ 3.8％ 88.5％ 7.7％ 0.0％
秋学期 8.3％ 8.3％ 75.0％ 8.3％ 0.0％



今年度､ １クラスあたりの受講者数の改善を求めてコースを再編成したが､ クラスサイズについて

はどうであろうか｡ コース評価の結果 (表15) は､ １クラス当たりの受講者数について ｢適量｣ とす

る回答が全体的には多いながら､ 春学期・秋学期ともに ｢やや多い｣ ｢多い｣ という回答も目立つ｡

特に秋学期の専門コースでは ｢やや多い｣ という回答が ｢適量｣ を上回った｡

先にも述べたが､ 現体制ではクラス数や教員数を増加させることが難しいため､ 今後､ これ以上の

受講者の受け入れも難しくなると思われる｡ 早急に対応を検討する必要がある｡

３－２ 学習者の自己評価

(1) 予習にかける時間

質問：授業の予習するのにどのくらい時間がかりましたか｡ 毎回平均 時間ぐらい

(2) 復習にかける時間

質問：授業の復習するのにかかった時間はどれぐらいでしたか｡ 毎回平均 時間ぐらい

予習時間および復習時間については､ どのコースも予習と復習に１～３時間程度費やしている｡ 例

年ほぼ同時間の自習時間を確保している学習者が多い｡

３－３ 教師に対する評価

各項目ともに､ 数値が高いほど高い評価である｡ 最大値は4�0で､ 3�0以上が一応の目安となる｡
(1) 授業時間の厳守

質問：授業は時間どおり行われましたか｡

ａ. 強くそう思う (4.0) ｂ. そう思う (3.0) ｃ. どちらとも言えない (2.0)

ｄ. そう思わない (1.0) ｅ. 全くそう思わない (0.0)
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表17 復習時間

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文 専 門

春学期 1�7 3�0 2�1 1�2 1�4 3�3 1�1
秋学期 2�2 2�6 2�5 1�5 1�0 1�1 2�7

表16 予習時間 �( ) 内の数値は時間

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文 専 門

春学期 2�0 3�1 2�3 1�9 1�5 0�8 0�9
秋学期 2�5 3�1 3�0 1�2 1�0 1�0 2�6�( ) 内の数値は時間

表18 授業時間の厳守

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文 専 門

春学期 3�1 3�3 3�5 3�4 3�2 3�3 3�1
秋学期 3�3 3�3 3�4 3�4 3�7 3�4 3�1



(2) 教育への熱意

質問：教師に授業への熱意が感じられましたか｡

ａ. 強くそう思う (4.0) ｂ. そう思う (3.0) ｃ. どちらとも言えない (2.0)

ｄ. そう思わない (1.0) ｅ. 全くそう思わない (0.0)

(3) 授業の準備

質問： (教師の) 授業の準備は十分になされていたと思いますか｡

ａ. 強くそう思う (4.0) ｂ. そう思う (3.0) ｃ. どちらとも言えない (2.0)

ｄ. そう思わない (1.0) ｅ. 全くそう思わない (0.0)

(4) 説明の分かりやすさ

質問：先生の指示・説明はどうでしたか｡

ａ. とてもわかりやすかった (4.0) ｂ. わかりやすかった (3.0)

ｃ. どちらとも言えない (2.0) ｄ. 少しわかりにくかった (1.0)

ｅ. わかりにくかった (0.0)

どのコースも全項目で３以上の評価を得ており､ 当センターの日本語コースは今年度も学習者から

高い評価を得ているといえる｡ また､ 春学期・秋学期ともにほぼ同数値の評価を得ていることから､

教員が質の安定した内容を提供していることが分かる｡

３－４ 総合評価

数値が高いほど評価が高いといえる｡ 最大値は100％で､ 80％以上が一応の目安である｡

質問：あなたはこのコースの授業にどのくらい満足していますか｡ ％
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表21 説明の分かりやすさ

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文 専 門

春学期 3�1 3�2 3�5 3�6 3�5 3�6 3�1
秋学期 3�3 3�3 3�5 3�4 3�7 3�6 3�4

表19 教育への熱意

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文 専 門

春学期 3�4 3�5 3�5 3�6 3�7 3�4 3�3
秋学期 3�6 3�5 3�5 3�6 3�7 3�8 3�8

表20 授業の準備

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文 専 門

春学期 3�5 3�5 3�6 3�6 3�7 3�4 3�2
秋学期 3�7 3�5 3�6 3�6 3�7 3�8 3�7



昨年度に引き続き､ 今年度も全てのコースにおいて80％以上の高評価を得た｡

また､ 読解コースと作文コースは春学期・秋学期ともに満足度が90％以上となっており､ 学習者の

評価が非常に高いことがわかる｡ 両コースとも2005年度 (平成17年度) に開講されて以来授業内容の

改善が重ねられてきた｡ 今年度の総合評価の結果は教員の努力の成果の表れといえるのではないだろ

うか｡

４. 今後の課題

今後の課題としては以下の点を挙げることができる｡

１) 学習者数増加への対応

当センターの組織は1996年度 (平成８年度) 以来大きく変化しておらず､ 現体制で今後の留学生数

の増加に対応していくのは極めて困難であろう｡ 今年度まではコースを再編成するなどして学習者の

受け入れに最大限の努力を払ってきたが､ 今後は方向転換を考える必要があるのではないか｡ 例えば､

コースを定員制にするとともに優先的に受講できる学習者の条件を設けるなど､ 現在の ｢来る者は拒

まず｣ の方針を変更する時期にさしかかっているのではないだろうか｡

２) オンラインプレースメントテストの開発

現在､ プレースメントテストは紙媒体で行っているが､ 学習者数の増加にともない定められたテス

ト日に来られない学習者が増加している｡ また､ 九州大学は現在６箇所にキャンパスが分散している

ため､ プレースメントテストの作業は教員にとって非常に煩雑で負担が大きいのが現状である｡

上の問題に対応するために､ プレースメントテストを早急にオンライン化し､ 学習者にとって利用

しやすいシステムにするとともに教員が効率よく業務を行えるようにする必要がある｡

参考文献

大神智春 (2009) ｢九州大学留学生のための日本語コース (���)｣ 『九州大学留学生センター紀要』
第18号 ���53�68
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表22 総合評価

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文 専 門

春学期 86�2 83�6 88�4 87�9 90�4 90�6 89�2
秋学期 86�6 85�7 88�5 85�7 95�1 96�0 90�6



日本語研修コースは､ 九州大学および九州北部地域の大学院に入学予定の国費研究留学生を主な対

象として来日後の半年間予備教育を行うコースである｡ 日本語研修コース (以下研修コース) では､

日本語教育､ 日本事情教育､ 大学院への適応を促進するための教育と支援を行っている｡ 半年の間に

会話を中心とした初級の日本語を習得させること､ 研究の場において円滑にコミュニケーションがで

きるようにすることを目標としている｡

研修コースは､ 留学生センターの独立したコースとして運営されてきたが､ 九州大学の留学生数が

増加したことから､ 平成20年度に研修コースと���を�1クラスの部分で融合させる改編を行った｡
平成21年度においても引き続き融合させた方法で運営した｡ 以下に平成21年度の実施状況を報告する｡

２. 実施概要

平成21年度研修コースの実施期間､ 主な日程は下記の通りである｡

１) 実施期間 前期 ４日８日 － ９月10日 (第48期)

後期 10月８日 － ３月11日 (第49期)

２) 主な日程

① 前期

開講式 ４月８日

授業開始 ４月９日

健康管理についての講義 (健康科学センター：上園慶子) ４月21日

防災センター・百道浜見学 ５月１日

見学旅行 (熊本城・阿蘇山) ５月30日

三者面談１ (指導教員・留学生・コーディネーターの三者) ６月－７月

書道の授業 (学外講師) ６月24日

小学校訪問 (福岡市立香陵小学校) ６月29日

夏休み ７月13日－31日
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夏季ラウンド (�1終了の研修生を対象とした�2 クラス) ７月13日－８月７日

発表会２ (文集 『世界の輪40号』 に収録) ９月３日

授業終了 ９月４日

閉講式 ９月10日

② 後期

開講式 10月８日

授業開始 10月13日

健康管理についての講義 (健康科学センター：上園慶子) 10月27日

見学旅行 (熊本城､ 阿蘇山) 11月２日

太宰府見学 11月15日

三者面談 (指導教員・留学生・コーディネーターの三者) 12月

冬休み 12月21日－１月８日

書道の授業 (学外講師) １月19日

小学校訪問 (福岡市立香陵小学校) ２月１日

冬季ラウンド (�2､ �3 ､ 中級入門レベル) ２月２日－26日

発表会 (文集 『世界の輪41号』 に収録) ３月３日

授業終了 ３月５日

閉講式 ３月11日

３) 研修生

研修生は､ 国費外国人留学生のうち九州大学及び北部九州の大学に配属された研究留学生と､ 福岡

教育大学で研修予定の教員研修留学生 (後期) である｡ 本年度は､ 来日時に日本語を学習していた

(�2～�4レベル) 研修生が目立ち､ 前期は約半数､ 後期は３分の１が既習者だった｡
① 前期 23名

日本語既習者10名を含む｡ 既習者は���でレベルの相当する３種類のクラスを受講｡
出身：アラブ首長国連邦､ インドネシア (２名)､ イラン､ オーストラリア､ オランダ､ 韓国､

コロンビア､ シリア､ タイ､ チェコ､ フィリピン (２名)､ ブルネイ､ ベトナム (４名)､

ペルー (２名)､ ラオス､ リベリア､ ロシア

進学先：九州大学21名､ 九州工業大学２名

② 後期 12名

日本語既習者４名を含む｡ 既習者は���でレベルの相当する３種類のクラスを受講｡
出身：イラン(２名)､ ウズベキスタン､ エルサルバドル､ タイ､ 中国､ ナイジェリア､ ハンガ

リー､ ブラジル､ ペルー､ ミャンマー､ メキシコ
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進学先：九州大学５名､ 福岡教育大学６名､ 九州工業大学１名���では前期・後期の途中 (第１ラウンド・第３ラウンド終了後) でプレースメントテストを行い､
入国遅れ等でクラスに入れなかった学生及び上のレベルに上がりたい受講者に対応している｡ 研修生

も本人の希望でこの時期にプレースメントテストを受け､ 上のクラスに移動できる｡ しかし､ �1から�2に移動した研修生はこれまでいなかった｡ 本年度は前期に１名後期に２名が�1から�2に上がった｡
４) 時間割

① 前期 (初心者クラス)

〈４月９日～７月10日〉第１ラウンド・第２ラウンド (���と同じ日程)�1�は���のクラスで､ ���の受講者と研修生の混成クラスである｡ ｢�1｣ (会話入門)､ ｢�1｣ (漢
字入門)､ ｢文化｣ の３種類のクラスは研修生だけを対象として独自に運営している｡

〈７月13日～８月７日〉 夏季ラウンド���の第２ラウンド終了後に夏季ラウンドを立ち上げ､ �1を終了した研修生を対象として､ �2レベ
ルのクラスを毎日実施した｡ これは､ 研修コースが�2 レベルの終了をコースの到達目標としている
からである｡ ���の�2の授業が12週間となっているのに比べ､ ３分の１の４週間で�2レベルを終了
した｡

② 後期 (初心者クラス)

〈10月13日～１月29日〉第３ラウンド・第４ラウンド (���と同じ日程)
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限 時 間 火 水 木 金

２ 10：30－12：00 �1� �1� �1�
３ 13：00－14：30 文化 �1 文化 �1
４ 14：50－16：20 �1 文化 �1 文化

限 時 間 月 火 水 木 金

２ 10：30－12：00 �2 �2 �2 �2 �2
３ 13：00－14：30 �2 �2 �2 �2 �2
４ 14：50－16：20 �2 発表会準備 �2 発表会準備 �2
限 時 間 火 水 木 金

２ 10：30－12：00 �1� �1� �1�
３ 13：00－14：30 文化 �1 文化 �1
４ 14：50－16：20 �1 文化 �1 文化



後期は���の�1が�～�の４クラス編成になった｡ �1�は研修生と２限目を希望する���の受講生
との合同クラスである｡

〈２月２日～２月26日〉冬季ラウンド

後期は���の第３ラウンド終了後に冬季ラウンドを立ち上げ､ �1を終了した研修生を対象として､�2レベルのクラスを毎日実施した｡
③ 後期 (冬季ラウンドの既習者クラス)

冬季ラウンドでは､ 既習者クラスも２クラス体制 (�3レベルと中級入門レベル) で実施した｡ 夏季
冬季の特設ラウンドに既習者クラスを設けるのは初めての試みである｡

〈２月２日～２月26日〉冬季ラウンド (既習者)

３. 授業内容

１) 授業時間数

① 前期 (１コマは90分)
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限 曜 日 月 火 水 木 金

２ 10：30－12：00 �3
３ 13：00－14：30 �3 中級入門 発表会準備 �3 �3
４ 14：50－16：20 中級入門 発表会準備 中級入門 中級入門

レベル 期 間 週のコマ数 週 時間小計 時間合計

初心者

ラウンド１＆２ 11 12 198.0

310.5夏季ラウンド 15 4 90.0

発 表 会 の 週 15 1 22.5

既習者
ラウンド１＆２ 7 12 126.0

139.5
発 表 会 の 週 9 1 13.5

限 時 間 月 火 水 木 金

２ 10：30－12：00 �2 �2 �2 �2 �2
３ 13：00－14：30 �2 �2 発表会準備 �2 発表会準備

４ 14：50－16：20 �2 �2 発表会準備 �2 発表会準備



② 後期

前期は来日時に�2～�4レベルの日本語力のある既習者が23人中10人いた｡ 既習者の受講している���は第２ラウンド終了後に夏季休暇となる｡ この時期初心者には４週間の夏季ラウンドが開講され
ることから､ 既習者からも特設のクラスを望む声が聞かれた｡ そこで夏季ラウンド期間に既習者には

発表会の準備を課題とし､ 定期的 (週２コマ) にコーディネーターが指導したが､ これは授業ではな

く､ 個別の支援という位置づけであった｡ 後期は､ 冬季ラウンド期間にも授業を行ってほしいという

既習者からの強い要望があった｡ 既習者が�3と中級入門のほぼ２グループに分けられたため２クラ
ス立ち上げることを検討し､ 各クラス24コマの授業を実施した｡

２) 使用教材

使用した教材の主なものは以下の通りである｡ 21年度前期に､ ���の�1のテキストが 『�������������������������』 から下記に変更された｡ それに伴って研修コースの使用教材も変更した｡�1： 『初級日本語げんきⅠ』 坂野永理他 �������������
『初級日本語げんき ワークブックⅠ』 坂野永理他 ��������������1： 『初級日本語げんきⅠ』 坂野永理他 �������������
プリント教材�1： 『初級日本語げんきⅠ 読み書き編』 坂野永理他 �������������
プリント教材

文化：『はじめのいっぽ』 春原憲一郎他 スリーエーネットワーク

自主作成教材�2： 『初級日本語げんきⅠ』､ 『初級日本語げんきⅡ』

『初級日本語げんき ワークブックⅠ』､ 『初級日本語げんき ワークブックⅡ』

坂野永理他 �������������
冬季ラウンドの既習者クラス�3： 『初級日本語げんきⅡ』

『初級日本語げんき ワークブック Ⅱ』 坂野永理他 �������������
中級入門：『みんなの日本語中級Ⅰ』 スリーエーネットワーク
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レベル 期 間 週のコマ数 週 時間小計 時間合計

初心者

ラウンド３＆４ 11 12 198.0

307.5冬季ラウンド 15 4 90.0

発 表 会 の 週 13 1 19.5

既習者

ラウンド３＆４ 7 12 126.0

181.5冬季ラウンド 6 4 36.0

発 表 会 の 週 13 1 19.5



３) 授業内容

初心者レベルのクラスの授業内容は下記の通りである｡�1：１回90分の授業を週３回行う｡ 日本語学習経験の無い学習者を対象に､ 基礎的な文法や語彙
を勉強し､ 簡単な日常会話ができるようになることを目指す３｡�1：�1のクラスと連携させながら､ テキストの会話部分を補足発展させて､ 十分に会話の練習を
する｡ 聴解練習､ ディクテーションも行う｡�1：ひらがな・カタカナの表記から始まり､ ３週目から漢字の学習を開始する｡ �1クラスの進
度の後を追う形で進める｡ 総学習漢字数約100字｡

文化：教室での活動の他に見学・訪問などを実施しつつ､ ①日本文化と研修生それぞれの国の文

化の違いに気づき､ 異なる価値観を理解すること､ ②日本の大学や日本社会での生活に適応

できる力をつけること､ ③アカデミックな発表の方法を学ぶことを目標とする｡ 研修コース

終了前の発表会の準備も含む｡�2：対象は動詞､ 形容詞の過去､ 非過去の活用がわかる人｡ 日常会話に必要な基本的文法や語彙
を学び､ 身近な話題で会話ができる日本語能力を養成する４｡

４. 成績の認定と報告

成績は各クラスの得点を総合して判定した｡ (既習者の成績は���の各受講クラスの成績の総合点)
前期・後期それぞれ下記の通り全員合格であった｡ センター委員会の承認を得て修了が認定された｡

５. 研修生からの評価

コース終了前に研修生による評価をアンケート形式で実施した｡ 以下に評価の結果をまとめる｡

１) 研修生による評価

① 前期 ９月４日実施 回答者：12名 (初心者のみ) (記述部分は英文から和訳して抜粋)

質問１ 日本語のクラスに関して

〈初心者 クラス〉(数字は人数)
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総合評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 不合格

数値 (％) 90～100 80～89 70～79 60～69 60未満

前期 (人) 9 11 3 0 0

後期 (人) 6 3 3 0 0

クラス名 大変よい よい どちらとも言えない よくない 全然よくない 無回答�1 9 3 0 0 0 0�1 7 5 0 0 0 0�1 11 1 0 0 0 0

文化 7 5 0 0 0 0



〈�2 クラス〉(夏季ラウンド)
コメント：

・大変速く学ぶシステムだが､ 私はこのシステムがいいと思う｡

・大変だったが､ 語彙が増えて日本語が上手になった｡

・�2の時期に日本語の進歩を実感した｡ しかし､ 期間はとても短かった｡
・クラスの内容はよかったが､ 授業のペースが非常に早く､ よく理解できなかった｡

・テキストの練習をする時間が十分ではない｡

・非常に速くて練習の時間が足りなかったので､ 夏休みの後多くを忘れてしまった｡

・語彙が使えるようになるだけの十分な時間がない｡

・期間が短すぎる｡

〈クラス間のバランス〉

コメント：

・�2の期間が短い｡
・�2も�1と同じペースにすべき｡
・文化クラスの時間がちょっと多い｡

・�1と�1の時間を増やした方がいい｡ (2)
質問２ もっと勉強したかったこと (複数回答可)

質問３ 授業以外の活動について
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大変興味深い 興味深い
どちらとも
言えない

興味が
持てない

全然興味が
持てない

無回答

防災センター・百道見学 7 5 0 0 0 0

熊本城・阿蘇山旅行 10 2 0 0 0 0

書道 6 5 1 0 0 0

小学校訪問 7 5 0 0 0 0

大変よい よい どちらとも言えない よくない 全然よくない 無回答

4 5 3 0 0 0

大変よい よい どちらとも言えない よくない 全然よくない 無回答

4 8 0 0 0 0

その他：カジュアルな会話

会話 文法 漢字 聴解 発音 読解

11 7 9 7 3 2

作文 文化 スピーチ 語彙 その他

2 5 5 5 1



質問４ ｢三者面談｣ について

質問５ ｢発表会｣ について

質問６ 学習者自身が日本語の学習に意欲的に取り組んだかどうか

質問７ 毎日何時間ぐらい自宅学習に取り組んだか

質問８ コースへの満足度

質問９ コースへの提案

・研修コースは今後も学生たちが日本の社会に適応するのを助けるコースであってほしい｡

・�1で勉強した言葉を練習できるように､ �1の内容が�1の内容と連携しているといい｡
・夏季ラウンドの授業のペースをもっとゆっくりに｡

・�2は�1より役に立たない｡ 夏季ラウンドはもっと長くするか､ 文法を部分的に省く｡
・�2レベルは難しかった｡ �2の全ての日本語を吸収するには短すぎる｡ 期間の延長ができるといい｡
・�2クラスの期間を見直し､ できれば延長する｡
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大変役に立つ 役に立つ どちらとも言えない 役に立たない 全然役に立たない 無回答

6 3 2 0 0 1

無回答：三者面談なし

大変役に立つ 役に立つ どちらとも言えない 役に立たない 全然役に立たない 無回答

6 6 0 0 0 0

大変意欲的 意欲的 まあまあ 不足 全然足りない 無回答

2 8 1 1 0 0

４時間以上 ４

平均３時間
３時間以上 ４

２時間以上 ４

１時間以上 ０

100％ １

平均91％
90％以上 ８

80％以上 ２

70％以上 １



② 後期 ３月４日実施 回答者：12名 (初心者６名､ 既習者６名)

質問１ 日本語のクラスに関して (初心者レベルの回答)

〈初心者クラス〉(数字は人数)

〈�2 クラス〉(冬季ラウンド)
コメント：

・クラスのペースは非常に速かったが､ 理解はできた｡

・よかったが､ 速すぎた｡ 各課の単語をなかなか覚えることができなかった｡

〈クラス間のバランス〉

コメント：

・クラス間の構成はとてもいい｡

・�1の時にもっと時間をかけて練習し､ 文法の補強がしたかった｡
・漢字をもっと勉強したほうがいい｡

日本語のクラスに関して (既習者レベルの回答)

〈�3・中級入門 クラス〉(冬季ラウンド)
コメント：文法はたくさん勉強できたが､ もっと話す練習がしたかった｡

〈クラス間のバランス〉
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クラス名 大変よい よい どちらとも言えない よくない 全然よくない 無回答�1 5 1 0 0 0 0�1 6 0 0 0 0 0�1 6 0 0 0 0 0

文化 6 0 0 0 0 0

大変よい よい どちらとも言えない よくない 全然よくない 無回答

3 3 0 0 0 0

大変よい よい どちらとも言えない よくない 全然よくない 無回答

5 1 0 0 0 0

大変よい よい どちらとも言えない よくない 全然よくない 無回答

2 3 0 0 0 1

大変よい よい どちらとも言えない よくない 全然よくない 無回答

3 3 0 0 0 0



質問２ もっと勉強したかったこと (初心者レベルの回答) (複数回答可)

もっと勉強したかったこと (既習者レベルの回答) (複数回答可)

質問３ 授業以外の活動について

質問４ ｢三者面談｣ について

質問５ ｢発表会｣ について

質問６ 学習者自身が日本語の学習に意欲的に取り組んだかどうか
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文法 会話 聴解 スピーチ 漢字 語彙

5 4 5 0 3 2

発音 文化 読解 作文 その他

1 0 3 2 0

文法 会話 聴解 スピーチ 漢字 語彙

1 4 3 3 3 0

発音 文化 読解 作文 その他

0 1 1 2 0

大変興味深い 興味深い
どちらとも
言えない

興味が
持てない

全然興味が
持てない

無回答

熊本・阿蘇旅行 9 1 1 0 0 0

太宰府見学 5 3 0 0 0 0

書道 8 0 0 0 0 0

小学校訪問 11 1 0 0 0 0

九大生との会話 6 4 0 1 0 0

既習者は自由参加となっているため合計人数が異なる｡

大変役に立つ 役に立つ どちらとも言えない 役に立たない 全然役に立たない 無回答

8 0 1 0 0 3

無回答：三者面談なし

大変役に立つ 役に立つ どちらとも言えない 役に立たない 全然役に立たない 無回答

10 2 0 0 0 0

大変意欲的 意欲的 まあまあ 不足 全然足りない 無回答

2 7 2 0 1 0



質問７ 毎日何時間ぐらい自宅学習に取り組んだか

質問８ コースへの満足度

質問９ コースへの提案

・会話のクラスを増やす｡

・作文の授業を増やす｡

・宿舎の会館を出なければならない時期と発表会の準備の時期が重なっているのはよくない｡

(２名)

・文化クラスでも勉強したかった｡ (既習者)

・もう一つ会話のクラスがあるといい｡ (既習者)

・文法は理解できたが､ 大切なのはそれを使うことだ｡ そのためには会話クラスが週に３回か

４回あるといい｡ (既習者)

２) 評価のまとめ

研修コースの６か月間の構成と運営に関しては､ 概ね高い評価を得ていると言うことができる｡ 研

修生の満足度も20年度と比較すると上がっている５｡ しかし､ 日本語の授業の�2クラス (夏季ラウン

ド・冬季ラウンド) の部分に関しては､ 前年度と同様に他のクラスに比べて評価が下がっている｡ 例

えば､ 前期の�1と�2を比較すると下記の通りである｡�1に比べ�2では ｢大変よい｣ より ｢よい｣ の方が多くなり､ ｢どちらとも言えない｣ が３名ある｡

コメントを見ると､ ｢内容がよかった｣ ｢日本語が上達した｣ という声がある一方で､ 依然として ｢期

間が短い｣ ｢スピードが速い｣ というコメントが並んでいる｡ ｢�2も�1と同じペースにすべき｣ や ｢�2
クラスの期間の延長を｣ という意見もある｡ 研修コースの�2レベルの運営にはなお問題がある｡
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４時間以上 3

平均2.6時間

３時間以上 3

２時間以上 3

１時間以上 3

無回答 0

100％ 2

平均93.2％
90％以上 8

80％以上 2

70％以上 0

21年度前期�クラス 大変よい よい どちらとも言えない よくない 全然よくない 無回答�1 9 3 0 0 0 0�2(夏季ラウンド) 4 5 3 0 0 0



６. 今後の課題

今年度は二つの新しい試みを実施した｡ 一つは､ 2‒3)で述べたとおり､ 第１ラウンド終了後にプレー

スメントテストを受け､ 第２ラウンドで�1から�2に移動する学生を出したことである (第３ラウン

ドから第４ラウンドも同様)｡ �2に移動するためには､ �1の範囲を習得しているだけでなく�2の前半
の文法を習得していなければ�2後半への合流が難しい｡ 学生の頑張りと教師の特別な支援が必要と
なる｡ 希望者には補助教材のワークブックを自習させた後､ 解答の間違いを指導するなど手当てを行っ

た｡ 今年度は３名が�1から�2に上がり､ その後�2クラスでほぼ問題なく学習を継続することができ
た｡ もう一つは､ 後期に既習者レベルにも冬季ラウンドを開講し､ 授業を行ったことである｡ 3‒1)

で述べたように､ 既習者は�3と中級入門レベルに分かれて24コマの授業を受けた｡ 後期の研修生の
うち２名は､ ラウンド３で�1､ ラウンド４で�2､ 冬季ラウンドで�3を学習し､ コース期間に�1から�
3までの学習を終えることができた｡

研修コースは､ 初心者に初級レベル (�2程度) の日本語を習得させることを目標としているが､ 来
日時に既に�2以上のレベルの研修生が増加する傾向にある｡ また､ �2には達していないが国で多少学
習して来日する研修生も増加している｡ 今年度の前期は約半数､ 後期は３分の１が�2以上の既習者
だった｡ 今後はこうした既習者の日本語学習への要望も考慮し､ 今年度の試みを踏まえ､ 対策を考え

ていきたい｡

さらに､ 既習者に対応する一方で､ 夏季ラウンドと冬季ラウンドの�2レベルの運営方法を検討す
ることが､ 今後の大きな課題である｡ 平成20年度に実施された研修コースと���との�1部分の融合
によって､ 研修コースでは�1の進度に比べ�2の進度が非常に速いというバランスの悪い状態が続い
ている｡ 5‒2)で述べたとおり､ �2に関しては研修生の評価が下がっており､ ｢�2も�1と同じペースに
すべき｣ ｢�2クラスの期間の延長を｣という要望が出ている｡ これら研修生からの指摘を受けとめ､ �2
レベルの運営の問題点を検討する必要がある｡

注

１ 三者面談に関しては､ ｢日本語研修コースにおける ｢三者面談｣ の実施と効果｣ 『九州大学留学生センター紀要』 第

16号 ���13�21参照｡
２ 発表会は毎学期末に行う口頭発表である｡ 各自の専門に関して､ 今まで研究してきたことまたは今後研究したいこ

とについて､ 専門外の人に日本語で分かりやすく説明する｡ 一人質疑応答を含めて15～20分｡ 指導教員他関係者を招

待して行う｡ 発表の原稿は文集 『世界の輪』 としてまとめる｡

３ 留学生センターホームページ���������������������������������������������の���参照｡
４ 留学生センターホームページ���������������������������������������������の���参照｡
５ 20年度の研修コースに関しては､ ｢日本語研修コース｣ 『九州大学留学生センター紀要』 第18号 ���79�90参照｡

吉 川 裕 子82



平成21年度に留学生センターの日本語教育部門の教員が担当した全学教育科目は､ 学部留学生対象

の ｢日本語｣ である｡ 言語文化科目・言語文化基礎科目に分類されている ｢日本語｣ である｡ 日本語

は､ 留学生センターの教員６名と芸術工学部の教員１名が担当し､ 17コマを以下の表のように１年生

の前期と後期､ ２年生の前期に振り分け､ 各クラスが10名前後で指導ができるように構成されている｡

１. 平成22年度の学習内容

現在使われている時間割での授業は､ 平成16年度からで６年目にあたる｡ また平成20年度は､ 六本

松キャンパスでの最終年度であった｡ 平成21年度からは新しい伊都キャンパスでの授業なるため､ 引っ

越しに備え全学教育の教務課から授業を担当する部門に対して､ 21年度はできる限り20年度と同じよ

うに授業を行うようにという要請があった｡ そこで21年度もそれ以前と同じように担当し､ 学習項目

を同じように定めた授業を２コマずつ担当した｡

例えば､ 上の表にあるように､ １年の前期では１人の教員が月曜日の２限と３限の ｢聴解｣ の授業

を２コマ､ 別の教員が火曜日の２限と３限の ｢聴解｣ の授業を２コマ担当している｡ この２人の教員

はあらかじめ授業計画について話し合っているが､ 担当する学部の違いから学生の傾向も異なるため､

必ずしも全く同じ事をしているわけではない｡ また､ 同じく１年の前期に行われる ｢総合基礎｣ のよ

うに１人の教員が４コマを担当するというやり方で行われることもある｡

以下が時間割とその学習内容である｡

83
九州大学留学生センター紀要, 2011, 第19号, 83－85���������������������������������������������
2011����19�83�85
はじめに

����������
清 水 百 合�

�九州大学留学生センター教授
前期

１年生対象

１
月

２限 聴解(日Ⅱ) 法学部 理学部 薬学部 工学部(１部)

２ ３限 聴解(日Ⅱ) 工学部 芸術学部

３
火

２限 聴解(日Ⅱ) 経済学部 経工学部 工学部 21Ｃプ 医学部

４ ３限 聴解(日Ⅱ) 文学部 教育学部 医学部 歯学部 農学部

５
木

２限 総合基礎(日Ⅰ) 法学部 理学部 薬学部 工学部

６ ３限 総合基礎(日Ⅰ) 工学部 芸術学部

７
金

２限 総合基礎(日Ⅰ) 経済学部 経工学部 工学部 21Ｃプ 医学部

８ ３限 総合基礎(日Ⅰ) 文学部 教育学部 医学部 歯学部 農学部



また２年生対象の日本語では､ 第一外国語として日本語を履修する場合､ 文学部・教育学部・法学

部・経済学部の学生は､ ３単位を取らなければならない｡ しかし21年度の時間割りでは経済部の学生

はこちらが出している社会文化の日本語の時間 (月曜日) は箱崎日に当るため､ 社会科学の日本語

(水曜日) と自然科学の日本語 (金曜日) の２単位しか取れないので､ 実質上第一外国語をとして選

択するのが困難な状況となっている｡ しかし21年度は､ この点に関して､ 経済学部の留学生から､ 問

い合わせや要請はなかった｡

その他の学部では学生が必要と思われる科目を､ １年前期に２コマ (聴解､ 総合基礎)､ １年後期

に２コマ (作文､ 会話・発表) を全て受講できるようになっている｡

以下に示すのが､ １年生後期の時間割りと学習内容である｡

２. カリキュラムの長所と短所

入学したばかりの留学生が､ 一年生で全ての技能､ 前期に聴解と総合､ 後期に作文と会話・発表を

履修できるように分けて科目とした｡ このような形で日本語を受講できるようになったことの長所は､

まず大学において専門を勉強するために必要不可欠な日本語の力を集中して強化することで､ ある程

度まで引き上げることができるようになったことである｡

留学生は日本語の勉強において､ 大学に入るまではただ入学試験を目的として ｢より速く読む｣

｢考えをまとめてすばやく書く｣ 練習に集中してきた｡ そのため､ これからの４年間の大学での学習

において必要な日本語のスキル､ 例えば ｢講義を聴く｣ ｢レポートを書く｣ とはどのようなものかと

いうことが分かっているとはかぎらない｡

16年度の改編では日本語を担当する教員たちが､ 過去に教えた学生の日本語における問題点を分析
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後期

１年生対象

１
月

２限 作文(日Ⅲ) 法学部 理学部 薬学部 工学部

２ ３限 作文(日Ⅲ) 工学部 芸術学部

３
火

２限 作文(日Ⅲ) 経済学部 経工学部 21Ｃプ 医学部 工学部

４ ３限 作文(日Ⅲ) 文学部 教育学部 医学部 農学部

５ 木 ３限 会話・発表(日Ⅳ) 工学部 芸術学部

６ 金 ３限 会話・発表(日Ⅳ) 文学部 教育学部 医学部 歯学部 農学部

前期

２年生対象

９ 月 １限 社会文化(日Ⅴ) 文学部 教育学部 法学部 21Ｃプ 薬学部 工学部 農学部

10 水 ４限 社会科学(日Ⅵ)
文学部 教育学部 法学部 経済学部 経工学部 21Ｃプ
理学部 工学部

11 金 ４限 自然科学(日Ⅶ)
文学部 教育学部 法学部 経済学部 経工学部 21Ｃプ
医学部 歯学部 工学部 芸術学部



し､ 学部留学生が欠如している日本語の力を補強する授業構成を考え､ 上記のような時間割を作成し

た｡ 大学で講義を聴く力､ レポートを書く力やゼミで発表する力をつけることを目的としたこのカリ

キュラムは､ 既にある程度力があり､ 授業についていける学生には､ バランスよく日本語の力が加わ

り最適である｡

しかし､ 留学生の中には､ 様々な理由で日本語の聴く力､ 話す力､ 読む力､ 書く力のバランスがよ

くない学生が少なくない｡ 特に聴く力が弱い学生は､ 先生の講義が理解できないので､ 講義に出ても

何もできない｡ 後で友達にノートを見せてもらったり､ 自分で図書館に行き本を読んで勉強したりす

ることになるが､ 努力の割に効果は少ない｡ また知っている語彙の数が少ない学生は､ 聴いても､ 読

んでもわからないことばかりである｡ このような学生は､ 上記の時間割で日本語を勉強しても､ いつ

も足りない技能が学習の妨げとなり､ 急速に力をつけることは望めない｡ 現在の全学教育科目の日本

語では､ このように総合点では良いが､ 全てがよい訳ではなく､ むしろバランスが著しく悪い学生に

対処できないのが短所となっている｡

３. 今後の課題

留学生にとって日本の大学での専門科目の学習は､ 日本語の力､ 特に聴きと書きの力がないとかな

り難しい｡ 加えて､ たかだか２～３年しか勉強していない外国語である日本語で学習するのであるか

ら､ 当然大学での専門の講義に慣れるまで､ 日本人学生より時間がかかることが予想される｡ もちろ

ん､ 留学生は大学に入学したからには､ 努力を重ね､ 大学の定めたカリキュラムにのっとった単位履

修を行うべきではあるが､ 今のように大学の国際化が叫ばれ､ Ｇ30の英語による学部留学生のプログ

ラムも始まったこの時期に､ 改めて学部の留学生に対して少し緩やかなカリキュラムを考えてみるの

もいいのではないだろうか｡

今後も各学部の入学試験における日本語能力の受け入れ基準が低くく､ 入学しても充分勉強してい

けないレベルの留学生が入ってくるという問題は続いていくと思われる｡ 加えて山の上の伊都キャン

パスでの留学生生活は､ 六本松キャンパスに比べてさびしく､ アルバイトを探すのも困難という留学

生にとっての学習環境の変化もある｡

留学生にとっての ｢留学｣ とは､ 大学での授業に加えて､ より好ましい人間関係を教員や学生同士

で構築すること､ そして日本社会という異文化社会に身を委ねることで､ 自国では体験できないを通

して ｢適応｣ を学ぶことでもあると思う｡

留学生の中には日本人の学生と互角であろうと思われる優秀な学生もいる｡ そのような学生は､ 学

習に余裕があり､ 部活動やアルバイトを通して､ 将来社会人として必要となる視野を拡げているよう

に見受けられる｡ 上記に述べたように､ 日本語の上達に時間がかかる学生は､ 努力してもすぐには効

果が出ない｡ 大学の４年間を日本語の学習､ 専門の学習のみに明け暮れるのは､ 留学生として ｢社会

を学ぶ｣ チャンスを逸することになるのは､ 残念である｡
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���コースは､ 通常の補講コース (週２回以上) と時間的に合わない､ 定期的な時間が取れない､

来日時期が通常と異なる､ など諸事情のある本学の留学生や客員研究員を対象とした日本語補講コー

スで､ 学習内容の入ったコンピュータの使い方を理解し､ 各学習者が自分に合った進度と目的に応じ

て､ 学習できる点に特徴がある｡

初歩からサバイバルが可能なレベルまで対応できるだけでなく､ 中級レベルなどに達した (漢字圏

出身などの) 既習者にもコンピュータで復習できる充分好い機会にもなる｡ 担当教員は (機材の使い

方の外に) 教室で､ 各学習者個人からの日本語やその学習方法に関する質問にも細かく対応している｡

尚､ コース選択はニーズに応じてある程度柔軟に対応している｡

平成21年度のコース概要は以下のとおりである｡

後期：平成21年10月14日～平成21年12月16日��� 水曜日 13：00～14：30 (第３時限)

担当教員：鹿島英一

教室：情報サロン室 (留学生センター１Ｆ)

定員：学習に利用可能なコンピュータの台数 (５台)｡

教材：以下の７種類｡

１. ひらがな (��������)
２. かたかな (��������)
３. 漢字 (�����) 漢太郎(�������)１
４. 漢字 (�����) 漢太郎(�������)２
５. 漢字 (�����) 漢太郎(�������)３
６. 動詞活用 (������������������) まなびや(��������)
７. 中級入門までの総合練習 (��������������������������������������������)

申込方法：留学生センター (箱崎キャンパス) の情報サロン室 (教室) で､ 所定の申請用紙に書き込

んで､ 担当教員に直接提出する｡
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概要：学習者ニーズの多様化が一層進んでいる｡ 曾てはひらがなの既習を前提としていたが､ 今はそ

れもない｡ また､ いつからでも､ また可能な時だけでも参加できる｡ 学習者数は､ ３名 (後期のみ)

で､ 学習者のレベルは極く初級から中級 (復習) までバラエティに富んでおり､ 進度もコースの目

的に沿ったものであった｡

最近では学習者は通常の補講コース (週２回以上) と併用する者の方が以前の能力の回復を目指

す者より多い｡ また､ 日本語の漢字の読みの学習に違和感を示さない漢字圏出身者が増えてきた｡

尚､ 箱崎地区から伊都地区へのキャンパス移転の進展に伴い､ 本年度からは後期だけの開設とした｡
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九州大学留学生センター (以下､ センター) では､ 留学生のプレースメントに､ 筆記試験と口頭試

験を用いている１)｡ このうち､ 筆記試験は､ 文法､ 聴解､ 読解､ 漢字の４科目から成り (但し､ 漢字

は特定コースの受講希望者のみが必須で､ その他の者は任意)､ センターで開講されている日本語の

授業 (以下､ ����) の受講を希望する者は､ レベルや授業のいずれに関わらず､ 全員､ この筆記試
験を受けることになっている｡ しかし､ ここ数年の留学生数の増加の影響を受け､ ����の受講者､
受講希望者も急増している｡ それに伴い､ プレースメントテスト実施の負担も大きくなってきた｡ 受

講者は､ 2008年春学期は469人 (延べ数､ 以下同) であったが､ 2009年春学期は729人と､ １年間に1�5
倍以上の大幅な増加を見せた (過去10年の経年変化は大神・郭 (2010) に詳しい)｡ 加えて､ 九州大

学は､ 2009年に国際化拠点整備事業 (グローバル30) にも採択され､ 2013年には2,300名､ 2020年に

は3,900名の受入れを目標としており､ 今後､ ����受講希望者は増加の一途を辿ると予想される｡
さらに､ 現在､ ����は箱崎キャンパス､ 伊都キャンパス､ 筑紫キャンパス､ 大橋キャンパスの４
か所で開講されているが､ プレースメントテスト (以下､ プレテ) は､ センターが設定する特定の日

時に､ 箱崎キャンパスと伊都キャンパスでのみ実施されている｡ そのため､ プレテ受験者の中には､

自分の所属していないキャンパスに移動して､ テストを受けなければならない者や､ 時間の都合がつ

かずに､ 受験を諦める者もいる｡

こうした現状を鑑み､ センターではプレテのオンライン化を試みることとした｡ センターが考える

オンライン化とは､ インターネットに接続できる環境であれば､ 一定期間中 ｢いつでも｣ ｢どこから

でも｣ プレテが受験できるというものである｡ コンピュータによるテストは､ 実施者側の作業 (試験

問題の印刷､ 実施､ 採点､ 分析等) を効率化するというメリットがあるが､ 本オンライン化は､ それ

だけでなく､ 受験者側にとってもメリットが大きい｡ 時間と場所を選ばずに､ 受験者が自らの都合に

合わせて受験できるからである｡

オンライン化は､ 実施者側にも､ 受験者側にも､ 利便性が高いが､ 実施に至るまでの道程は平坦で

はない｡ オンラインのテストシステムを構築するという技術的な処理に加えて､ オンラインという形

式によって起こり得る様々な問題を解決する必要がある｡ そこで､ センターでは､ 2010年10月からの

実施を目指し､ 2009年10月からオンライン化に着手した｡ 本稿は､ このプレテのオンライン化の取り

組みと､ 2010年10月に実施した実際のテストの分析結果に関する報告である｡ なお､ プレテのオンラ
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イン化はセンターの常勤教員､ 非常勤教員が協力して進めたプロジェクトであり､ 筆者はその一担当

者として､ ここに概要を報告するものである｡

２. オンライン化の取り組み

本節では､ どのような手順でオンライン化を進めたか､ また､ オンライン化によって生じる課題に

対してどのように取り組んだかを述べる｡

2.1 テストシステムの構築

テストシステムの構築は専門業者に依頼して行った｡ テストシステムは､ テスト受験者用のサイト

と､ テストを作成､ 実施する管理者用のサイトから成る｡ 受験者用のサイトは､ ウェブによる����
の受講登録を済ませた者のみが入れるようになっている (受講登録システムについては大神・郭

(2010) を参照のこと)｡ 管理者用のサイトは､ センターの教員全員がアクセス､ 操作できるようになっ

ている｡

受験者用のサイトでは､ 初めに音声チェック画面が現れる｡ この画面では､ 音声サンプルをクリッ

クし､ 受験者に､ 使用するコンピュータの音声環境 (サウンドディバイスのインストール､ スピーカー

の接続､ 音量､ 使用するメディアプレーヤーのアドオン等) を確認してもらう｡ これは､ 聴解テスト

の際､ 音声が正常に流れてくるかどうかを事前に確認し､ 必要があれば､ 調整してもらうためである｡

音声チェックが終了すれば､ 受験の仕方を解説したオリエンテーションが示される｡ これを全部読み

終わらなければ､ テストは受験できない仕組みになっている｡ オリエンテーションの後は､ 文法､ 聴

解､ 読解､ 漢字 (但し､ 漢字の受験は特定クラス受講希望者のみ必須で､ その他は任意) の順番でテ

ストを受験するが､ それぞれのテストの前に､ 解説と例題が示される｡ オリエンテーションや解説等

は､ 日本語の他に､ 英語､ 中国語､ 韓国語でも示され､ 受験者がテストの形式を十分理解した上で､

受験が開始できるよう､ 配慮されている｡

テスト画面は､ それぞれの科目によって､ レイアウトやデザインは若干異なるが､ 共通しているの

は､ １画面につき､ 設問１題と４つの解答選択肢が表示され､ 解答を選択したら､ 次の問題に移行す

るという点である｡ なお､ 全ての科目に時間制限が設定されているが､ 画面上に､ 当該科目の全問題

数､ 現在解答している問題番号､ および残り時間が表示されているため､ 受験者は時間配分を考えな

がら､ 解答を進めることができる｡

一方､ 管理者用のサイトでは､ 全受験者の各テストへの解答状況 (各問題項目で選択した選択肢番

号､ 正答・誤答・無答の別､ 各科目の合計得点等) や､ 受験者が各テストを開始した時間と終了した

時間が見られるようになっている｡ さらに､ 分析用として､ 問題項目毎の解答状況 (通過率､ 選択肢

選択率等) も閲覧､ 入手できる｡

また､ 問題項目の入力は､ 管理者用サイトの中で操作するように設計されている｡ それぞれの科目

で､ 大問､ 小問の階層構造を自由に設計することができる｡ なお､ 問題項目は����形式で入力する
ようになっている｡
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2.2 テスト問題の作成

テストの問題項目は､ 今回のオンライン化導入にあたり､ 全ての科目で新規に作成した｡ 問題項目

の作成は､ これまでのプレテ (以下､ 旧プレテ) を参考にしながら､ センターの常勤教員と非常勤教

員が､ 科目別にプロジェクトを組み､ ３カ月から半年かけて行った｡

文法は､ 旧プレテは多肢選択式の問題と記述式の問題を組み合わせて出題していたが､ 新しいプレ

テ (以下､ 新プレテ) では､ 全て４肢選択式とした｡ 文法の出題範囲は､ 旧プレテと同様で､ �1 (入
門レベル) から�4 (中級入門レベル) で､ 合計60問である｡ 但し､ 60問というのは受験者一人当た
りが解答する数であり､ 実際にはこの数倍の問題を作成し､ テストシステムが､ 受験者によって､ 問

題項目をランダムに選択し､ 出題するようになっている｡ 具体的には､ ターゲットとなっている文法

項目１つにつき､ 語彙等を変えて作成された数種類の同程度の難易度の設問群の中から､ システムが

いずれか１問をランダムに選択し､ 受験者の画面に提示するという方法である｡

聴解は､ これまでは�5 (中級前半レベル) から�8 (上級) を判定する際に､ 参考程度に参照して
いた｡ 形式は､ 旧日本語能力試験 (以下､ 旧����) を踏襲しており､ 選択肢が絵や文字で提示され
る問題と選択肢が音声のみで提示される問題から成っていた｡ 新プレテでも､ 絵や文字のある問題と､

音声のみの問題を同数程度作成した｡ また､ �1と�2を旧����４級､ �3と�4を旧����３級､ �5と�6を
旧����２級､ �7と�8を旧����１級相当と考え､ 旧����に倣って､ 問題を作成した｡ 但し､ 旧プレ
テでは､ 中級､ 上級レベルをうまく識別できていなかったため､ 新プレテでは､ 難易度の高い問題を

多めに作り､ 全21問を作成した｡ なお､ 難易度の調整には､ 島田 (2003､ 2004､ 2006)､ 島田・侯

(2009)､ (社) 日本語教育学会 (1998)､ 三國・小森・近藤 (2005) などを参照し､ 選択肢が音声のみ

の問題を多くする､ 談話の前に流れる設問 (例 ｢男の人と女の人が話しています｡ 二人はこれからど

こへ行きますか｡｣) を不明確にする (例 ｢男の人と女の人が話しています｡｣)､ 談話における未知語

率を高くする､ 談話や選択肢を長くする等して､ 難易度を上げる工夫をした｡

読解は､ これまで､ �5以上のレベル判定の主要な指標として用いられてきた｡ 形式は､ 旧����に
類似した形式で､ 中文､ 長文を数問ずつ出題していたが､ 今回は､ �5から�8のクラス担当者が､ 当該
レベルに匹敵すると考える文章を集め､ 設問を作成し､ 全38問となった｡ 但し､ コンピュータの画面

で読解問題を解くという受験形式は､ コンピュータで長い文章を読むことに慣れているか否かという

個人的特性や､ コンピュータの画面の大きさや明るさ等の物理的環境が､ 影響を及ぼす可能性がある｡

また､ 紙のテストであれば､ 文章にアンダーラインをひいたり､ 文章を指で追ったり､ 理解過程をメ

モしたりする等の認知的ストラテジーが利用できるであろうが､ コンピュータではそうしたストラテ

ジーが利用しにくい｡ このような特性や環境が､ テストのパフォーマンスにどの程度反映されるかは

不明であるため､ 実施後の分析に注目する必要がある｡

漢字は､ 旧プレテでは､ �のレベルを参照しながら､ 漢字の得点に基づいて､ �レベルという指標
を設定して､ レベル判定を行っていたが､ 新プレテでもこれを踏襲することとした｡ �レベルは､ �2
から�8まであり､ この７段階を識別するために､ 全60問を出題する｡ 但し､ 文法と同様に､ 問題項
目をランダム提示するため､ 実際に作題したのはこの数倍の数である｡ 漢字の新プレテも､ これまで

と出題形式が大幅に異なる｡ 漢字の旧プレテは､ 基本的には記述式で､ 漢字の読み書き､ 送り仮名､
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品詞性､ 造語成分､ 類義語､ 連語等､ 漢字や漢字語に関する多様な知識を測ってきた｡ 筆記によって

産出レベルの知識を測定していたことが奏功していたのか､ 漢字圏学習者でも､ 学習が進んでいる者

とそうでないものをある程度識別できており､ レベル判定の信頼度は高かった｡ ところが､ オンライ

ン化で多肢選択式となったため､ 読解と同様に､ これが識別にどのような影響を及ぼすか､ 実施後に

精査する必要がある｡

2.3 課題への取り組み

本節では､ オンライン化の導入によって､ 新たに生じる課題を整理し､ それに対してどのように取

り組んだかを述べる｡

2.3.1 新基準の策定のための予備実験

オンライン化に伴い､ テストを新たに作成したため､ 新プレテによるレベル判定の基準も新たに策

定しなければならなくなった｡ すなわち､ 新プレテで何点から何点が､ 旧プレテの何点から何点に相

当するか､ 見通しを立てなければならない｡ そこで､ 予備実験を行い､ 旧プレテと新プレテの平行性

を等価形式信頼性によって確認し､ 新プレテの基準の目安を検討することとした｡

予備実験の被験者は､ 2010年４月８日から開講している�1から�8の受講者の中から募った希望者
である｡ 被験者には､ 2010年４月中旬から５月上旬にかけて､ オンラインで新プレテを受けてもらっ

た (文法85名､ 聴解73名､ 読解60名､ 漢字54名)｡ この被験者のうち､ 20名程度が2010年４月５日と

６日に旧プレテも受験していたため (文法24名､ 聴解19名､ 読解18名､ 漢字17名)､ そのデータから

等価形式信頼性を検討した｡ 具体的には､ �����(1996)に基づき､ 旧プレテと新プレテの科目内相
関を等価形式信頼性の推定値とした｡ 分析の結果､ 文法は���91､ 聴解は���67､ 読解は���24､ 漢
字は���72であった｡ 読解がやや弱いものの､ 全体的に正の相関が認められたため､ 旧プレテと新プ
レテには一定の平行性があると判断した｡
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文法 (60点満点) 聴解 (21点満点) 読解 (38点満点) 漢字 (60点満点)������� � �� � �� � �� � ��
１ 5�08 ( 4�56) 1�45 (1�75) 2�00 ( 2�88) 11�00 (12�82)
２ 22�70 ( 6�90) 4�00 (3�28) 7�50 ( 6�28) 25�40 (17�40)
３ 37�11 ( 6�10) 7�07 (4�58) 11�67 ( 5�63) 36�73 (15�71)
４ 42�00 ( 5�39) 7�33 (4�27) 20�67 ( 3�06) 37�33 (11�24)
５ 42�17 (13�85) 10�17 (3�19) 17�00 (��) 46�33 ( 2�89)
６ 48�45 ( 8�45) 10�50 (2�17) 27�00 ( 4�24) 47�75 ( 5�75)
７ 47�33 ( 5�51) 15�50 (3�54) 19�50 (10�61) 49�00 ( 5�66)
８ 53�00 ( 6�44) 18�67 (1�15) 28�00 (��) 52�80 ( 4�44)
平均 33�93 (16�92) 6�94 (5�69) 10�60 ( 8�63) 35�28 (18�03)

表１ 予備実験における新プレテの得点 (�レベル別)
注：�は平均､ ��は標準偏差､ (��)は該当者が１名



次に､ 新プレテのレベル基準の目安を検討するために､ �1から�8の各レベルの新プレテの得点を分
析した (表１)｡

分析の結果､ 文法は�1から�4まで段階的に得点が高くなっている｡ また､ �1から�4を対象として
作成されたが､ �5の得点が�4とほぼ同じで７割程度しか正答していないことが分かった｡ 聴解は､ 旧����を参考に４段階で作成したのが影響したのか､ �3と�4､ �5と�6､ が近似した得点となった｡ し
かし､ 概ね､ 得点が段階的に上がっている｡ 一方､ 読解は､ �5以上の受験者が少なかったことも影響
しているだろうが､ �4､ �5､ �7で得点が近似しており､ 得点の評価が難しい｡ 漢字は､ ほぼ段階的に
得点が推移しているのが認められた｡

これらの結果を踏まえ､ 各レベルを受講するのに最低必要な､ 新プレテにおける得点の目安を検討

した｡ 各科目の問題作成者が､ 問題項目数､ 問題の難易度､ 各コースのレベル､ および表１の結果か

ら､ 総合的に判断して設定した (表２)｡ なお､ 聴解は､ 21問で所要時間が１時間近くになってしまっ

たため､ ３問減らして､ 全18問で出題することとした｡

次に､ レベルの判定の際に参照する科目の優先順位を検討した｡ 旧プレテに近い方法で､ レベル判

定を行うためには､ 科目の優先順位も旧プレテの方式に依拠するのが妥当であると考えた｡ 旧プレテ

では初級は文法の得点でレベルを判定し､ 中上級は読解の得点によって判定していた｡ そこで､ 新プ

レテでも､ �1 (入門レベル) から�5 (中級前半) までを､ 文法の得点でレベルを判定し､ �6以上を､
読解の得点によって判定することとした｡ なお､ 文法によるレベル判定を､ �4まででなく､ �5までと
したのは､ 予備実験の結果で文法の�4と�5の平均点がほとんど変わらなかったことや､ 予備実験に
おいて､ 読解の得点がやや不安定であったこと等による｡

また､ �6以上の判定には､ 聴解も判定指標に加え､ 聴解の得点が基準点を下回っている場合は､ 読
解で決まったレベルを１つ下げることとした｡ 例えば､ 文法52点､ 読解27点､ 聴解10点､ の場合は､

文法と読解から�7レベルに判定されるが､ 聴解が基準点を下回っているため､ �6に下げる､ という方
法である｡ 聴解をレベル判定に加えることにしたのは､ 予備実験で聴解の得点が段階的に推移してい

たことや､ 読解のみでレベル判定をすると､ 技能バランスの悪い受験者を上位レベルにプレースする
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表２ 2010年秋学期の各レベルの得点の目安

文法(60点満点) 聴解(18点満点) 読解(38点満点) 漢字(60点満点)������� 最低点 最高点 ������� 最低点 ������� 最低点 最高点 �������最低点 最高点

1 0 12 1 1

2 13 24 2 2 2 0 9

3 25 36 3 3 3 10 17

4 37 44 4 4 4 18 25

5 45 48 5 5 5 26 33

6 6 10 6 21 25 6 34 43

7 7 12 7 26 31 7 44 50

8 8 14 8 32 38 8 51 60



可能性があること等を考慮したことによる｡

2.3.2 不正行為に対する対策

オンライン化による第二の課題としては､ 試験監督者の不在による不正行為への対処である｡ 岡・���(2004) は､ オンラインテストの実施による問題点として､ ①試験会場以外での受験､ ②他人に
なりすましての受験､ ③受験者が試験中に他の���サイトを閲覧したり､ コンピュータ内の別のプ
ログラムを起動したりするカンニング行為､ および④試験問題のコピー＆ペーストによる試験問題の

流出､ を挙げている｡ 前述の通り､ センターのオンライン化は､ ｢いつでも｣ ｢どこからでも｣ 受験で

きることが利点の１つであるが､ 不正行為が横行すれば､ テストの信頼性が脅かされ､ 得点の解釈や

適正なレベル判定が困難になる｡ そこで､ 可能な範囲で不正行為を阻止する対策を講じることとした｡

まず､ ①の試験会場以外での受験は､ センターにおけるオンライン化では､ 問題点ではなく､ 利点

であるため､ 考慮しない｡ ②の他人になりすましての受験については､ 監督者が不在である限り､ 統

制は困難である｡ センターのシステムは､ ��やパスワード等の個人情報によってログインするよう
に設計されているが､ これだけでは､ ログイン後に別の者がテスト受験するのを阻止することはでき

ない｡ しかし､ バイオメトリクス認証 (指紋､ 虹彩､ 指静脈等の認証) のような厳密な本人認証シス

テムを組み込むとなると､ コストがかかりすぎる｡ 加えて､ 仮に厳密な本人認証を行ったとしても､

監督者不在であるため､ 電子辞書や参考書等の閲覧までは､ 制御できない｡ さらに､ ③の���サイ
トを閲覧したり､ コンピュータ内の別のプログラムを起動したりするカンニング行為については､ 受

験しているコンピュータに何らかのブロックをかけて対処しても､ 受験者が２台以上のコンピュータ

を所持していれば､ 意味がなくなってしまう｡ よって､ ②と③については､ 特別な措置を行っても､

回避することは不可能であると判断した｡

但し､ ④の試験問題のコピー＆ペーストによる試験問題の流出については､ ����＋�等の操作によ
るコピーファンクションと､ マウスの右クリックを無効にする措置によって､ 対処することとした｡

これによって､ 試験問題をコピーし､ それをメール等で他の受験者に流出させることは､ ある程度阻

止することができる｡ また､ 文法と漢字は､ 問題項目をランダム提示するようにプログラムし､ 受験

者によって出題される問題項目が異なるようにした｡

プレテは本人の言語能力を証明したり､ それによって単位認定が行われるような���������なテス
トではなく､ 自分のレベルにあったコースで効率的に学習を行うための便宜的な弁別指標である｡ ま

た､ 仮に受講希望者が不正行為を行い､ 能力以上のコースに配置されたとしても､ コース開始時にレ

ベル調整のために学生にコース移動を促すことも可能である｡ さらに､ テスト画面で不正行為に対す

る注意喚起を示すことで､ ある程度の抑止も可能であろう｡ 不正行為については極力阻止するべきも

のであることは十分に認識した上で､ ｢いつでも｣ ｢どこからでも｣ 受験できるという受験者にとって

の利便性を最優先し､ 以上のような対策の下で､ 実施を進めることとした｡

2.3.3 システムの耐性確認のための予備実験

第三の課題は､ 受験者が同じ時刻に一斉にテストを開始した場合､ サーバーが耐えられるかどうか
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という技術的な問題である｡ これを検討するために､ 業者と相談の上､ 50名の学生に同時刻に一斉に

テスト画面にアクセスしてもらうという耐性実験を行った｡ その結果､ サーバーの機能に影響はなく､

耐性には問題がないことが確認された｡

３. 2010年秋学期のオンラインテスト実施報告

以上のようにして作成したオンラインテストは､ 2010年度秋学期に部分的に運用を開始した｡ 本節

では､ 実施の概要とテストの分析結果を報告する｡

3.1 実施の概要

オンラインテストは2010年10月４日から11日までの８日間を実施期間とした｡ オンラインテストを

受験したのは､ 九州大学に在籍する大学院生や研究生等で､ 箱崎キャンパスでの受講を希望する者

181名､ および伊都キャンパスでの受講を希望する者68名の､ 計249名であった｡ なお､ 受験者のコン

ピュータの仕様や回線の環境等を確認するために､ テスト終了後に､ 受験環境に関する簡単なアンケー

トに回答してもらった｡ アンケートは､ テストが終了すると､ 自動的に画面に表示され､ オンライン

上で回答する仕組みになっている｡

また､ 留学生センターが所属先となっている学生 (日本語研修コース､ 日本語・日本文化研修コー

ス､ 日韓共同理工系学部留学生､ センター運営の短期プログラム��������������������������
の学生) に対しては､ 新プレテを紙に印刷したテスト (以下､ 新プレテ紙版) を実施した｡ これはオ

ンラインのシステムエラー等による試験事故が起こった場合に､ 混乱を極力減らしたいという意図が

あったからである｡ 新プレテ紙版を受験した者は82名であった｡ また､ 10月４日から11日までに何ら

かの事情でオンラインテストに失敗した者に対しても､ 後日､ 救済措置として新プレテ紙版によるプ

レテを実施した｡

3.2 分析結果

3.2.1 受験環境

オンラインテスト終了後に行った､ 受験場所､ インターネット回線環境､ コンピュータの��､ モ
ニターサイズ､ 見にくかった科目､ 所要時間に関するアンケートの結果は､ 表３から表８の通りであ

る｡

結果を簡単にまとめると､ 受験場所は半数が学内 (研究室､ コンピュータルーム等) であり､ 回線

も半数以上が大学の���を使用している｡ また､ モニターサイズは､ 12�1インチ以上が大半であっ
たが､ 12インチ以下を使用している者も20％以上いた｡ また､ 見にくかった画面としては､ ３分の１

が読解と回答しているが､ 文法や聴解もそれぞれ４分の１以上おり､ 分散している｡ 画面の大きさと

見にくかった科目の間に何らかの関係があるか否かを分析したが (表９)､ 最も多かったのは読解の

14�1から15�0インチ (11�46％)､ 次に多かったのは聴解の12�1から14�0インチ (10�19％) であった｡
読解については､ 14�1から15�0インチが特段に小さい画面とは言えず､ このサイズで見にくかったと
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九大研究室 65 (39�16)
寮以外の自宅 46 (27�71)
九大寮 35 (21�08)
九大��ルーム 10 (6�02)
九大図書館 4 (2�41)
九大ラウンジ 3 (1�81)
ネットカフェ 1 (0�50)
その他 2 (1�21)
合 計 166 (100�00)

表３ 受験場所

注：単位は人数､ ( )は％

表４ インターネット回線

九大有線��� 81 (48�80)
九大無線��� 23 (13�86)���� 23 (13�86)���������ひかり 19 (11�45)
一般電話 3 (1�81)�������� 3 (1�81)
ケーブルテレビ 1 (0�60)���� 1 (0�60)�������� 1 (0�60)
その他 11 (6�61)
合 計 166 (100�00)

注：単位は人数､ ( )は％

表５ ����������� 76 (45�78)�������7 62 (37�35)������������ 16 (0�64)�������2000 1 (0�60)��������� 9 (5�42)
その他 2 (1�21)
合 計 166 (100�00) ～10�0 7 (4�27)

10�1～12�0 28 (17�07)
12�1～14�0 48 (29�27)
14�1～15�0 37 (22�56)
15�1～17�0 34 (20�73)
17�1～ 10 (6�10)
合 計 164 (100�00)表６ モニターサイズ (����)

注：単位は人数､ ( )は％ 注：単位は人数､ ( )は％

表７ 最も見にくかった画面

文 法 41 (26�11)
聴 解 42 (26�75)
読 解 54 (34�40)
漢 字 20 (12�74)
合 計 157 (100�00)

注：単位は人数､ ( )は％

表８ 所要時間 (分)

注：単位は人数､ ( )は％

～60 62 (42�47)
60～90 16 (10�96)
90～120 34 (23�29)
120～150 24 (16�44)
150～ 10 (6�84)
合 計 146 (100�00)

表９ モニターサイズと見にくかった画面

文 法 聴 解 読 解 漢 字 合 計
～10�0 2 (1�27) 1 (0�64) 3 (1�91) 1 (0�64) 7 (4�46)
10�1～12�0 12 (7�64) 8 (4�57) 5 (3�18) 2 (1�27) 27 (17�20)
12�1～14�0 11 (6�29) 16 (10�19) 13 (8�28) 5 (3�18) 45 (28�66)
14�1～15�0 7 (4�46) 7 (4�46) 18 (11�46) 4 (2�55) 36 (22�93)
15�1～17�0 8 (4�57) 7 (4�46) 11 (6�29) 6 (3�82) 32 (20�38)
17�1～ 1 (0�64) 3 (1�91) 4 (2�55) 2 (1�27) 10 (6�37)
合 計 41 (26�11) 42 (26�75) 54 (34�40) 20 (12�74) 157 (100�00)

注：単位は人数､ ( )は％



いう回答が多かったのは､ 個人の好みや印象によるものだと考える｡ 聴解については､ 選択肢が絵で

提示されたものが見にくかった可能性があるため､ 絵のサイズを検討する必要がある｡

3.2.2 テスト問題の分析結果

3.2.2.1 信頼性と識別力

テストの分析にあたり､ 各科目の信頼性係数 (クロンバック�) と識別力 (点双列相関係数) を算

出した｡ 信頼性は､ 文法が���956､ 聴解が���825､ 読解が���912､ 漢字が���978と､ いずれ
も高かった｡ また､ 識別力の平均も､ 文法が0�532､ 聴解が0�500､ 読解が0�477､ 漢字が0�676と､ い
ずれも高かった｡ 但し､ 個々の問題項目の識別力を見ると､ 0�1から0�2程度の問題も数問あり､ 今後､
修正や差し替えの検討が必要である｡

3.2.2.2 各科目の得点

オンラインでの受験者と新プレテ紙版を受験した留学生センター所属の学生の合計331名 (以下､

全受験者と称す｡ 救済措置の新プレテ紙版受験者は含まない２)) の各科目の平均点､ 標準偏差､ 最低

点､ 最高点は表10の通りである｡ 表10に示した漢字圏受験者 (以下､ 漢字圏)､ 準漢字圏受験者 (以

下､ 準漢字圏)､ 非漢字圏受験者 (以下､ 非漢字圏) の別は､ 母語背景と得点との関係を検討するた

めに､ 分類したものである｡ 受験者が自らで記した国籍に基づいて､ 中国､ 台湾､ 香港を漢字圏､ 韓

国３)を準漢字圏､ それ以外を非漢字圏とした｡ なお､ 全受験者331名の中には漢字テストのみ受験し

た者や､ 文法以外を受験しなかった者もいるため､ 表10の合計人数は331名とは一致しない｡

次に､ �1から�8にプレースされた学生のテスト結果を､ レベル別､ 科目別に示す (表11から表14)｡
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表10 全受験者の各科目の結果

文法(60点満点) 聴解(18点満点) 読解(38点満点) 漢字(60点満点)

漢 字 圏 受 験 者

� 39.32(13.00) 8.40(4.12) 20.13(7.34) 49.62(8.27)��� 0 0 0 0��� 59 18 33 66� 176 169 173 61

準漢字圏受験者

� 48.51(9.81) 12.74(3.36) 21.722(8.41) 44.65(8.74)��� 17 6 0 23��� 59 18 34 55� 37 35 36 26

非漢字圏受験者

� 30.45(18.53) 5.66(4.28) 9.26(7.32) 24.42(19.36)��� 0 0 0 0��� 59 15 34 56� 111 105 108 76

全 受 験 者

� 37.33(15.88) 7.96(4.60) 16.61(9.14) 37.08(18.82)��� 0 0 0 0��� 59 18 34 66� 324 309 317 163

注：�は平均､ ( ) は標準偏差､ �は人数を表す｡



なお､ 授業開始から１週間の間で､ 学生の自己申告や教師からの助言等によってレベル移動が生じる

が､ 以下は､ レベル移動後の最終的な決定レベルによる｡

まず､ 表11は文法の平均点を示したものである｡ 前述したように､ �1から�5までは文法の得点に基
づいてレベル分けを行ったため､ 平均点は段階的に高くなっている｡ また､ �2から�5までは漢字圏､
準漢字圏､ 非漢字圏の間で､ 得点の差もあまり大きくない｡ なお､ �1は非漢字圏に完全未習者が多かっ
たため､ 平均点が極端に低くなっている｡ さらに､ �1の準漢字圏は得点が高いが､ これは本人の希望
によって�1クラスに移動したためである｡
また､ �7と�8を比較すると､ 非漢字圏においては､ �8の方が平均点が低くなっている｡ これは�8ク

ラスが日本語・日本文化研修コースのための特別クラスであるため､ 一般学生で�8レベルの得点を
取った者を�7クラスに配置していることが影響していると考えられる｡
なお､ �7､ �8で天井効果の可能性が示唆されるが､ 前述の通り､ 文法問題は�1から�5までを判定す

るための材料であるため､ ここでは考慮しない｡

ところで､ 得点結果を母語背景別に見ると､ �5以上では､ 非漢字圏､ 準漢字圏､ 漢字圏の順で得点
が高いことが分かる｡ このことから､ 中級以上にプレースされる非漢字圏は初級の文法知識を着実に
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表11 Ｊレベル別全受験者の文法の平均点 (60点満点)�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8
漢字圏受験者

11�29 23�84 34�23 41�72 48�00 50�48 52�33 54�30
(7�79) (7�95) (5�27) (3�10) (4�19) (3�12) (2�50) (3�83)

準漢字圏受験者
17�00 24�00 36�00 43�40 49�56 52�67 54�00 55�86
(��) (1�41) (��) (1�67) (4�64) (2�50) (2�76) (3�13)

非漢字圏受験者
8�00 19�88 34�80 41�96 51�08 55�00 55�50 53�17
(8�89) (4�50) (8�21) (4�12) (4�23) (4�00) (2�52) (3�19)

全 体
13�00 22�51 34�93 41�98 48�30 51�38 52�63 53�83
(8�12) (6�64) (6�15) (3�41) (4�39) (3�35) (2�76) (3�45)

注１：単位は点､ ( ) は標準偏差
注２：受験者数は漢字圏176名､ 準漢字圏37名､ 非漢字圏111名､ 全体324名

表12 Ｊレベル別全受験者の聴解の平均点 (18点満点)�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8
漢字圏受験者

4�54 4�83 6�51 8�50 9�25 11�90 12�75 13�44
(3�05) (3�31) (2�29) (3�23) (3�31) (3�55) (5�45) (2�30)

準漢字圏受験者
6�00 6�50 11�00 10�20 11�63 14�33 14�50 16�50
(��) (0�71) (��) (2�39) (1�77) (1�97) (2�35) (0�84)

非漢字圏受験者
2�10 3�73 5�40 6�53 9�00 12�33 13�25 11�67
(2�73) (2�46) (3�38) (2�41) (2�56) (2�89) (1�50) (3�45)

全 体
2�89 4�46 6�27 8�00 9�56 12�45 13�44 13�81
(3�01) (2�92) (2�74) (3�10) (3�05) (3�29) (3�85) (2�98)

注１：単位は点､ ( ) は標準偏差､ (��)は該当者が１名
注２：受験者数は漢字圏169名､ 準漢字圏35名､ 非漢字圏105名､ 全体309名



積み上げ､ 習得しているが､ 漢字圏では､ 初級文法に化石化が起こり､ 不正確さが残っている可能性

が推測される｡

次に聴解の結果 (表12) を検討する｡ 聴解は�6以上のプレースを決定する際の二次的指標である
が､ �1から�5も含めて､ 全レベルで得点が段階的に上がっており､ レベル判定の有効な指標であるこ
とが分かる｡ 母語背景別に見ると､ �6､ �7では､ 準漢字圏､ 非漢字圏､ 漢字圏の順に得点が高くなっ
ている｡ よって､ �6､ �7の漢字圏は､ 文法も聴解も､ ３群の中で最も得点が低いということになる｡
ところで､ 聴解は�6､ �7､ �8の得点差が小さい｡ もし､ �6から�8 レベルの学習者の潜在的な日本

語能力特性が近似し､ その差が極めて小さいのであれば､ このように得点差が小さくなるのは必然的

な現象であり､ 問題はない｡ しかし､ もし､ �6から�8の学習者の能力特性に相当の差があるにも関わ
らず､ 得点の差が小さいのであれば､ 現在の問題数では数が少なく､ 内容的にも能力差を明確に反映

できないと言わざるを得ない｡ このことは､ 次に見る読解にも指摘できる点だが､ �6から�8までの得
点差が小さかった背景が､ 能力差の小ささにあるのか､ それとも､ 能力差を反映するような問題数､

問題内容になっていないことにあるのか､ 検討が必要である｡

次に､ 読解の結果 (表13) を検討する｡ 読解は､ �6レベル以上の第一次判定指標である｡ 当初の判
定基準では､ �6は21点から25点であったが､ 実際には平均点が25�13点と､ 基準の最高点を上回った｡
これは､ 読解の得点が高くても､ 聴解の得点が低かったために､ １段階低いレベルに判定された者が

少なくなかったからである｡ よって､ 読解は､ �6レベル以上の判定指標であるものの､ 最終的な判定
には聴解が効いてくるということになる｡ これにより､ 漢字圏や準漢字圏で､ 読解力はあるものの､

聴解力が低い者を､ 高いレベルに配置するのを妨げることができる｡

また､ 聴解と同様に､ �6から�8を見ると､ 漢字圏と準漢字圏は平均点の差が小さい｡ また､ 読解の
場合､ 満点が38点で､ 天井効果も認められていない｡ 前述の聴解では､ 満点が18点で天井効果の可能

性も示唆されるため､ 得点差の小ささが何に起因するかは､ 検討を要するが､ 読解の場合は､ 天井効

果が認められないので､ 得点差が小さいのは､ 能力特性の差が小さいことに起因するというのが､ 可

能性の１つとして挙げられる｡ すなわち､ �6から�8にプレースされた漢字圏と準漢字圏の受講者の潜
在的な読解能力に､ ほとんど差がないということである｡ もし､ そうであれば､ �6以上のレベル判定
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表13 Ｊレベル別全受験者の読解の平均点 (38点満点)�1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8
漢字圏受験者

9�00 14�67 16�89 21�09 21�72 26�24 28�33 27�20
(6�67) (7�59) (5�61) (4�95) (5�44) (2�79) (2�06) (4�94)

準漢字圏受験者
12�00 5�50 12�00 15�40 18�22 26�17 28�17 30�00
(��) (2�12) (��) (9�50) (3�93) (4�40) (2�71) (3�16)

非漢字圏受験者
3�19 6�29 7�93 11�73 15�08 15�33 20�00 21�00
(5�14) (5�21) (4�22) (5�09) (3�26) (2�08) (6�98) (6�63)

全 体
5�02 10�07 14�16 17�31 19�62 25�13 26�53 26�27
(6�17) (7�68) (6�58) (6�94) (5�48) (4�48) (4�90) (5�97)

注１：単位は点､ ( ) は標準偏差､ (��)は該当者が１名
注２：受験者数は漢字圏173名､ 準漢字圏36名､ 非漢字圏108名､ 全体317名



には､ 漢字圏と準漢字圏については､ 聴解を優先させるという方法を検討しても良いであろう｡

得点差の小ささの背景のもう一つの可能性としては､ �6以上を判定するには､ 問題項目が段階的に
難しくなるように作成されておらず､ ある部分は易しすぎ､ ある部分は難しすぎるという､ 難易度の

二極化が起こっている可能性である｡ 易しすぎる問題項目に対しては､ �6から�8であれば誰でも正答
できるため､ 得点差が無く､ また､ 難しすぎる項目に対しては､ �8であっても正答できないため､ や
はり得点差が無い､ という現象である｡ これについては､ 母語背景との関係も踏まえ､ 問題項目の質

的な分析を経て､ 今後の修正を検討する必要がある｡

最後に､ �レベルに基づく漢字の結果を示す(表14)｡ �レベルの決定には､ 漢字の得点だけでなく､�レベルも参照する｡ このことが影響しているのか､ 漢字圏では�3から�8まで平均点がほぼ横ばい
になっている｡ 確認のため､ �レベルと漢字得点について相関を求めたところ､ 漢字圏は���222で､
相関が極めて弱い (準漢字圏は���845､ 非漢字圏は���931)｡ なお､ �レベルと漢字得点の相関も求
めてみたが､ やはり､ 漢字圏は���238で弱い (準漢字圏は���746､ 非漢字圏は���892)｡ このこと
から､ 現在の漢字テストが､ 漢字圏にとって必要な漢字知識を測定するように設計されているか否か､

再考が必要である｡ 特に､ これまでは記述式であったため､ 漢字語の知識が産出レベルまで達してい

るか否かを測定したり､ 正確な字体で表記できるか否かを測っていたが､ そうした知識が測定できな

くなったことが､ どのように影響しているか､ 検討が必要であろう｡ 漢字圏にとって必要な漢字知識

とは何か､ それはどのような問題項目で､ どのような形式で測れば良いか､ 慎重に検討する必要があ

る｡ 但し､ 準漢字圏と非漢字圏は､ 漢字の得点が�レベルとも�レベルとも相関しているため､ 準
漢字圏と非漢字圏にとって､ このテストとレベル判定の方法には一定の妥当性があると言える｡

また､ 準漢字圏は､ 読解テストでは�6から�8の得点差が小さいが､ 漢字テストでは�6から�8の
得点差が大きい｡ よって､ 漢字テストを義務化し､ 上位レベルの識別の指標に加えると､ �レベルの
上位レベルの弁別の精度がより高くなるのではないかと考える｡

3.2.2.3 科目間相関と重回帰分析

本節では､ 各科目の相互関係を検討する｡ まず､ 全レベルの受験者の科目間の相関と母語別の科目
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表14 Ｋレベル別全受験者の漢字の平均点 (60点満点)�2 �3 �4 �5 �6 �7 �8
漢字圏受験者

49�50 48�50 52�33 49�23 49�67 53�92
(3�54) (3�27) (4�54) (6�43) (3�89) (2�18)

準漢字圏受験者
30�00 37�00 40�33 48�89 52�33
(12�12) (2�83) (4�08) (2�71) (3�45)

非漢字圏受験者
8�00 15�11 24�11 37�00 43�56 47�60 54�00
(10�58) (3�37) (3�89) (5�59) (4�90) (3�47) (2�00)

全 体
8�00 21�36 33�22 44�08 45�50 48�77 53�50
(10�58) (14�28) (12�48) (9�16) (6�52) (3�45) (2�54)

注１：単位は点､ ( ) は標準偏差､ 空欄は該当者なし
注２：受験者数は漢字圏61名､ 準漢字圏26名､ 非漢字圏76名､ 全体163名



間の相関は､ 以下の通りである (表15～表18)｡ 相関を見ると､ いずれの母語背景の学習者において

も､ 科目間相関が比較的高いことがわかる｡ 特に､ 準漢字圏では全てが0�8程度と高く､ 知識と技能
がバランスよく習得されていると考えられる｡

次に､ 初級レベルの�1から�4 (表19) までと､ 中上級レベルの�5から�8まで (表20) に分けて､

相関を求めた｡ その結果､ �1から�4では､ 全科目間に高い相関が認められ､ 初級までの学習者は､ 知
識や技能がバランスよく習得されていることが推測される｡ 一方､ �5から�8については､ 文法と読解､
文法と漢字に相関が認められなかった｡ これは､ 中上級の学習者の知識や技能がバランスよく習得さ

れていないという可能性を示唆する｡

次に､ �レベルを予測するのに有効な科目が何であるかを検討するために､ �レベルを予測変数と
し､ 文法､ 聴解､ 読解､ 漢字の得点を説明変数とする重回帰分析 (ステップワイズ法) を行った｡ そ

の結果､ 表21の通り､ �1から�8までの全レベルについては､ 文法と聴解を説明変数とする予測モデル
が求められ､ この２科目の得点で､ �レベルの77％を説明することが分かった｡ すなわち､ �レベル
全体として見た場合､ 文法が最も有力なレベル分けの指標となり､ 次いで聴解が有効であるというこ

とである｡

次に､ 初級 (�1から�4まで) と､ 中上級 (�5から�8) までのそれぞれについて､ 同様の分析を行っ
た｡ その結果､ 表22のように､ 初級では文法のみを説明変数とするモデルが求められたが､ 中上級で

は (表23)､ 聴解､ 次いで読解が､ 有効な説明変数であることが分かった｡ 但し､ 中上級では聴解と
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表15 全受験者の科目間相関�����01 文 法 聴 解 読 解

聴 解 �715��
読 解 �742�� �719��
漢 字 �831�� �781�� �847�� 表16 漢字圏の科目間相関�����01 文 法 聴 解 読 解

聴 解 �553��
読 解 �716�� �616��
漢 字 �521�� �493�� �520��

表17 準漢字圏の科目間相関�����01 文 法 聴 解 読 解

聴 解 �799��
読 解 �779�� �803��
漢 字 �914�� �820�� �847�� 表18 非漢字圏の科目間相関�����01 文 法 聴 解 読 解

聴 解 �750��
読 解 �732�� �705��
漢 字 �688� �761�� �801��

表19 �1～�4全受験者の科目間相関�����01 文 法 聴 解 読 解

聴 解 �597��
読 解 �670�� �621��
漢 字 �744�� �731�� �846�� 表20 �5～�8全受験者の科目間相関�����01 文 法 聴 解 読 解

聴 解 �319��
読 解 �152 �480��
漢 字 �168 �438�� �496��



読解をあわせても�レベルの30％程度しか説明しておらず､ テストの得点以外の変数が影響している
ことが推測される｡

４. 今後の課題

4.1 システムに関する課題

2010年秋学期からオンラインテストが一部導入されたが､ 特に大きな混乱もなく､ 実施することが

できた｡ また､ 受験者にとっても､ 実施者にとっても､ 以前より簡便にプレテを行うことができた｡

しかし､ 運用を続けるに当たっては､ 解決しなければならない課題も明確になった｡

まず､ テストシステムについては､ 聴解や読解の画面でフリーズしたという報告が数件あった｡ こ

れは原因は特定できないが､ 受験者のコンピュータのメモリ不足の可能性が考えられる｡ フリーズし

てしまった場合には､ そこまでのデータがその受験者の得点として反映されてしまう｡ このような受

験者に対しては､ オンライン上で再テストできるようにするか､ あるいは､ 今回の救済措置のような

紙版のテストを実施するのか､ 今後検討しなければならない｡ また､ 聴解については音声が聞けない

という報告があった｡ メディアプレーヤーが無効になっていたため､ 音が聞こえない､ というケース

については､ 最初の音声チェック画面でトラブルシューティングを示したため､ ある程度解決された｡
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表21 �レベルの予測に関する重回帰分析(�1～�8)
ステップ 決定係数 説明変数 β �
ステップ１ �２��744

文法 �863 ���
ステップ２ �２��774

文法 �645 ���
聴解 �278 ���

注１：重回帰分析はステップワイズ法で､ ２つのステッ
プとなった｡

注２：βは標準偏回帰係数で､ �は有意確率である｡
注３：�＝307�������001�

表22 �レベルの予測に関する重回帰分析(�1～�4)
ステップ 決定係数 説明変数 β �
ステップ１ �２��876

文法 �936 ���
注１：重回帰分析はステップワイズ法で､ １つのステッ

プとなった｡
注２：βは標準偏回帰係数で､ �は有意確率である｡
注３：�＝187�������001�

表23 �レベルの予測に関する重回帰分析(�5～�8)
ステップ 決定係数 説明変数 β �
ステップ１ �２��259

聴解 �509 ���
ステップ２ �２��302

聴解 �341 ���
読解 �276 ���

注１：重回帰分析はステップワイズ法で､ ２つのステッ
プとなった｡

注２：βは標準偏回帰係数で､ �は有意確率である｡
注３：�＝119�������001�



しかし､ サウンドデバイスがインストールされていないというケースでは､ それぞれのコンピュータ

の仕様に関わる問題であり､ 受験者が自ら対処しなければならない｡

システムのトラブルは､ 受験者のコンピュータの仕様に起因する場合が少なくないが､ これを解決

するためには､ １つには､ 受験期間をできるだけ長く設定し､ その間に受験者がコンピュータの設定

を行ったり､ 代替のコンピュータを探すことができるように､ 配慮することである｡ 他の方法として

は､ 仕様に問題のないコンピュータを学内の数か所に設置し､ 期間中はプレテ用に占有できるように

するという方法である｡ この点は､ 今後､ 学内での関連部門と協力して検討することが望ましい｡

不正行為については､ 実態は明らかではないが､ 上のレベルから下のレベルへの移動を申し出る受

講者が数名おり､ その中に､ 辞書を用いて受験したことを申告した者もいた｡ よって､ 不正行為は､

ある程度､ 行われている可能性が推測される｡ 不正行為を極力阻止するためには､ テスト会場を設定

し､ 監督者のもとでテストを実施するのが最善であろうが､ これによって､ どこからでも受験できる

という利便性を放棄するのは､ オンライン化導入の本来の趣旨に反する｡ また､ 監督者不在によって

起こり得る不正行為が､ どの程度深刻な混乱を引き起こしているかは良く分かっていない｡ よって､

今後も引き続き､ 不正行為の実態とその対応策を考えていきたい｡

さらに､ コンピュータでテストを受けることの影響､ 特に､ コンピュータへの慣れやコンピュータ

による疲労等が解答に及ぼす影響については､ 今回は調査ができなかった｡ ��������(2000) は､
コンピュータによるテストはコンピュータに対する親近性がテストのパフォーマンスに影響を及ぼし､

これがテストの妥当性を脅かす可能性があると述べている｡ 前述したように､ 本オンライン化におい

ても､ 紙とオンラインとの形式の違いが､ とりわけ､ 読解テストや漢字テストに影響を及ぼすのでは

ないかと､ 懸念していた｡ 分析の結果､ �5から�8の科目間相関で読解が文法と相関が認められないこ
とや､ 読解の�レベル判定への説明力が小さいことが明らかになった｡ また､ 漢字テストについては､
漢字圏をうまく識別できていないことが分かった｡ しかし､ 旧プレテにおいては､ 同様の分析が行わ

れていなかったため､ 今回の結果がコンピュータという形式によるものか､ それとも､ 問題項目の信

頼性や妥当性によるのか､ あるいは､ 受験者の母語背景の影響によるものでオンライン化とは独立の

問題であるのか､ 見極められない｡ よって､ 形式が解答や得点に及ぼす影響については､ 継続的に分

析し､ 今後の対策を検討するのが理想である｡

4.2 レベル判定に関する課題

レベル判定の得点基準については､ 2010年の秋学期は､ 前掲の表２に示した得点で判定を行ったが､

この基準が妥当か否か､ 確信が持てない｡ レベル判定後の平均点を見ると､ 基準とのズレが見受けら

れる｡ 例えば､ 聴解では�8レベルの平均点は13�81点で､ 基準の最低点の14点をやや下回っている｡
これは､ �8レベルの聴解問題が難しすぎるか､ あるいは､ �8レベル以下の学生が�8に配置されたか､
のいずれかによるものである｡ 読解では､ �6の平均点が25�13点であったが､ これは�6の基準とした
最高点の25点を上回っている｡ �6相当の読解問題が易しすぎたか､ あるいは､ �6に配置した受講者の
レベルが�6以上であったか､ のいずれかであろう｡ また､ 読解の�8の平均点は26�29点で､ �8の基準
とした最低点の32点より大幅に下回っている｡ これは､ 聴解と同様に､ �8レベル以下の学生が�8に配
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置されたか､ あるいは､ �8相当の問題項目が難しすぎたか､ である｡
こうした基準点と実際のレベル判定のズレが､ 授業を行う上で支障を来しているか否かを確認する

ために､ 授業開始後に����担当教員にヒアリングを行ったところ､ 今回の受講者は､ 従来の受講者
と同程度のレベルであるとの回答が大半であった｡ よって､ 今回設定した基準によるクラス配置は､

ある程度､ 機能していると言えそうである｡ しかし､ レベル判定の得点基準については､ 引き続き､

試験実施後の分析や担当教員へのヒアリングを行って､ 継続的に検討していくべきであろう｡

なお､ 今後､ テストの問題項目を修正すれば､ 基準点は変更せざるを得ない｡ また､ どのレベルを

判定するのに､ どの科目を優先させるべきかも､ 変わってくる可能性が高い｡ よって､ レベル判定の

基準を検討する前に､ それぞれの問題項目を精査し､ 修正に時間をかけ､ 識別力のある問題を作成し､

テストそのものの信頼性と妥当性が確認されたところで､ 再度､ 基準点を検討するというステップを

踏む必要がある｡

4.3 試験問題に関する課題

まず､ 文法テストについては､ 分析の結果から､ 信頼性や識別力において問題なく､ レベル判定材

料として良問であると言える｡ しかし､ 一部の問題に識別力の低い問題があるため､ それらは今後差

し替えが必要である｡ また､ 今回は�1から�4の初級を中心とした項目で､ 試験を作成したが､ �5､ �6
等の中級レベル以上の文法知識についても測定できるようになることが望ましい｡ 文法形式と意味に

ついて問うだけでなく､ 当該形式の持つ機能に関する語用論的な知識も測定対象とすれば､ より広範

なレベル判定に対応できるであろう｡ さらに､ 一文レベルだけでなく､ 文章の中で問う等､ 設問形式

も検討し､ 理解だけでなく､ 産出に近いレベルで問えるような工夫も必要である｡

聴解テストと読解テストについては､ 繰り返し述べてきたように､ �6以上で得点差が小さかったこ
とをどのように評価したら良いのか､ 検討が必要である｡ 得点差の小ささが､ �6から�8までの受講者
の潜在特性の差の小ささに起因するのであれば､ センターにおける�6､ �7､ �8は､ 能力にあまり差の
ないクラスであるということになる｡ 一方､ もし､ �6から�8までの受講者の潜在特性に差があるのに､
得点差が小さいのであれば､ 現在の聴解､ 読解の問題では､ 上位レベルを識別できないということに

なる｡ その場合は､ 問題数と問題内容の再検討が必要である｡ 但し､ 検討においては､ �6､ �7､ �8が､
それぞれ何がどの程度できるレベルであるのか､ に基づいて､ 議論する必要がある｡ その上で､ その

能力が測定できるようなテストとはどのようなテストであるか､ 現在のテストでその能力を測定でき

ているのか､ を吟味するべきである｡

また､ 聴解テストと読解テストだけで�6以上を識別するのが困難であれば､ 他のテストを指標と
して加えるのも一案である｡ 前述したように､ �5や�6相当の文法問題を作成すれば､ 文法も上位レベ
ルの判定の指標として活用できるであろう｡ また､ 漢字テストは�2から�8までの７段階を分けるた
めに作成され､ それぞれのテストの得点差が比較的大きいことから (但し､ 準漢字圏と非漢字圏)､

漢字の試験を必須にし､ 漢字の得点を参照するのも一考であろう｡ この点も今後の課題である｡

漢字テストについては､ �レベルとの相関も高く､ 準漢字圏､ 非漢字圏の識別には大変有効である
ことが分かった｡ しかし､ 漢字圏については､ �2レベルから�8レベルまで得点がほぼ横ばいである
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ことから､ これをどのように考えるか､ 議論が必要である｡ また､ オンラインテストによって､ 記述

問題が出題できなくなったことが漢字圏の識別に影響しているのであれば､ テストの形式や方法につ

いて検討が必要であろう｡ 漢字圏にとって必要な漢字の知識とは何であるかを再検討し､ レベル設定

の方法､ テストの内容､ 出題形式について､ 見直していく必要がある｡

５. おわりに

本稿では､ どのようにしてプレテのオンライン化を進めてきたか､ テストをどのように実施したか､

実施の結果､ どのような課題が浮き彫りになったか､ について報告した｡ オンライン化によって､ こ

れまで長時間かかっていた採点や得点の入力等の作業は大幅に省力化され､ テスト後の分析も容易に

行えるようになった｡ また､ 受講者も ｢いつでも｣ ｢どこからでも｣ 受験が可能になり､ 利便性が高

まった｡ これは､ オンライン化導入による大きな成果であると考える｡ また､ 明確になった課題に取

り組むことによって､ 今後､ より精度の高いシステムが構築されていくであろう｡

しかし､ プレテによるレベル判定の精度を上げていくためには､ 本来､ 能力記述の明確化が前提で

はないだろうか｡ ｢�3レベルとは､ 何を知っていて､ 何ができるレベルなのか｣ という問いに対する
答えを記述する､ ということである｡ こうした能力記述がなければ､ 当該レベルの知識や能力の有無

を､ プレテでどのようにして測っていくのかを検討することは､ 本来的には不可能である｡ プレテの

オンライン化は､ 利便性という効果をもたらすものではあるが､ 同時に､ センターが提供している教

育内容や､ センターの設定するレベルをもう一度見直す契機にもなると考える｡ テストの問題項目の

修正やシステムの改良を進めながら､ 能力記述についても検討し､ レベルの枠組み､ レベルに合った

教育内容､ さらにテストが相互に連動する仕組みが構築されていくことを期待したい｡

付記

テストシステムの構築や技術的な支援は､ (株) インフォグラムの伊藤晃氏にご担当､ ご尽力いた

だきました｡ また､ 予備実験の分析については､ 九州大学比較社会文化学府博士後期課程の麻生迪子

氏にお手伝いいただきました｡ さらに､ 耐性実験の補助､ およびテストシステムに関する受験者から

の問い合わせには､ 教務補佐の仲紀子氏にご協力いただきました｡ ここに記して感謝申し上げます｡

そして､ テスト問題の作成､ 検討､ 修正､ システムへの入力等の全ての作業は､ 非常勤講師の先生方

のご尽力によるものです｡ 先生方がいらっしゃらなければ､ オンライン化に着手することはできなかっ

たと思います｡ 日頃のご尽力に加えて､ 今回もテスト作りに惜しみないご協力を賜りましたことに､

心から感謝の意を表します｡
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注

１) 口頭試験は､ 会話クラスのレベル判定として行われている対面式のテストである｡ オンラインテ

スト導入後も､ この口頭試験は実施されている｡

２) オンラインテスト失敗者は､ オンラインで途中までテストを受験した者もおり､ 問題項目を繰り

返し見ている可能性がある｡ そのため､ 分析対象としたオンラインテスト受験者やオンラインテス

ト紙版受験者とは受験条件が同じであるとは言い難いため､ 今回の分析に含めなかった｡

３) 加納 (2000：3) は､ 韓国語を�1とする日本語学習者は ｢母語ではもはや漢字表記を使用してい

ないとはいえ､ 音声で認識できる語彙としては､ 漢字熟語に慣れている｣ ことから､ ｢『準漢字圏』

学習者と位置付けることを提案したい｣ と述べている｡ 筆者もこれに従い､ 韓国語�1学習者を準
漢字圏として分析する｡
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九州大学留学生センターの日本語・日本文化研修コースは､ 海外の大学で日本語や日本文化を専攻

した学部学生が１年間留学し､ 今後の日本研究に必要となる日本語能力の向上を図るとともに､ 日本

の社会や文化に関する理解を深めることを目的とする短期留学コースである｡

２. 概 要

平成12年度から日本語・日本文化研修生は一括して留学生センターが受け入れを行っており､ 最近

の受け入れ人数は以下の通りである｡

平成16－17(04－05)年度５期生 15名 平成17－18(05－06)年度６期生 10名

平成18－19(06－07)年度７期生 21名 平成19－20(07－08)年度８期生 20名

平成20－21(08－09)年度９期生 26名 平成21－22(09－10)年度10期生 29名

平成22－23(10－11)年度11期生 29名

以下は､ 平成20年度のコースの概要である｡

１. 受け入れ期間 その年の10月１日から翌年の９月30日まで

２. コースの内容

ａ) 必 修 科 目 16単位 360時間 留学生センターで開講の ｢日本語 (上級)｣､ ｢日本語・日本

文化概論｣､ ｢日本語学｣ および ｢調査方法研究｣ など

ｂ) 選択必修科目 ２単位 30時間 ｢課題研究｣ あるいは ｢調査分析｣ を選択

☆９期生までは上記の選択必修科目が課されていたが､ 10期生からは､ 選択必修科目が以下のよ

うに変更になった｡ 課題研究４単位､ 調査分析２単位､ 文献講読１単位｡

学生は､ ３つの中から自分に合った科目を選ぶ｡ 課題研究､ 調査分析を行うためには前の学

期に､ ブックレポートを提出し､ 評価を受けること､ 加えて研究方法についてもレポートを提

出することが義務付けられている｡

ｃ) 選 択 科 目 ４単位 60時間 日本の社会や文化に関する学部学生向けの授業

計 22単位 450時間

３. 単位認定 本コースで履修した科目は､ 成績認定が行われ､ 所定の要件を満たすと修了証が授与

される｡ また単位互換に応じることができる｡
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３. 平成21年度の日本語・日本文化研修コース

１) 平成21年度前半：平成20年度後半に始まった第９期生 (26名) のコースが引き続き４月から９

月まで行われた｡ 主な日程は以下の通りである｡

2009年４月９日 授業開始

５月18日 課題研究中間発表１

７月27日 課題研究中間発表２

８月24・25日 課題研究最終発表会

言語・教育

１. 語彙量の対照的研究 ミラン・フォンベルロ

２. 日本語における外国語の利用方法－和製漢語とカタカナ語の分析から－ ショウライ

３. 日本映画のシナリオと韓国語字幕の表現比較 イー・スヨン

４. ロシアと日本の昔話に登場した妖怪たち イレーラ

５. 中国人日本語学習者の外来語習得の実態に関する研究 ヒョウケツ

６. 外国を勉強する目的 ミヒル・ブアヴィンクル

７. 日本人の動物観－ことわざを中心に 黄旭君

８. チューター制度のあり方について 黄雅利

９. 在日ベトナム人留学生の異文化適応 ハティトゥン

文化・社会

10. オタク ジュー・オクサナ

11. 中国人と日本人の違い－対人認識についての考察 許 暁渓

12. 飲酒実態に関する日中の大学生の比較 陳暁雲

13. グローバリゼーションの捉え方 ヤコブ・ウィツェル

14. ケータイ購入における����の効果 方敏晟

15. 日・韓映画交流の現在と未来 イム・ジヨン, ジョ・ハヨン

16. 日本社会における ｢非属｣ のあり方について ディエゴ・コミナッツィーニ

17. 日本における､ 若者のナショナリズムの意識 チュア・マリサ

18. テレビＣＭタイアップソングのＣＤ売上への影響 林 子雍

19. ｢核と被覆｣ 副題－ ｢日本の文化の収容の特性と日本人の自己表現の特徴にみる

日本人のオリジナルへの認識｣ 金胤希

20. イスラームに対する日本人の認識変化 ジャーロン・サイヌン

21. カラーとカラーコーディネート 姜せい

22. 茶道の担い手と侘びの精神 キム・ミンヒ, キム・シナ, イ・シンヨン

前年度までは､ 発表は論集としてまとめられていたが､ ９期生からはまとめられていない｡
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８月25日 終了式・パーティ

２) 平成21年度後半：平成21－22年度コース (第10期生) は10月に29名の研修生で始まった｡

10月２日 開講式

10月13日 授業開始

平成21年秋学期時間割り(コースの必修科目のみ記載)

上級日本語は､ 上記の６科目の中から研修生が関心のある科目を４つ選択する｡ １月とあるのは､

冬休みが終ってから週２コマで行うクラスである｡ 科目名は以下の通りである｡

上級日本語Ａ ｢ジェネレーションＹ｣

上級日本語Ｂ ｢日本語総合力をつけよう｣

上級日本語Ｃ ｢社会問題に見る日本社会｣

上級日本語Ｄ ｢現代日本の姿｣

上級日本語Ｅ ｢４コマ漫画に見る日本｣

上級日本語Ｆ ｢人と社会を考える｣

上級日本語Ｇ ｢映画に見る現代社会｣

11月27日 見学旅行 熊本城 阿蘇 阿蘇ファームランド

12月21日から１月11日まで冬休み

２月21日 前期授業終了(ただし１月からの上級日本語は２月25日まで)

２月25日から春休み

４. 研修生の評価

１) 第９期生

９期生は､ ８期生にもまして多国籍化した｡ 人数も26名と増えた｡ 日本語の力は前年度の学生達と

同じレベルでそう高くはなかったが､ 真面目に努力し､ 少しずつ力を貯えていくタイプの学生が多かっ

た｡ 多人数のためかあるいは多国籍のためか､ またリーダーとなる人が見つからなかったせいか､ グ

ループとしてどのようにまとまっていくかの方向性が見えない学生が目立った｡ 勉強においても､ ク

ラスメートとの出来の違いが関心をひき､ その違いを学ぶ格好のチャンスと思うより､ クラスメート
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月 火 水 木 金

1 上級日本語Ｂ 日本語日本文化概論 上級日本語Ｄ 上級日本語Ｄ

2 上級日本語Ａ 上級日本語Ｃ

3 日本語演習 上級日本語Ｆ１月 日本語学 上級日本語Ｆ１月

4

5 上級日本語Ｅ１月 上級日本語Ｇ１月 上級日本語Ｅ１月 上級日本語Ｇ１月



と違って劣って見える自分をどのよう捉え､ どのような努力をすればよいか分からなくなり不安にな

る者が多かった｡ しかし､ これらのレベルの違いは､ 後半では学生一人一人がしっかりと自分の関心

を追求するという良い方向に進む原動力となった｡

またこの期において､ 課題研究を一人一テーマではなく､ 何人かで共同で行うやり方を導入した｡

その結果､ 一人でやるよりも広範な調査を行うことができ､ またデータの分析もより客観的なものと

なることも分かり､ 学生に合った研究方法を模索している指導教員には､ 選択肢の一つとなった｡

２) 第10期生

10期生は､ ９期の11ヵ国26名よりさらに多い16ヵ国29名でスタートした｡ 人数としては３名増えた

にすぎないが､ 出身国の多様さに加え､ 両親の国際結婚により一つ以上の国の文化を持った学生が複

数おり､ 多様さに輪を掛けた｡ これらの学生の ｢我々は異なる文化背景を持っているから､ 一人一人

違うのは当然である｣ という議論の前提ともなる考え方は､ 他のクラスメートに大きな刺激となった｡

単に他の国の人と会うだけではなく､ このように国をまたがり､ 二つの国の言語ばかりか文化も理解

している人の考え方は､ それまで母国では聞いたことのない個性的なもので､ 学生達も自分達の ｢国

際化｣ を考えるきっかけとなったのである｡ その関心の現われは､ 学部の選択科目で､ 外国語の履修

が今までにもまして増えたことである｡ 母国語と英語､ 加えて日本語だけで充分だと考えていた学生

達が､ ４ヵ国語､ あるいは５ヵ国語の習得を目指した｡

また､ この多様性の現われは､ 課題研究のテーマにも影響を及ぼした｡ 課題研究については､ この

10期生から､ 課題研究､ 調査分析､ 文献講読のうちから､ 選択できるようになった｡

５. 第９期で行った改良

基本的に８期で始めた試みを踏襲した｡ その試みとは､ 必修の上級日本語の一部を１月から週２回

行う方法である｡ 10月来日から３か月は､ 足りない日本語の力をつける猶予期間を設けたわけである｡

この試みは､ 非漢字圏学習者だけでなく､ 漢字圏学習者にも留学生センターの多くを読んだり書いた

りする授業に慣れる時間があるため､ 効果的であった｡

また課題研究については､ 選択必修とし ｢課題研究｣ でも ｢調査分析｣ でもよいこととした｡ しか

し､ 全員が課題研究を選択したため､ 実質的には第８期生と同じく､ センターの日本語の教員が一人

につき３～４人に研究指導を行い､ 論文を完成するまで指導した｡

６. 日本語・日本文化研修コースの課題

受け入れ学生数の増大に伴い､ １クラス29名のコース運営に加えて､ 29名に対する課題研究の個別

指導は実質上不可能になった｡ そこで９期生で改革を試みたが､ 学生の選択に委ねたために機能しな

かった｡ さらなる改革を必要としている｡

また､ 日本語・日本文化研修コース生は､ 留学生センターに所属し､ 主に日本語のスキルを磨くこ
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とや､ 日本社会・日本文化に関する見聞を広めることを目的としているが､ 従来のように､ 母国の大

学で語学としての日本語を専攻し､ 将来母国で日本語の教師になることを目指している九州大学の留

学生センターに来る学生の数は減っている｡

代わりに母国の大学で社会学や心理学､ 経済学や政治学を専攻している学生が増えている｡ 彼らが

目指すのは､ 専攻の学部での知識を広めるとともに､ 語学としての日本語を究め､ 就職や大学院進学

を可能にすることである｡ そのため､ 留学生センターの日本語や日本文化に関するクラスだけでは満

足できず､ 学部の科目を多く履修したがるという傾向がさらに多くなってきた｡ そのような学生達は､

本来日本語や日本文化に関する履修を主とする日本語・日本文化研修コース生としては､ 相応しくな

い｡ しかし､ 世界の大学では主専攻と共に副専攻も重んじる時代に入っており､ これらの学生達の希

望は時代の趨勢と言わざるをえない｡

今後､ 課題研究をどのように位置付けるかと共に､ 日本語・日本文化研修コース自体の位置付けも

考えていかなければならない｡
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�������������������(����) は､ 本学が開発した､ �����諸国の有力大学と共同で現地の
大学において実施する､ �����＋３ (日中韓) にフォーカスした短期国際教育プログラムである｡

本稿では､ マヒドン大学インターナショナルカレッジ (����) と共同実施した､ 2009年度プログラ
ムの概要を報告し､ その問題点や今後の課題について考察する｡

１. 概 要

1�1 コース実施期間 (２月26日～３月13日 ２週間)

九州大学と諸外国の大学の休業期間を考慮し､ 実施期間を2010年２月26日(金) から３月13日(土)

の２週間とした｡ ２月26日(金)～28日(日) のオリエンテーションを経て､ ３月１日(月) から授業を

開始した｡

1�2 対象と募集方法
主として�����域内の大学､ 日本､ 中国､ 韓国の大学の学生 (学部生と大学院生) を対象とした

が､ 広く世界各国の大学にも募集案内を郵送で配付した｡

1�3 参加者
表１は､ 参加者の国と大学を示したものである｡ 12カ国・地域 20大学から51名の学生が参加した｡

113
九州大学留学生センター紀要, 2011, 第19号, 113－118���������������������������������������������
2011����19�113�118������������������
０. はじめに

郭 俊 海�
高 原 芳 枝��

�九州大学留学生センター准教授��九州大学国際交流推進室准助教

― ����(�������������������)の概要と今後の課題 ―������������������������������(����) 2010



1�4 宿舎､ 参加料金と奨学金
宿舎は､ ����附属のホテルを､ １室２名で利用した｡ 参加料金は､ 九州大学の授業料59�200円と

宿舎料とフィールドスタディに要する実費の68�800円とした｡
九州大学と����共に参加学生に対する奨学金を提供し､ 九州大学は､ 14万円を15名の������
３諸国 (日本を除く) の学生に､ ６万円を５名の九州大学の学生に支給した｡ 一方､ ����は参加料
金と渡航費相当分の奨学金を15名の参加学生に支給した｡ これにより､ 参加者51名のうち､ 35名が奨

学金を受給することができた｡

２. カリキュラムとコース概要

このプログラムは､ ①�����研究 (�����������������������)､ ②アジア言語・文化 (������������������� ���������������)､ ③フィールドスタディから構成され､ 以下の５コースを設
置した｡ ①���と②���の各科目は２単位とし､ 参加者は４単位 (���１科目＋���１科目＝２科
目) を履修して､ プログラムを修了する｡

① �����研究コース／�������������������(���)� �����＆東アジア事情／��������������������������������� 農業経済＆食品安全／����������������������������������
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表１ 参加者の国と大学

日本・中国・韓国・その他
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�����諸国
(21名)

日

本

中

国

韓

国

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

カ
ン
ボ
ジ
ア

タ

イ

フ
ィ
リ
ピ
ン

ベ

ト

ナ

ム

マ
レ
ー
シ
ア

ミ
ャ
ン
マ
ー

ラ

オ

ス

19１) ７ ４ ４ ２ ７ １ ３ １ ２ １

九
州
大
学

華
中
科
学
技
術
大
学

中
国
人
民
大
学

上
海
国
際
問
題
研
究
院

������������������������������������������������������� ����������������������
��������������������� ����������������������������
��������������������������������
������������������������������������������������������ ������������������������
����������������������� �������
����������������������������
������������������������
��������������������������
������������������������



� 異文化コミュニケーション／���������������������������
② アジア言語・文化コース／������������������������������(���)� 初級日本語／������������������������ 初級タイ語／�������������������
③ フィールドスタディ� サメット島でのオリエンテーション� ���������������������(タイ伝統人形劇) 見学� �������� ����������見学� ��������＆ �������ホームスティ� ��������������������������(アユタヤ水上市場見学)� タイ料理教室� その他

④ ゲストレクチャー

アセアン事務総長特別補佐官､ タームサック・チャラーンパラヌパップ (�����������������������) 博士による特別講義 ｢5���������｣
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表２ 時間割���
8：50－11：50

��������������������� ������������������������������
13：30－16：30

������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������������������������������������������
表３ アセアン研究コース科目担当教員・受講者数

科目名・講 師
( ) 内は担当コマ数 (１コマ＝180分)

受講
者数�����＆東アジア事情／��������������������������������������������������������������������������������������������(4)�������������������������������������������������������������������������(5) 20

異文化コミュニケーション／����������������������������������������������������������������������������������������������(4)���������������������������������������������������������������(5) 18

農業経済＆食品安全／������������������������������������������������������������������������������������������(4)����������������������������������������������������������������������(5) 13



４. 参加者の評価

プログラム最終日に､ 参加者によるプログラム評価のアンケートを行った｡ プログラム全体､ コー

ス内容､ フィールドスタディについて､ 五段階の基準 (5＝����������4＝�����3＝�����2＝�����
1＝��������) で評価させ､ 各質問項目について､ 必ずコメントを書かせるようにした｡ 下の表は
五段階評価ポイントを集計したものである｡

表４が示すように､ ｢����｣ や ｢���������｣ と評価した学生が多かったことから､ アジア言語・文
化コース､ アセアン研究コース及び本プログラム全体に対して､ ほとんどの学生が非常に満足してい

ることが伺える｡ また､ フィールドスタディ (頻度と内容) においても､ 高い評価が得られている｡
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アジア研究コース科目担当教員・受講者数

科目名・講師 (担当コマ数)
受講
者数

初級日本語／����������������������レベル１：����������������������������������������������������������(10)�レベル２：�����������������������������������������������������������������������(10) 17
5

初級タイ語／��������������������������������������������������������������������������������������������������������(10)���������������������������������������������������������������������������������������(10) 29

表４ 参加者による評価���� �������� �������������������� ������������������
５
４
３
２
１

(�������)
(34)
(10)
(6)
(1)� ������

５
４
３
２
１

(�������)
(39)
(8)
(1)�� ������

５
４
３
２
１

(�������)
(17)
(17)
(12)
(1)��������������������� ������������������������

５
４
３
２
１

(�������)
(27)
(16)
(8)�� ������

５
４
３
２
１

(�������)
(33)
(11)
(7)��



◎�����､ 日本理解及び異文化理解の促進
このプログラムに参加したことを通じて､ �����の政治的経済的情勢､ 歴史､ 文化及び食の安全
など､ アセアン全般にわたって理解することができた｡ 授業では､ 学生たちは�����について自ら
の考えを述べる､ また自国のことを紹介し他の学生の意見を聴くなどして､ �����や自国のことに
ついて再認識ができた｡ �����学コースを通して､ 新たな発見をし､ �����に関する理解が深まっ
たと多くの学生が述べている｡

◎日本人学生の自己主張能力とコミュニケーション能力の意識向上

また､ 多くの日本人学生が､ �����の学生とのグループディスカッションなどを通じて､ 自分た
ちが積極的に意見を述べ､ もっと英語によるコミュニケーション能力を高めなければならない､ とい

う意識が高められた｡ 以下は､ 抜粋した学生のコメントの一部である｡

■ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
■ �������������������������������������������������������������������������������
■ ����������������������������(�����������) ������������������������������������������������������������
■ ������������������������������������������������������������������������
■ 周囲の友達の意識の高さを感じ､ ……異文化理解を深められた｡

■ 世界情勢に関心を持てるようになった｡

■ 自分音新たな一面を発見し､ 成長することができた｡

■ 英語を学ぶ意欲があがった｡

しかし､ 過密なスケジュールに対する不満の声も聞かれた｡ 毎日､ 午前８時50分から午後４時半ま

で､ 授業がびっしり入っている上に､ 週２回程度は授業終了後､ 夕方や週末のフィールドスタディも

用意されていた｡ また､ 授業で出される各種の課題をこなす時間も必要であり､ 学生が自由に使える

時間は極めて限られていた｡

また､ 宿舎としたホテルにはワイヤレス���が設備されていたが､ インターネットアクセスの不
具合が多く､ これに関する意見も寄せられている｡ 学生の主なコメントをまとめると､ おおむね次の

とおりである｡

■ ������������������������������������������������������������������������
■ ������������������������
■ ������������������������������������������������������������������������������
■ ����������������������������������������
■ ���������������������������
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■ �������������������������
■ 課題が重すぎた｡

■ フリーな日がまったくなかった｡

５. 今後の課題

日本の大学 (九州大学も含む) と諸外国の大学の休業期間を考慮し､ 本年度は２月26日から３月16

日までの２週間とした｡ それにもかかわらず､ 一部の地域の大学 (たとえば､ 香港､ マレーシア､ シ

ンガポールなど) の授業期間と重なり､ これらの地域の大学からの参加者はいなかった｡ また､ プロ

グラムの開講期間に関しては､ ｢短すぎる｣､ ｢３～４週間にすべきだ｣ との意見も参加した学生から

寄せられている｡ 期間を長くすれば滞在費や授業料及び講師の謝金などの経済的な問題や､ また共同

開催校の新学期と重なり教室や宿泊などの施設の利用が困難になるなどの問題も出てくる｡ 今後も､

これら学生の声を反映させつつ､ 共同開催校の事情を考慮しながら開催時期やコースの長さを検討し

ていきたい｡

日本人学生の参加者からは ｢九州大学の学生が多すぎる｣ との意見があった｡ これは､ 九州大学が

主導で開催したプログラムなので､ 当然と言えば当然かもしれないが､ 今後､ 日本の他の大学の学生

が多く参加するようにアピールしていきたい｡

アセアンの一部の国は､ 奨学金がないと経済的に参加しにくい実情がある｡ いかに財源を確保し多

くの優秀な学生を獲得できるかが課題の一つである｡

＜注＞

１) 九州大学の中国人留学生とベルギ人留学生１名ずつを含む
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������������������(���) は､ 今年度10回目のプログラムを開講・実施し､ 39名の参加者を
受入れた｡ これにより通算受入れ留学生は15カ国71大学394人に上る｡

本稿では､ 2010年プログラムの概要を報告すると共に､ 今年度プログラムの問題点とその改善策に

ついて考察する｡

１. 2010年 ATWプログラムの概要

119
九州大学留学生センター紀要, 2011, 第19号, 119－127���������������������������������������������
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― 2010年プログラムの概要と報告 ―�����������2010 ������������������������������
岡 崎 智 己�
高 原 芳 枝��
西 原 暁 子��

０. はじめに

�九州大学留学生センター教授��九州大学国際交流推進室准助教

実施期間 2010年６月28日～８月６日 (６週間)

対 象 者

外国の高等教育機関に在籍している学部生及び大学院生で､ 以下の条件を満たすもの
(1) 学業及び人格が優れており, 原則として在籍している大学の推薦を受けた者
(2) 留学の目的及び計画が明確で, 日本への留学の成果が期待できる者
(3) 日本での留学期間終了後, 在籍大学において学業を継続する者
英語を母国語としない者については､ �����550点以上の英語能力を有する者

開講科目
１) 人文・社会科学系 ｢アジア研究コース｣ 全４科目 (教育言語：英語)
２) 自然科学系 ｢実験実習コース｣ 個別対応 (教育言語：主に英語)
３) 日本語 (初級前半～中級後半・全６レベル６クラス)

時 間 割

９：30－12：00 日本語コース
13：00－14：30 アジア研究コース (1)
14：50－16：20 アジア研究コース (2)
13：00� ラボ研究コース (実験実習)

奨 学 金 12万円／人を20名に支給



受講者数

2010年の応募者､ 並びに受講者 (＝受講許可者の内､ 実際にプログラムに参加した者) の国別内訳

は以下のとおりである｡

昨年度は深刻な世界的経済不況の影響で応募者数が減少したが､ 今年度は幾分持ち直し､ 応募者総

数は昨年から10名増となった｡ しかしながら､ これまでの実績から見ると応募者総数は減少しており､

長引く経済不況と円高の影響が少なからずあるようである｡

開講科目

① 人文・社会科学系 ｢アジア研究コース｣ の開講科目と各科目の受講状況

各科目とも､ 授業回数は15回 (30時間相当) で､ 付与する単位は２単位とした｡ ｢アジア研究

コース｣ を選択した学生は､ 以下に挙げる開講科目から､ 原則､ 基本的に一人２コースを選択受

講している｡
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見学旅行

(登録制)

１) 佐賀県西有田町 棚田農作業体験 (日帰り) 参加料 2�600円
２) 錦帯橋､ 厳島神社､ 広島平和記念公園 (１泊) 参加料 26�000円
３) 日本文化体験 (茶会・座禅) (半日) 参加料 各1�000円・500円

宿 舎

以下の組み合わせにより希望をとり､ 調整して割り当て
１) ４週間ウィークリーマンション＋２週間ホームステイ
２) 全期間 (６週間) ウィークリーマンション
３) ４週間民間学生寮＋２週間ホームステイ
４) 全期間 (６週間) 民間学生寮
５) 全期間 (６週間) ホームステイ

参 加 費
授業料 88�800円 (６単位分相当)
宿舎料 72�000円～138�600円 (宿泊形態により異なる)
見学旅行費 (登録制) 見学旅行欄参照

応募者総数 受入許可者総数 受講者総数

58人 49人 39人

(単位：人)

ア

メ

リ

カ

カ

ナ

ダ

イ

ギ

リ

ス

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

韓

国

中

国

香

港

台

湾

計

14 １ 5 5 6 4 3 1 39

開講科目・授業担当 受講生数

1������������������������������������������������������������������������������ 27人

2���������������������������������������������������������������������������������������� 15人



② 自然科学系 ｢実験実習コース｣ に申請して行われた自主研究と受入部局

６週間の期間中ほぼ毎日実験実習に従事するコースであり､ 付与する単位数は４単位とした｡

今年､ ｢実験実習コース｣ を選択した学生は３名で､ 各自の研究課題は以下の通りである｡

③ 日本語コースの受講状況

６週間の期間中ほぼ毎日授業を行い (授業時間総計60時間)､ ２単位を付与・認定した｡

２. 応募数の動向

下の２つの図は参加料金を徴収するプログラムとした2003年度以降2010年までの応募者数 (図１)

と応募大学 (応募者の所属大学) 数 (図２) の推移を所属大学の所在する地域別に示したものである｡

本サマーコースは､ 最初の２年間 (2001�2002) は�����������������ｍとして､ ����１) 国際
事務局の補助金により実施したのち､ 2003年から九州大学独自の独立したプログラム (���) とし
て自己資金で実施している｡ 2003年当時､ ���は本学の国際教育事業のフロンティアプログラムで
あり､ また､ それまで20～25名であった定員を60名に増やしたことから､ 2003年から2006年まで､ 海

外の大学で学生を対象に説明会を行って学生を募集した｡ アメリカと欧州の数カ国も訪問したが､ 主

な訪問先は東アジアと東南アジアであった｡ プロモーション活動が奏功して､ 2003年の応募者は117

名､ 2005年も100名を超える応募があり､ そのうち約80％は東アジアと東南アジアからであった｡ プ

ロモーション活動を終了した後も､ 2008年までは安定した応募数を保っていたが､ 2009年は世界経済

不況と新型インフルエンザ流行の影響を受けて､ 応募者数は前年度の40％減となった｡ また､ 近年40

名前後もしくはそれ以上を数えたシンガポール大学からの応募が半数以下に減少してきたことも影響
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3���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28人

4�������������������������������������������������������������������������� 2人

研究課題

１. 心筋梗塞時に発現が上昇する�タンパク質共役型受容体の
クローニングと発現

薬学部

２. �������������������������������������������� 工学部

３. �������������������������������������������������������������������������������������������� 農学部

初級１ 初級２ 初中級１ 初中級２ 中級1 中級２ 計

12人 ８人 ５人 ４人 ６人 ４人 39人
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図１ 年度別・地域別 応募者数

図２ 年度別・地域別 応募大学数



している｡ 従来､ 同大学学生の本プログラム参加を経済的に支援していた在シンガポール日系企業か

ら奨学金が提供されなくなったことが背景にある｡

東アジアと東南アジアからの応募者が減少した一方､ 北米からは毎年20名前後の応募数を保ってお

り､ 欧州からの応募数は増加傾向にある｡ 所属大学の地域バランスを見ると､ アジアと欧米の応募者

数の差は縮小しており､ 応募大学数においては､ アジア (東アジア＋東南アジア＋南アジア) 13大学

に対し欧米14大学と､ ほぼ均衡している (図２)｡ また､ 応募者総数は減少しているが､ 応募大学数

は30前後と一定数を保っている｡ これは同じ大学から参加する学生が１人か､ 多くても２～３人とい

うことであり､ 単一大学や地域のグループが形成されることなく､ 多様なバックグラウンドをもつ学

生間の交流が促されるという結果につながっている｡ 実際に､ 多様な地域と大学からやってくる同年

代の参加者との交流が���の魅力であるという参加者の意見は少なくない｡
今年度の特徴として､ 欧州の大学が増加したことと､ 過去４年間実績がなかった南アジアと､ これ

まで全く応募のなかった中東の大学に所属する学生から応募があったことが挙げられる｡ これら欧州

と中東の今年度新規応募大学は計10大学であるが､ そのうち９大学は本学と学術交流協定を締結して

いない｡ また､ 応募大学総数28大学のうち､ 新規応募大学が10大学と36％の比率を占めており､ 応募

者数が下降する以前の2007年の水準に戻っている (表１)｡ ���は､ 本学との交流協定の有無に関わ
らず､ 広く世界中の大学生を受け入れることを目的として開講・実施されており､ 新規に応募する大

学が増加していることは､ 徐々にではあるが､ ���の認知度が向上していることを示している｡
では､ 応募者､ 特に交流協定を持たない大学の学生は､ どのように���の情報を得ているのであ

ろうか｡ 図３は､ 今年度���に参加した学生に対するアンケート調査の結果である｡
インターネットで���を知った参加者は約３割に達しており､ このことからほとんどの新規応募

大学の学生の情報源はインターネットであろうと考えられる｡ これに､ 以前に���に参加した友人
や兄弟から���の評判を聞いて応募したという､ いわゆる口コミによる応募者の割合を合わせると､
所属する大学の国際オフィス等から提供される情報以外の情報源の利用者は約半数に及ぶ｡ 今後､ 応

募者数の増加を図る場合には､ インターネットと口コミの積極的かつ有効な利用が鍵となるであろう｡

一方､ 本学とは交流協定を持たない不特定多数の大学の学生が直接応募してくる場合は､ 応募者が

協定大学の推薦を受ける場合とは異なり､ 所属大学の保証がないので､ 受入者の選考には慎重を期さ

なければならない｡ 応募者の学業成績と留学に対する意志・意識を注意深く審査して受入者を決定す

ることが､ 本プログラムの質保証につながると考える｡
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年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

新規／総数
13／26
(50%)

10／25
(40%)

12／29
(41%)

11／30
(37%)

8／31
(26%)

5／24
(21%)

10／28
(36%)

表１ 新規応募大学数／応募大学総数



３. ATWプログラムに対する評価と今後の課題

参加者による開講科目とプログラム全般の評価

・プログラムの総合的な評価 (有効回答者数：39人)

・｢アジア研究コース｣ について (有効回答者数：36人)

・｢ラボ研究コース｣ について (有効回答者数：３人)

・｢日本語コース｣ について (有効回答者数：36人)

・｢日本語クラス｣ と ｢アジア研究／ラボ研究｣ とのバランスについて (有効回答者数：39人)

総合評価は参加者全員 (39名) が �大変によい�または �よい�と回答しており､ 参加者の満足度
が高かったことは､ プログラム運営者として喜ばしいことである｡

自由記述で参加者から寄せられた意見・コメントは概ね良好であったが､ 今後のプログラム運営上､
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大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 27人 12人 ０人 ０人 ０人

大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 14人 19人 ３人 ０人 ０人

大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 ２人 ０人 ０人 １人 ０人

図３ 情報源 (2010調査)

大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 10人 24人 ５人 ０人 ０人

大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 20人 14人 ２人 ０人 ０人



検討の余地があると思われたものとして､ 実施期間と授業時間についての意見に触れておく｡ これは､

毎日授業が午後２時30分まである上に宿題が出され､ 更にラボ研究では毎日遅くまで研究室で実習す

るので､ 観光や仲間との交流などに自由に使える時間があまり取れなかったことに関するもので､ プ

ログラムの実施期間を延長して､ 替わりに週当たり授業時間数を減らしてはどうかというものである｡���に参加する学生は皆､ 日本に興味があり､ 日本を知りたいと思ってやってくるのであるから､
日本で様々なものに接し､ 自ら体験し､ また多くの人に出会いたいという欲求は強い｡ そのような欲

求を６週間という限られた時間で満たすには､ 時間が足りないという意見である｡ 毎日びっしり授業

を詰め込むのではなく､ 授業日を週に４日程度として学生の自由時間を増やすことが､ 解決策として

考えられる｡

しかしながら､ プログラム実施期間を延長するためには､ 日本語及びアジア研究コースの担当教員

が､ その期間対応できるか､ 本学授業期間中に実施する���のための教室を確保できるか､ 滞在期
間の延長による宿泊費の上昇が応募者数に影響しないか等､ 検討すべき要素がいくつもある｡

その他

ホームステイ体験の充実と日本人学生によるチューター活動

サマーコースは������������������として開始した当初より､ 宿泊先の選択肢としてホーム
ステイを用意している｡ 一般の家庭での宿泊体験を希望する学生は多く､ 例年参加者の８～９割がホー

ムステイを希望・選択する｡

また､ 本学学生の中から希望者を募り､ 滞在中の生活全般をサポートするボランティアチューター

として､ 留学生に１対１で配置している｡

以下は今年度の参加学生によるホームステイとチューターに対する評価である｡

参加者によるホームステイとチューターに対する評価

・ホームステイに関する評価 (有効回答者数：31人)
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立地 大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 ７ 17 ６ １ ０

設備 大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 20 11 ０ ０ ０

全般 大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 28 ３ ０ ０ ０

待遇 大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 29 １ 1 ０ ０



・チューターに対する評価 (有効回答者数：39人)

今年度は30名がホームステイを希望した｡ 内訳は11名が６週間のホームステイ､ 19名が後半２週間

のホームステイである｡ 例年のことながら､ ホストファミリーを申し出てくださる一般家庭は決して

多くなく､ 応募締切間近になってホストファミリー申込み家庭数がようやく必要家庭数を上回った｡

学生､ ホストファミリー双方から提出された調書に基づき両者の組み合わせを行うが､ この組み合わ

せではトラブル発生の可能性をできるだけ低く抑えるため､ プログラム開始当初より次の事項を特に

重視し､ 両者の希望に沿えるようにしている｡

(ホストファミリー側の希望)

１. 受入学生の男・女の希望

２. 食材制限のある学生の受け入れの可否

３. 日本語初心者の受け入れの可否

(留学生側の希望)

４. 喫煙家族同居の場合の可否

５. ペットが飼育されていることに関する可否

６. 幼児がいることに関する可否

組み合わせ時の調書各項目の取り扱いは､ 2005, 2006年度報告に記載しており､ ここでは詳細は省

略するが､ 上記項目４～６はいずれも過去にトラブルが生じた例があるため､ 項目１～３同様､ 出来

る限り希望を容れた組み合わせを行うようにしている｡ ホストファミリーへの応募家庭が少ない場合

など､ いたしかた無く希望を叶えられないケースもあるが､ その場合は本人に許容範囲を再度確認す

るなどして､ 事前の了解を得る努力をしている｡ 選択肢が拡がれば､ 予想されるトラブルも回避可能

であるため､ 安定的且つトラブルの少ないホームステイプログラム運営のためには､ 十分な数のホス

トファミリーの確保がやはり最重要課題である｡

チューターに対する満足度は例年概ね高いが､ １対１で配置するため､ 頻繁にチューターと会って

交流を楽しむ留学生がいる一方で､ 中にはチューターが学業等で忙しく十分に接触できないケース､

もしくは留学生仲間との交流にウエートを置き､ 担当チューターと積極的に交流しないケースもある｡

そのような場合に留学生､ チューター双方ができるだけ疎外感を感じないですむよう､ 全チューター

を大きなグループとして組織し､ 全留学生と交流する機会がもてるようにしている｡ チューターの中

にリーダー､ サブリーダーを置き､ 留学生との１対１の対応以外に､ チューター企画による全体イベ

ント (観光､ 見物やパーティーなど) を行い､ 担当チューターが対応できない場合には､ 他のチュー

岡崎 智己・高原 芳枝・西原 暁子126

チューター
プログラム 大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 29 ９ １ ０ ０

担当
チューター 大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 25 ７ ５ ２ ０



ターがカバーするという体制である｡ このため､ チューターのなかでも時間に余裕のある者､ 多くの

留学生との交流を熱心に希望する者は､ 自分の担当留学生以外にもさまざまな留学生と積極的に交流

活動に取り組んだ｡ そのうちの一人のチューターに関しては､ 留学生が帰国後､ わざわざオフィスに

対して当該チューターの献身ぶりを賞賛するメールを送ってきたほどであった｡

チューターがプログラムに大きく貢献しうることを､ その経験とともに次の年度のチューター希望

者に伝えていくことが､ 留学生､ チューター双方の満足度をさらに高めてゆく助けとなる｡ 数年前よ

り数名分のチューター体験談を���のホームページに掲載しているが､ 献身的な活動を行ったチュー
ターの手記は年度毎に出来る限り収集し､ 有効活用したい｡

＜注＞

１) ����(�������������������������������������：アジア太平洋大学交流機構) は､ アジア太平洋地域における高
等教育機関間の学生・教職員の交流促進を目的として､ 1991年にオーストラリア大学協会の提唱により設立された｡

九州大学におけるサマーコースの実践 127
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2009年 (５月１日現在) の全国の留学生数は､ 132,720人と過去最高となった｡ また､ 九州大学の

留学生数も､ 1,509人 (同時期) となったがこれも過去最高であり､ 全国で５番目に留学生の多い大

学となった｡

九州大学留学生指導部門は､ これらの留学生および留学生に関わる教職員・学生を対象として､ 様々

な活動を行っている｡ 留学生指導部門の活動は､ ①相談過津等､ ②教育活動､ ③授業､ ④研究､ ⑤学

内協力講座・委員会､ ⑥社会連携､ である｡

九州大学は､ 福岡市西部の伊都キャンパスへ移転を行っており､ すでに工学部・府は移転し､ 従来

六本松キャンパスで行われてきた全学教育も2009年４月から伊都で始まった｡ また､ 比較社会文化学

府も４月に移転した｡ 留学生センターの移転はまだ先のことであるが､ 伊都キャンパスにも相談室を

設けて相談活動を行っている｡

伊都キャンパスには､ 学生宿舎 ｢ドミトリーⅠ｣ (日本人と留学生の混住) があるが､ すぐ隣に

｢ドミトリーⅡ｣ もオープンした｡ 留学生も日本人学生も徐々に西部地域に移動をしている｡ 伊都キャ

ンパスへの支援がこれからの中心となっていく｡

２. 相談活動

(1) 相談室および担当者

九州大学は､ 上述したように､ 2009年度から六本松キャンパスが伊都キャンパスに統合されたが､

箱崎キャンパス､ 病院(馬出) キャンパス､ 筑紫キャンパス､ 大橋キャンパス､ 別府キャンパス､ に

分散している｡

留学生センターは､ センター本館がある箱崎キャンパスと伊都キャンパスに相談室を設けている｡

箱崎キャンパスではほぼ毎日､ 伊都キャンパスでは､ 週２回の相談活動を行っている｡
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また､ 国際交流会館(留学生宿舎) は､ 香椎浜会館(270室) と井尻会館 (59室) があるが､ 業務が

民間委託されたため､ 香椎浜会館での相談は2008年６月で終了となった｡ とは言え､ 留学生が来日し

て最初の６ヶ月を過ごす国際交流会館では､ オリエンテーションや様々な行事が行われるため､ 指導

部門との関わりは大きい｡

これらのキャンパスや宿舎に対して､ 指導部門の３人の教員はそれぞれ分担して相談活動を行った｡

箱崎キャンパスには留学生センターがあり､ ここには３人の教員室がある｡ そのため､ 活動の中心は

箱崎キャンパスとなっているが､ 伊都は白�と高松が､ 国際交流会館はスカリーが主に担当している｡
(2) 来談状況

相談室における相談件数は表１の通りである｡ ここでいう相談件数には､ 数分で済むような簡単な

情報提供は含まれていない｡ 相談件数は､ 1,011件 (延べ数｡ 昨年度は874件) であった｡

① ｢留学生からの相談｣ は391件 (昨年度は436件) であった｡ 最も件数が多いのは､ ｢宿舎問題｣

であり､ 特に ｢国際交流会館｣ に関連する相談が多かった (135件)｡ 留学生数が増加し､ 入居希望者

が増えるに伴い､ 会館での入居期間は短縮されつつある｡ 現在では原則６ヶ月という短期間になって

いる｡ このため､ 会館への入・退去の相談の他､ 新しいアパートを捜すことなどについての相談が多

い｡ また会館サポーター (留学生と日本人学生) からの相談､ あるいはサポーターに対するコンサル

テーションの機会もある｡

その他､ ｢入学進学関係｣ (67件)､ ｢各留学生会｣ (34件)､ ｢教育制度・内容｣ (26件) などが多かっ

た｡ ｢各留学生会｣ とは､ 主に九州大学留学生会と九州大学ムスリム学生会であるが､ ムスリム学生

会が積極的に講演会などを開き､ 地域住民との交流を図ろうとしていため､ それに関する相談が多かっ

た｡

② ｢その他の外国人からの相談｣ (計83件､ 昨年度は51件) とは､ 九州大学の留学生ではないが､

これから九州大学を受験する外国人や､ 訪問研究員などからの相談である｡

③ ｢日本人からの相談｣ (計537件､ 昨年度は387件) であるが､ ｢学生｣ に関しては九州大学国際親

善会の学生からの相談に加えて､ 一般学生からの留学生に関する相談､ あるいは本人の留学希望など

の相談があった｡ 九州大学国際親善会は､ ここ数年メンバーが増え､ また活動が広範囲にわたってい

る (日本人からの相談に分類しているが､ 実際には､ この会には留学生も少なからず存在している)｡

｢教職員｣ は､ 留学生の勉学や研究室での適応に関してのコンサルテーションが多かった｡ その他､

外部団体 (国際交流関係団体､ 警察､ マスコミ等) からの情報提供依頼やイベントの講師依頼などが

多かった｡
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(1) オリエンテーション

例年通り､ ４月と10月に､ ｢新入留学生オリエンテーション｣ および ｢チューターオリエンテーショ

ン｣ (留学生課主催) が箱崎キャンパスで行われ､ 指導部門教員は適応問題等についての講演を行っ

た｡ 伊都キャンパスにおいても学部１年生を対象とした ｢新入留学生オリエンテーション｣ が行われ､

ここでも講演を行っている｡ この新入留学生オリエンテーションは､ チューター・オリエンテーショ

ンを兼ねており､ 留学生とそのチューターも一緒に参加している｡

2009年４月に ｢留学生と友達になりたい日本人学生のための留学生超入門2009年版｣ を3�500部を
印刷発行し､ 九州大学の入学式後のオリエンテーション等で配布した｡

(2) 授業

本年度は､ 昨年度と同様に､ 全学教育 (主に学部１～２年生を対象) ５コマ､ 大学院 (人間環境学

2009年度 九州大学留学生センター・留学生指導部門報告 157

３. 教育活動

留学生からの相談

日本人からの相談

その他の外国人からの相談

計
入進学 50
その他 33

小計 83

１) 以上は､ 主要相談件数 (面接に長時間を要するもの) は延べ数である｡

２) 厳密な分類は実際上困難であるため､ 大きなカテゴリーを設定した｡

３) 短時間で終わる簡単な問い合わせは含まれていない｡

４) ｢その他の外国人｣ とは､ 卒業生､ 訪問研究員､ 他学校の学生などである｡

計

修 学

入学・進学関係 67
教育制度・内容 26
進路相談 10
研究室の人間関係 6

生 活

法律的問題 6
経済的問題 6
宗教的問題 8
宿舎問題(国際交流会館) 135
宿舎問題 (その他) 18
生活問題 22
事故病気等 1
渡日・滞日許可 2
人間関係 19
子弟の教育問題 0
帰国準備 0
メンタルヘルス 6
国保・一般保険 0

その他
各留学生会 34
その他分類不可 52

小計 391

学 生

留学生とのトラブル 3
海外留学情報 45
国際親善会関係 28
その他 121

教職員

入進学 6
奨学金 0
日本語関係 0
コンサルテーション 87
その他 99

外 部

情報・コメント 69
イベント・講師依頼 31
入進学 5
苦情 11
その他 32

小計 537

総計 1011

表１ 九州大学留学生センター2009年相談件数



府３コマ､ 大学院共通１コマ) ４コマ､ 留学生センター１コマを担当した｡ その他､ １回のみ担当し

た授業などもある｡

① 全学教育

[前期]

全学教育については２コマを開講した｡ 総合科目 ｢日本事情 (高松)｣､ 文系コア科目 ｢教育学(ス

カリー)｣ である｡ その他､ 総合科目 ｢大学とは何か(白�)｣ が１回行われた｡
[後期]

全学教育については､ ３コマを開講した｡ 総合科目 ｢日本事情(白�)｣､ 文系コア科目および ｢心

理学(高松)｣､ 少人数セミナー ｢留学生交流論 (白�)｣ である｡
② 大学院

人間環境学府教育システム専攻において､ 前期に､ ｢留学生教育政策論 (白�)｣､ 後期に ｢留学生

アドバイジング論 (白�)｣ ｢異文化適応論 (高松)｣ を開講した｡ 前期は金曜日６限､ 後期は集中講

義で実施された｡

大学院共通教育科目として､ 後期に ｢��������������������������(スカリー)｣ を開講した｡
③ 留学生センター

日韓理工系学部留学生予備教育コースの学生に対して､ 後期に週１回の ｢日本事情｣ を開講した｡

日本の文化・習慣およびカルチャーショックについての講義､ 日本人学生を交えて入学後の生活につ

いて話し合った (スカリー､ 白�､ 高松)｡
また､ 日本語研修コース (半年間集中日本語) の学生に対して､ 前期と後期に１回づつ､ ｢日本事

情｣ を行った (高松)｡ この授業には､ 日本人学生をゲストとして招き､ 実際に話をしてもらうとい
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表２ 担当授業 (2009年度)

前 期 後 期

学部(全学教育)

文系コア科目｢教育学｣(火曜日５限､ スカリー)

総合科目｢日本事情｣(水曜日５限､ 高松)

総合科目｢大学とは何か｣(水曜日４限､１回､

白�) 文系コア科目｢心理学｣(火曜日４限､ 高松)

総合科目｢日本事情｣(水曜日５限､ 白�)
少人数セミナー ｢留学生交流論｣ (金曜日

５限､ 白�)
大学院

(人間環境学府)
｢留学生教育政策論｣ (金６限､ 白�) ｢留学生アドバイジング論｣ (集中､ 白�)

｢異文化適応論｣ (集中､ 高松)

大学院

(大学院共通科目)

国際性領域 ｢��������������������������｣
(火曜日３限､ スカリー)

留学生センター
日本語研修コース｢日本人との会話｣ (１回､

高松)

日韓共同理工系学部留学生予備教育 ｢日本

事情｣(木曜日３限､ スカリー・白�・高松)
日本語研修コース｢日本人との会話｣ (１回､

高松)



うものである｡

(3) その他

21世紀プログラム学生の卒論指導を行った (高松､ 指導担当教員として)｡

４. 留学生に対する支援システムの形成

(1) チューターへの支援

① 学部チューター

2005年４月から始めた､ 学部留学生１年生を対象とした ｢チューター斡旋｣ は､ その後も継続し､

2009年度も同様に行われた｡ これは､ 学部１年生の留学生は､ 自分でチューターを見つけることは難

しく､ チューターが決まるのが５月以降になることが多かったためである｡ チューターが必要なのは

入学直後であるため､ 留学生センター (高松)､ 伊都地区学生サービス係､ 九州大学国際親善会が協

力して､ 日本人学生 (一部先輩留学生) のチューター希望者を登録し､ 斡旋するものである｡ また､

上記のような新入留学生とチューターの両方を対象とするオリエンテーションを今年度も実施した｡

② 大学院チューター

2009年３月26日 (水) のチューター説明会 (留学生課主催) にて講演を行った (高松)｡

(2) 初期適応支援 (４月と10月)

本年度も､ 初期適応支援を行った｡ 来日したばかりの留学生の多くは､ 国際交流会館 (香椎浜と井

尻の２カ所の国際交流会館と伊都ドミトリー) に入居する｡

24時間以上かけて来日する留学生もおり､ 疲れ切って会館に到着する｡ 巨大な荷物を数個持ってく

ることがよくあり､ 荷物を部屋に運ぶだけでも重労働である｡ また食事をし､ 夜寝る道具 (会館には

備え付けの布団や枕はない) を確保しなくてはならない｡ さらに 母国に連絡をしたいが国際電話や

インターネットはどこで使えるのか､ 指導教員と会いたいが大学までどうやって行ったらいいのか､

など着いたばかりでまだ言葉もよくわからない留学生にとって､ やらなければならないことは多い｡

新入留学生への支援活動は､ 1993年から開始したものだが､ 現在では九州大学国際親善会の学生が

シフトを組んで､ ４月と10月の最初の１週間､ 毎日朝から夕方まで受付カウンターを作って対応して

いる｡ また､ 香椎浜会館においては､ 会館チューターが中心となって支援活動を展開した｡

その他､ 社会人ボランティア団体 (そら) によって ｢市内ツアー｣ などが実施され､ 留学生が日本

社会に適応しやすいように支援している｡

(3) 学生団体に対する顧問としての指導・助言

留学生指導部門の教員は以下のような留学生の団体や､ 学生サークルの顧問となっている｡ 様々な

活動や要望に対して助言を行った｡
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① 九州大学留学生会 (�����������������������������������������������)
九大に所属する全留学生を代表する会である｡ ４月に ｢スポンサーミーティング｣ が行われ､ １年

間の活動について､ 地域の支援団体と共に検討を行った｡ その他､ バスハイク､ スポーツ大会､ 年末

の国際親善パーティなどを実施した｡

② 九州大学ムスリム学生会(���������������������������� ������������������)
ムスリム学生会は､ 九大に所属するイスラム教留学生の団体である｡

イスラムセミナー等を実施し､ 日本人学生および地域住民の理解を得る努力をしている｡ なお､ モ

スクが九州大学箱崎キャンパスのすぐ近くに完成し､ 礼拝などはそこで行われるようになった｡

４月にイスラムウィーク (主催：九大ムスリム学生会､ 協力：国際親善会､ 留学生センター) が行

われた｡

４月19日(月)10：00～15：00 伊都ウエスト二号館二階ロビーにてパネル展示

４月20日(火)10：00～15：00 伊都センターゾーン二号館一階ピロティにてパネル展示

４月22日(木)23日(金)10：00～13：00 箱崎国際ホールロビーにてパネル展示

４月24日(土)10：00～15：00 箱崎国際ホールロビーにて､ 講演および ｢イスラムフードフェスティ

バル｣

③ 九州大学国際親善会 (��������������������������������������������������������)
毎年の活動としては､ ２月の ｢受験生案内｣､ ４月と10月の ｢新入留学生支援｣､ ５月に行われるシ

ンガポール大学との交換プログラムの ｢����������������｣､ 11月の ｢九大祭への出店｣ などを

行った｡ また､ 従来から箱崎地区で毎週木曜日に ｢コーヒーアワー｣ が開かれてきたが､ それに加え

て伊都地区では､ 毎週火曜日に ｢全学コーヒーアワー｣ (センターゾーン)､ 毎週金曜日に ｢糸島コー

ヒーアワー｣ (ウェストゾーン) を行っている｡

(4) ボランティア団体の指導・助言

① ｢福岡フレンドリークラブ｣ の活動への助言 (白�)
九州大学には家族同伴の留学生が約400人いる｡ 400人近くの夫人たちやその子どもたちの生活支援

が大きな課題になっている｡ 福岡フレンドリークラブは地域の日本婦人で構成される団体であり､ 会

員数は約35人､ 九州大学教員の夫人も参加している｡ 留学生夫人との交流と支援を目的に､ 毎週水曜

日に留学生センター分室にて活動している｡

活動は､ 留学生夫人向けの日本語授業 (毎週12：30～14：20) および交流会 (月１回14：30～16：

30) である｡

これらの活動を通じて親しくなった留学生夫人たちの生活上の相談にも応じている｡ 20年近い活動

が評価されて､ 福岡県留学生交流推進会議により表彰された｡

② ｢九州大学留学生サポートネットワーク〈そら〉｣ の活動への助言 (高松)

〈そら〉 は､ 社会人を中心としているが､ 九大の学生 (留学生) や他大学の学生も参加しているボ

ランティア団体である｡ 主な活動としては､ 新入留学生を対象とした４月と10月の市内ツアー､ 井尻
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国際交流会館における ｢日本語交流｣､ 引っ越しや運搬の手伝い､ イベントの企画､ その他日本語会

話パートナーなどを行っている｡

本年度も８月に新人募集を行い､ ９月に説明会と研修会を行い､ 10月からの新入生支援に向けて準

備を行った｡

年１回の総会の他､ 月１回の定例会 (木曜日午後７時～８時半)､ 作業ミーティング (その他の木

曜日午後７時～８時半) を､ 留学生センター分室にて行っている｡

５. 研究活動

(1) 著書・論文・報告

【2009年】

・高松里 ｢留学生と友達になりたい日本人学生のための留学生超入門2009年度版｣､ 九州大学留学生

センター､ 2009年

・高松里編著 ｢サポート・グループの実践と展開｣ (金剛出版)､ 2009年10月

・高松里 ｢サポート・グループ､ セルフヘルプ・グループの立場から｣ 集団精神療法､ 25(2)､ 225‒

229, 2009年

【2010年】

・スカリー悦子・白�悟・高松里 ｢2008年度九州大学留学生センター・留学生指導部門報告｣ 九州大
学留学生センター紀要第18号､ 131‒140�
・2007年度トヨタ財団研究助成報告書 『福岡における国際的拠点都市形成に関する研究－留学生を中

心とした海外高度人材の集積』 (研究代表者 白�悟) 2010年１月､ 1‒264頁
・白�悟 ｢中国の改革開放前期における公費派遣政策の展開について｣ 『九州大学留学生センター紀

要』 第18号､ 2010年３月､ 1‒44頁

・白�悟 『現代中国における留学政策に関する研究－知識人政策との関連を中心に』 2010年１月､ 1‒
455頁

・高松里 ｢人は語るべきことを語っているのだろうか？｣人間性心理学研究, 27(1,2), 97�102, 2010
年

・(財)福岡国際交流協会 ｢平成21年度福岡都市圏における留学生実態調査－報告書－｣､ (財) 福岡国

際交流協会発行 (高松が調査協力､ 報告書執筆)

(2) 学会活動

【2009年】

・５月24日�日)：日本学生相談学会にて個人発表｡ 高松里 ｢学生にとって異文化とはどういうものな

のか？｣ 日本学生相談学会第27回大会発表論文集､ 87 (津田塾大学)

・５月31日�日)：異文化間教育学会にて個人発表｡ 高松里・平井達也 ｢異文化体験は語り得るのか？｣
異文化間教育学会第30回大会発表論文集､ 160‒161�(東京芸術大学)

2009年度 九州大学留学生センター・留学生指導部門報告 161



・５月31日(日)：異文化間教育学会にて個人発表｡ 高松里・平井達也・高木ひとみ ｢ミネソタ大学に

おける留学生支援と日本の大学への応用｣ 異文化間教育学会第30回大会発表論文集�114‒115�(東
京芸術大学)

・８月28日(金)：日本人間性心理学会にて個人発表｡ 村久保雅孝・平井達也・井内かおる・高松里・

都能美智代・吉川麻衣子 ｢スロー・エンカウンター・グループの継続開催から見えてきた物語｣ 日

本人間性心理学会第28回大会発表論文集､ 116‒117�(法政大学)
・８月29日(土)：日本人間性心理学会にて学会賞受賞記念講演｡ 高松里 ｢人は語るべきことを語って

いるのだろうか｣ 日本人間性心理学会第28回大会発表論文集､ 34�(法政大学)
・８月29日(土)：日本人間性心理学会にて個人発表｡ 中村ゆかり・高松里・村久保雅孝 ｢スロー・エ

ンカウンター・グループがもたらす ｢穏やかな所属感｣ の活用について｣ 日本人間性心理学会第28

回大会発表論文集､ 136‒137�(法政大学)
・８月30日(日)：日本人間性心理学会にてワークショップ実施｡ 高松里・平井達也 ｢｢“私”の働き

方研究｣ 入門｣ 日本人間性心理学会第28回大会発表論文集､ 22�(法政大学)
・10月11日(日)：日本社会心理学会・日本グループ・ダイナミクス学会合同大会にてワークショップ

実施｡ 伊藤隆・中地展生・高松里・今川民雄 ｢不登校の子どもを持つ保護者へのグループ・アプロー

チ｣ 日本社会心理学会第50回大会日本グループ・ダイナミクス学会第56回大会合同大会プログラム

(大阪大学)

(3) 研究活動

【2009年】

・４月11日(土)・12日(日)：｢働き方セミナー イン 庵治｣ (高松､ 香川県)

・４月19日(日)：｢ミドルエイジのためのライフプランニングセミナー (８月)｣ 実施準備会議 (高松､

福岡市)

・４月25日(土)：｢スロー・エンカウンター・グループ��沖縄(５月)｣ 実施準備会議 (高松､ 福岡市)
・５月８日(金)～11日(月)：ワークショップ ｢スロー・エンカウンター・グループ��沖縄｣ (高松､
今帰仁村)

・５月11日(月)～16日(土)：トヨタ財団研究・韓国出張 (白�)
・５月16日(土)17日(日)：｢九重エンカウンター・グループ (2008年12月実施) 検討会｣ (高松､ 福岡

市)

・５月22日(金)：多文化間カウンセリング研究会 (高松､ 九大､ 19：00～)

・６月６日(土)：トヨタ財団助成研究会 (九州大学､ 白�)
・６月26日(金)：多文化間カウンセリング研究会 (九州大学､ 高松)

・６月27・28日(土・日)：日本比較教育学会 (東京学芸大学､ 白�)
・７月17日(金)：多文化間カウンセリング研究会 (高松､ 九大)

・７月29日(水)～８月５日(水)：科研により中国調査実施 (白�)
・８月17日(月)：米国大学にて一週間留学生についての調査 (スカリー)
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・７月３日(金)：国土交通省海の中道海浜公園��検討委員会 (白�)
・７月28日(火)：福岡国際交流協会依頼により姉妹都市広州の学生の伊都キャンパス案内 (白�)
・９月24日(木)：学生修学・生活相談セミナー：於伊都キャンパス (白�)
・９月25日(金)：多文化間カウンセリング研究会 (高松､ 九大)

・10月13日(火)：日中大学留学交流・福岡フォーラム (白�)
・10月23日(金)：多文化間カウンセリング研究会 (高松､ 九大)

・11月27日(金)：多文化間カウンセリング研究会 (九大､ 高松)

・12月19日(土)～23日(水)：｢九重エンカウンター・グループ｣ (大分県､ 高松)

・12月23日(水)：｢���ワークショップ (2010年２月実施予定)｣ 準備委員会 (福岡､ 高松)
・12月26日(土)：｢スロー・エンカウンター・グループ��沖縄 (2010年５月実施予定)｣ 準備委員会

(福岡､ 高松)

【2010年】

・１月９日(土)・10日(日)：人間関係研究会スタッフミーティング (奈良､ 高松)

・１月22日(金)：多文化間カウンセリング研究会 (九大､ 高松)

・２月27日(土)・28日(日)：ワークショップ ｢ミドルエイジを生きる｣ (講師として参加､ 福岡市､

高松)

・３月７日(日)：｢当事者研究ワークショップ｣ (主催：高松､ 九大西新プラザ)

・３月16日(火)・17日(水)：新潟大学国際センター��講演 ｢留学生の生活支援の方法について｣

(白�)
・３月29日(月)：留学生センター�� ｢グローバル30について｣ (白�､ 高松)
６. 学内協力講座・委員会・その他

【2009年】

・４月９日(木)：学生委員会 (白�)
・４月22日(水)：人間環境学研究院・学府教授会 (白�)
・５月21日(木)：九大学研都市外国人研究者・留学生生活環境調査委員会 (白�)
・５月27日(水)：人間環境学研究院・学府教授会 (白�)
・６月24日(水)：人間環境学研究院・学府教授会 (白�)
・９月５日(土)：人間環境学府修士課程 (社会人) 入学試験 (白�)
・９月７日(月)・８日(火)：人間環境学府修士課程 (一般) 入学試験 (白�)
・11月２日(月)：���(若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム) ワークショッ
プにて講演 ｢海外での研究と生活｣ (伊都キャンパス､ 高松)

・11月12日(木)：学生委員会 (白�)
・12月７日(月)：���プログラム外部評価委員会 (工学府､ 高松)
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【2010年】

・１月７日(木)：学生委員会 (白�)
・１月29日(金)：高等教育センター会議 (スカリー)

・２月４日(木)・５日(金)：人間環境学府修士課程・一般入試および外国人特別入試 (白�)
・２月18日(木)：人間環境学府博士後期課程入試 (白�)
・２月12日(金)：学生委員会 (白�)
・２月22日(月)：Ｇ30生活支援部会 (白�)
・３月２日(火)：海外留学危機管理セミナー (於：西新プラザ､ 白�)
・３月８日(月)：高等教育開発推進センター委員会 (スカリー)

・３月10日(水)：学生委員会 (白�)
・３月26日(金)：留学生センター委員会 (スカリー)

７. 社会連携

【2009年】

・４月２日(木)：福岡大学にて講演 ｢異文化ストレスとその対処法｣ (高松､ 新入留学生対象)

・４月15日(水)：福岡フレンドリークラブ初会合・前期活動計画 (白�)
・５月20日(水)：東警察署協議会 (白�)
・６月11日(木)：大分県人権同和対策講演会 ｢外国人の人権｣ (大分市､ 高松)

・７月３日(金)：国土交通省海の中道海浜公園��検討委員会 (白�)
・７月28日(火)：福岡国際交流協会依頼により姉妹都市広州の学生の伊都キャンパス案内 (白�)
・10月21日(水)：佐賀新聞社にて講演 ｢メンタルヘルスについて考えよう｣ (高松､ 佐賀市)

・10月31日(土)：糸島地区ボランティア研修会にて講演 ｢心を豊かにするボランティア活動の魅力と

は｣ (高松､ 糸島地区ボランティア派遣事業運営委員会主催)

・11月21日(土)：福岡県人権啓発情報センター県民講座2009｣ にて講演 ｢日本ってどんな社会？｣

(福岡市､ 高松)

・12月３日(木)：｢留学生生活実態調査｣ 打ち合わせ (九大､ 高松)

・12月４日(金)：外務省の元留学生招致事業にて莫少民氏 (中国・広州) 来福時の接遇 (白�)
・12月19日(土)：九州留学生問題フォーラム講演会､ シャリフル・イスラム ｢バングラディシュ留学

生による母国スラム教育の支援｣ (白�)
・12月21日(月)：日本学生支援機構 ｢留学交流｣ 編集協力者会議 (於：駒場留学生会館､ 白�)
【2010年】

・１月15日(金)：国土交通省海ノ中道海浜公園��検討委員会 (白�)
・２月19日(金)：国土交通省海ノ中道海浜公園��委員会(白�)
・２月22日(月)：佐賀県自殺対策庁内連絡会にて講演 ｢中高年の自殺対策を進めるために｣ (佐賀県

スカリー悦子・白� 悟・高松 里164



庁､ 高松)

・３月３日(水)：九州留学生問題フォーラム会議 (白�)
・３月４日(木)：九州大学学術研究都市まちづくりシンポジウム (於：福岡市産学連携交流センター､

パネリスト､ 白�)
・３月６日(土)：久留米ゼミナール日本語教師養成課程にて講演 ｢留学生のメンタルヘルスについて｣

(久留米､ 高松)

・３月13日(土)：｢自死遺族ケアの基本を学ぶ研修会｣ にて講演 ｢セルフヘルプ・グループとサポー

ト・グループの立ち上げと運営課題｣ (広島市､ 高松)

８. その他

【2009年】

・４月24日(金)：東京大学留学生センター大西先生が来福｡ 臨床心理士資格認定協会における研究の

一環として (高松)

・８月10日(月)：門倉正美教授(横浜国立大学留学生センター) 来訪､ 意見交換 (高松)

・12月２日(水)：教育学部同窓会会計監査 (九大､ 高松)

【2010年】

・１月19日(火)：韓国金烏工科大学の国際交流関係者の接遇 (白�)
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執 筆 者

(執筆順)

白 � 悟 九州大学留学生センター准教授

吉 川 裕 子 九州大学留学生センター准教授

菊 池 富美子 九州大学留学生センター助教

山 田 明 子 九州大学留学生センター助教

大 神 智 春 九州大学留学生センター准教授

清 水 百 合 九州大学留学生センター教授

鹿 島 英 一 九州大学留学生センター教授

小 森 和 子 九州大学留学生センター講師

郭 俊 海 九州大学留学生センター准教授

高 原 芳 枝 九州大学国際交流推進室准助教

岡 崎 智 己 九州大学留学生センター教授

西 原 暁 子 九州大学国際交流推進室准助教������������� 九州大学留学生センター教授

スカリー 悦子 九州大学留学生センター教授

高 松 里 九州大学留学生センター准教授

編 集 委 員

(50音順)

今 井 亮 一 九州大学留学生センター准教授����������������������������
清 水 百 合 九州大学留学生センター教授
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